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・令和６年度社会福祉振興助成事業募集要領  

・令和６年度社会福祉振興助成事業募集要領（モデル事業） 

・令和５年度（補正予算）社会福祉振興助成事業募集要領 

・独立行政法人福祉医療機構助成要綱 

・社会福祉振興助成事業事務取扱要領  

・その他関係法令 

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律  

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令  

・厚生労働省所管補助金等交付規則  

・独立行政法人福祉医療機構 ＷＡＭ ＮＥＴ 利用規約 

・ＷＡＭ助成連絡システム利用規約  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 
 

関    係    規    程 

・令和６年度社会福祉振興助成事業募集要領  

・令和６年度社会福祉振興助成事業募集要領（モデル事業） 

・令和５年度（補正予算）社会福祉振興助成事業募集要領 

・独立行政法人福祉医療機構助成要綱 

・社会福祉振興助成事業事務取扱要領  

・その他関係法令 

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律  

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令  

・厚生労働省所管補助金等交付規則  

・独立行政法人福祉医療機構 ＷＡＭ ＮＥＴ 利用規約 

・ＷＡＭ助成連絡システム利用規約  

 

 

（答） 
事業を実施したことで得られた成果について、定量的及び定性的に把握し、事業に関わって

いない第三者にもその成果が分かりやすくまとめることを指します。例えば、事業の前後比較
によるアンケート調査や対象者の状況の変化を捉えた事例紹介などが考えられます。 

 

５.補正予算事業について 

 

問 25．助成対象経費の修繕費について教えてください。 

（答） 

補正予算事業に限り、助成事業で供する支援対象者の居住場所や居場所といった建物等の修
繕費を助成対象としています。 
（建物等は自団体で所有していなくても構いません） 
修繕費については、例えば、天井の修理、床や壁紙の張替え、窓ガラスの交換、水回りの修

理などが該当します。 
１契約あたり２０万円未満（税込み）のものが対象ですので、１契約の金額が２０万円以上

のものは、その全額が対象外となります。なお、取引業者の選定にあたっては、社会的に誤解
を持たれることのないよう、価格比較を行ってください。 
 
（例） 
 天井の修理：１契約 １０万円 〇 
 床の張替え：１契約 １５万円 〇    
 水回り修理：１契約 ３０万円 ×（全額） 

 
 
 
 
 
 
 

助成金額２５万円 
（修繕費の限度額 60万円未満） 
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等）と相互に連携して次のいずれかの事業を実施し、かつ別紙１に掲げる助成テー

マに該当するものとします。 

  

地域連携活動支援事業 

 

全国的・広域的 

ネットワーク活動支援事業 

 

 

事業の 

内容 

地域の多様な社会資源を活用し、

複数の団体が連携やネットワーク

化を図り、社会福祉諸制度の対象

外のニーズ、その他地域の様々な

福祉ニーズに対応した地域に密着

した事業（同一都道府県内） 

全国又は広域的な普及・充実等を

図るため、複数の団体が連携やネ

ットワーク化を図り、相互にノウ

ハウを共有し、社会福祉の振興に

資する創意工夫ある事業又は社会

福祉施策等を補完若しくは充実さ

せる事業 

 

活動の 

範囲 

同一の都道府県内で活動する事業

であること。 

二つ以上の都道府県で活動する

等、支援する対象者が一つの都道

府県域を超えて広域にわたる事業

であること。 

助成 

金額 

５０万円～７００万円 ５０万円～９００万円※ 

※ 次のいずれかに該当し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）が設置

する外部有識者からなる社会福祉振興助成事業審査・評価委員会が特に認める場合

は、全国的・広域的ネットワーク活動支援事業において、２，０００万円までの範

囲内で上記助成金額を超えることができます。 

・災害支援等十分な資金の確保が必要な事業を行う場合 

・４以上の都道府県を網羅し、大規模かつ広範囲に活動を行う事業の場合 

（２）事業計画等の策定について 

助成期間終了後の事業の継続・発展、自立化を念頭に、これまでの活動実績や財  

務状況に応じた適正な規模の事業計画及び一定程度の自己資金を盛り込んだ資金計

画を策定してください。 

（３）助成対象外事業について 

次に該当する場合は、助成の対象となりません。 

① 営利を目的とする事業 

② 調査・研究を目的とする事業 

③ 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成を受ける事業 

④ 介護給付、自立支援給付など国又は地方公共団体の定める制度・要綱に基づ   

き実施し、補助・助成を受ける事業 

⑤ 国又は地方公共団体等から委託を受けて行う事業 

⑥ 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託（総事業費に占める外部委託の

割合が５０％以上）する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事

業が大部分（総事業費に占める交付資金の割合が５０％以上）を占める事業 

 

 

 

 

 
 
 
 

令和６年度 社会福祉振興助成事業 募集要領 (通常助成事業)  
 

 

１．助成の目的 

  政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細か

な活動等に対し助成を行い、高齢者・障害者等が自立した生活を送り、また、こどもた

ちが健やかに安心して成長できる地域共生社会の実現に向けて必要な支援を行うことを

目的とします。 

 

 

２．助成対象者  

  社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の団体 

   ・ 社会福祉法人 

   ・ 医療法人 

   ・ 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人） 

   ・ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人） 

   ・ 一般法人（法人税法上の非営利型法人の要件を満たす［助成対象となる事業の

実施期間中に移行するものを含む。※］一般社団法人又は一般財団法人） 

     ※助成の正式決定は非営利型移行後〔１３.留意事項参照〕 

   ・ その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体（次の要件をすべて

満たすこと） 

理事を２人以上置いていること 

役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めていること 

 

  ただし、上記の団体であっても、次に該当する場合は除きます。 

・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある団体 

・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度    

以降５年間を経過しない団体 

   ・監事を設置していない団体（定款等に監事の設置規定がないものを含む）  

 

 

３．助成対象事業 

（１）助成対象事業の要件等 

助成の対象となる事業は、要望団体が自ら主催するもので、他の団体（社会福祉  

法人､医療法人、特定非営利活動法人、公益法人、企業、自治体、ボランティア団体

本事業の公募は、本来令和６年度予算が成立した後に行うべきものですが、できるだけ早期に事業を

実施するために、予算成立前に行うことといたしました。そのため、予算の成立状況によっては、内容

に変更が生じることがある点に留意してください。 
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等）と相互に連携して次のいずれかの事業を実施し、かつ別紙１に掲げる助成テー

マに該当するものとします。 

  

地域連携活動支援事業 

 

全国的・広域的 

ネットワーク活動支援事業 

 

 

事業の 

内容 

地域の多様な社会資源を活用し、

複数の団体が連携やネットワーク

化を図り、社会福祉諸制度の対象

外のニーズ、その他地域の様々な

福祉ニーズに対応した地域に密着

した事業（同一都道府県内） 

全国又は広域的な普及・充実等を

図るため、複数の団体が連携やネ

ットワーク化を図り、相互にノウ

ハウを共有し、社会福祉の振興に

資する創意工夫ある事業又は社会

福祉施策等を補完若しくは充実さ

せる事業 

 

活動の 

範囲 

同一の都道府県内で活動する事業

であること。 

二つ以上の都道府県で活動する

等、支援する対象者が一つの都道

府県域を超えて広域にわたる事業

であること。 

助成 

金額 

５０万円～７００万円 ５０万円～９００万円※ 

※ 次のいずれかに該当し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）が設置

する外部有識者からなる社会福祉振興助成事業審査・評価委員会が特に認める場合

は、全国的・広域的ネットワーク活動支援事業において、２，０００万円までの範

囲内で上記助成金額を超えることができます。 

・災害支援等十分な資金の確保が必要な事業を行う場合 

・４以上の都道府県を網羅し、大規模かつ広範囲に活動を行う事業の場合 

（２）事業計画等の策定について 

助成期間終了後の事業の継続・発展、自立化を念頭に、これまでの活動実績や財  

務状況に応じた適正な規模の事業計画及び一定程度の自己資金を盛り込んだ資金計

画を策定してください。 

（３）助成対象外事業について 

次に該当する場合は、助成の対象となりません。 

① 営利を目的とする事業 

② 調査・研究を目的とする事業 

③ 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成を受ける事業 

④ 介護給付、自立支援給付など国又は地方公共団体の定める制度・要綱に基づ   

き実施し、補助・助成を受ける事業 

⑤ 国又は地方公共団体等から委託を受けて行う事業 

⑥ 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託（総事業費に占める外部委託の

割合が５０％以上）する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事

業が大部分（総事業費に占める交付資金の割合が５０％以上）を占める事業 

 

 

 

等）と相互に連携して次のいずれかの事業を実施し、かつ別紙１に掲げる助成テー

マに該当するものとします。 

  

地域連携活動支援事業 

 

全国的・広域的 

ネットワーク活動支援事業 

 

 

事業の 

内容 

地域の多様な社会資源を活用し、

複数の団体が連携やネットワーク

化を図り、社会福祉諸制度の対象

外のニーズ、その他地域の様々な

福祉ニーズに対応した地域に密着

した事業（同一都道府県内） 

全国又は広域的な普及・充実等を

図るため、複数の団体が連携やネ

ットワーク化を図り、相互にノウ

ハウを共有し、社会福祉の振興に

資する創意工夫ある事業又は社会

福祉施策等を補完若しくは充実さ

せる事業 

 

活動の 

範囲 

同一の都道府県内で活動する事業

であること。 

二つ以上の都道府県で活動する

等、支援する対象者が一つの都道

府県域を超えて広域にわたる事業

であること。 

助成 

金額 

５０万円～７００万円 ５０万円～９００万円※ 

※ 次のいずれかに該当し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）が設置

する外部有識者からなる社会福祉振興助成事業審査・評価委員会が特に認める場合

は、全国的・広域的ネットワーク活動支援事業において、２，０００万円までの範

囲内で上記助成金額を超えることができます。 

・災害支援等十分な資金の確保が必要な事業を行う場合 

・４以上の都道府県を網羅し、大規模かつ広範囲に活動を行う事業の場合 

（２）事業計画等の策定について 

助成期間終了後の事業の継続・発展、自立化を念頭に、これまでの活動実績や財  

務状況に応じた適正な規模の事業計画及び一定程度の自己資金を盛り込んだ資金計

画を策定してください。 

（３）助成対象外事業について 

次に該当する場合は、助成の対象となりません。 

① 営利を目的とする事業 

② 調査・研究を目的とする事業 

③ 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成を受ける事業 

④ 介護給付、自立支援給付など国又は地方公共団体の定める制度・要綱に基づ   

き実施し、補助・助成を受ける事業 

⑤ 国又は地方公共団体等から委託を受けて行う事業 

⑥ 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託（総事業費に占める外部委託の

割合が５０％以上）する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事

業が大部分（総事業費に占める交付資金の割合が５０％以上）を占める事業 

 

 

 

 

 
 
 
 

令和６年度 社会福祉振興助成事業 募集要領 (通常助成事業)  
 

 

１．助成の目的 

  政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細か

な活動等に対し助成を行い、高齢者・障害者等が自立した生活を送り、また、こどもた

ちが健やかに安心して成長できる地域共生社会の実現に向けて必要な支援を行うことを

目的とします。 

 

 

２．助成対象者  

  社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の団体 

   ・ 社会福祉法人 

   ・ 医療法人 

   ・ 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人） 

   ・ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人） 

   ・ 一般法人（法人税法上の非営利型法人の要件を満たす［助成対象となる事業の

実施期間中に移行するものを含む。※］一般社団法人又は一般財団法人） 

     ※助成の正式決定は非営利型移行後〔１３.留意事項参照〕 

   ・ その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体（次の要件をすべて

満たすこと） 

理事を２人以上置いていること 

役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めていること 

 

  ただし、上記の団体であっても、次に該当する場合は除きます。 

・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある団体 

・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度    

以降５年間を経過しない団体 

   ・監事を設置していない団体（定款等に監事の設置規定がないものを含む）  

 

 

３．助成対象事業 

（１）助成対象事業の要件等 

助成の対象となる事業は、要望団体が自ら主催するもので、他の団体（社会福祉  

法人､医療法人、特定非営利活動法人、公益法人、企業、自治体、ボランティア団体

本事業の公募は、本来令和６年度予算が成立した後に行うべきものですが、できるだけ早期に事業を

実施するために、予算成立前に行うことといたしました。そのため、予算の成立状況によっては、内容

に変更が生じることがある点に留意してください。 
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（１）事業実施体制 

  ① 活動実績・財務状況 

    ・これまでの活動実績・財務状況から事業を実施できる組織基盤はあるか。 

  ② 実施者適性、連携・協働    

    ・団体設立の趣旨、活動実績、実施体制、専門性等、助成対象事業の実施

主体として相応しいか。 

     ・他の団体や関係機関、関係者等との連携・協働に有効性や実効性がある  

か。 

（２）事業の目的、内容等の妥当性 

  ① 事業の目的及び内容 

    ・助成対象事業の目的及び社会的必要性が明確であるか。 

    ・具体性があり実現可能性があるか。 

  ② 計画の妥当性及び助成の効果 

    ・事業計画に整合性、実現性、実効性はあるか。  

    ・助成対象事業の量的な目標からみて効果をあげられるか、受益者や関係

者のニーズを満たし質的な効果をあげられるか。  

    ・助成対象事業の成果が地域や社会に波及することが期待できるか。  

    ・助成対象事業に独創性、先駆性、普遍性等が期待できるか。  

（３）費用対効果 

  ① 経費の妥当性 

    ・経費の過剰積算、著しく高い単価の経費等が無いか。 

  ② 経費の合理性 

    ・費用対効果からみて経済的合理性があるか。  

（４）自立的継続性・将来発展性 

  ① 自立的継続性 

    ・事業継続の能力があるか。 

  ② 将来発展性 

    ・将来的な発展性が期待できるか。 

 

 

８．審査における採点基準等 

（１）各審査項目について、次の基準により採点します。 

    ・高く評価できる水準であるもの （６点） 

    ・評価できる水準であるもの   （４点） 

    ・やや不十分な水準であるもの  （２点） 

    ・不十分な水準であるもの    （０点） 

   ※なお、審査項目（４）自立的継続性・将来発展性については、①②毎に採点

した合計点とします。 

（２）審査にあたっては、次の点に留意して採点します。 

   ・過去に機構の助成対象事業を実施し、かつ、事業評価を受けた団体の助成対

 

 

 

４．助成対象経費及び助成金額の算定 

（１）助成対象経費 

助成対象事業を実施するために真に必要な次の経費とします。  

謝金、旅費（国内旅費及び外国旅費）、借料損料（会場借料含む）、家賃、備品    

購入費、消耗品費（燃料費、食材費及び会議費含む）、印刷製本費、通信運搬費、

賃金、委託費、保険料、雑役務費、光熱水費  

 ※助成対象経費の負担上限額、留意事項等については、別紙２をご覧ください。 

（２）助成金額の算定 

助成金額は、助成対象事業を実施するための経費の合計額（総事業費）から同

事業に係る収入（寄付金、助成金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施

する際に生じるその他の収入及び一般会計繰入金（団体の自己資金））額を除い

た額の範囲内になります。 

※ただし、１，０００円未満の端数は切り捨てになります。  

（３）その他 

助成金額は、事業内容等を勘案し、機構の予算の範囲内で定めます。  

 

 

５．助成対象となる事業の実施期間 

（１）令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとします。 

※ただし、助成金を振り込むまでに必要となった経費は、立て替えていただくことに

なります。 

（２）社会福祉振興助成事業審査・評価委員会が認めた事業については、２か年にわたり

助成金の交付対象とすることを予定しています。ただし、次年度の助成金を保証する

ものではありません。また、２か年にわたり採択された場合であっても、予算の都合

等により助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

助成金の交付申請及び交付決定は年度毎に行います。次年度の審査は、当年度の実

施状況を踏まえて行うため、審査の結果によっては、次年度の助成金額の減額や助成

の終了となる場合があります。 

 

 

６．審査及び選定の方法 

（１）審査の方法は書面審査とします。ただし、必要に応じて要望団体に対するヒアリン

グを実施します。 

（２）助成対象事業の選定は、機構事務局による整理の上、社会福祉振興助成事業審査・

評価委員会で審査し、同委員会の審議を経て決定します。 

 

 

７．審査項目 

  審査項目は以下の（１）～（４）の４項目です。 
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（１）事業実施体制 

  ① 活動実績・財務状況 

    ・これまでの活動実績・財務状況から事業を実施できる組織基盤はあるか。 

  ② 実施者適性、連携・協働    

    ・団体設立の趣旨、活動実績、実施体制、専門性等、助成対象事業の実施

主体として相応しいか。 

     ・他の団体や関係機関、関係者等との連携・協働に有効性や実効性がある  

か。 

（２）事業の目的、内容等の妥当性 

  ① 事業の目的及び内容 

    ・助成対象事業の目的及び社会的必要性が明確であるか。 

    ・具体性があり実現可能性があるか。 

  ② 計画の妥当性及び助成の効果 

    ・事業計画に整合性、実現性、実効性はあるか。  

    ・助成対象事業の量的な目標からみて効果をあげられるか、受益者や関係

者のニーズを満たし質的な効果をあげられるか。  

    ・助成対象事業の成果が地域や社会に波及することが期待できるか。  

    ・助成対象事業に独創性、先駆性、普遍性等が期待できるか。  

（３）費用対効果 

  ① 経費の妥当性 

    ・経費の過剰積算、著しく高い単価の経費等が無いか。 

  ② 経費の合理性 

    ・費用対効果からみて経済的合理性があるか。  

（４）自立的継続性・将来発展性 

  ① 自立的継続性 

    ・事業継続の能力があるか。 

  ② 将来発展性 

    ・将来的な発展性が期待できるか。 

 

 

８．審査における採点基準等 

（１）各審査項目について、次の基準により採点します。 

    ・高く評価できる水準であるもの （６点） 

    ・評価できる水準であるもの   （４点） 

    ・やや不十分な水準であるもの  （２点） 

    ・不十分な水準であるもの    （０点） 

   ※なお、審査項目（４）自立的継続性・将来発展性については、①②毎に採点

した合計点とします。 

（２）審査にあたっては、次の点に留意して採点します。 

   ・過去に機構の助成対象事業を実施し、かつ、事業評価を受けた団体の助成対

 

 

（１）事業実施体制 

  ① 活動実績・財務状況 

    ・これまでの活動実績・財務状況から事業を実施できる組織基盤はあるか。 

  ② 実施者適性、連携・協働    

    ・団体設立の趣旨、活動実績、実施体制、専門性等、助成対象事業の実施

主体として相応しいか。 

     ・他の団体や関係機関、関係者等との連携・協働に有効性や実効性がある  

か。 

（２）事業の目的、内容等の妥当性 

  ① 事業の目的及び内容 

    ・助成対象事業の目的及び社会的必要性が明確であるか。 

    ・具体性があり実現可能性があるか。 

  ② 計画の妥当性及び助成の効果 

    ・事業計画に整合性、実現性、実効性はあるか。  

    ・助成対象事業の量的な目標からみて効果をあげられるか、受益者や関係

者のニーズを満たし質的な効果をあげられるか。  

    ・助成対象事業の成果が地域や社会に波及することが期待できるか。  

    ・助成対象事業に独創性、先駆性、普遍性等が期待できるか。  

（３）費用対効果 

  ① 経費の妥当性 

    ・経費の過剰積算、著しく高い単価の経費等が無いか。 

  ② 経費の合理性 

    ・費用対効果からみて経済的合理性があるか。  

（４）自立的継続性・将来発展性 

  ① 自立的継続性 

    ・事業継続の能力があるか。 

  ② 将来発展性 

    ・将来的な発展性が期待できるか。 

 

 

８．審査における採点基準等 

（１）各審査項目について、次の基準により採点します。 

    ・高く評価できる水準であるもの （６点） 

    ・評価できる水準であるもの   （４点） 

    ・やや不十分な水準であるもの  （２点） 

    ・不十分な水準であるもの    （０点） 

   ※なお、審査項目（４）自立的継続性・将来発展性については、①②毎に採点

した合計点とします。 

（２）審査にあたっては、次の点に留意して採点します。 

   ・過去に機構の助成対象事業を実施し、かつ、事業評価を受けた団体の助成対

 

 

 

４．助成対象経費及び助成金額の算定 

（１）助成対象経費 

助成対象事業を実施するために真に必要な次の経費とします。  

謝金、旅費（国内旅費及び外国旅費）、借料損料（会場借料含む）、家賃、備品    

購入費、消耗品費（燃料費、食材費及び会議費含む）、印刷製本費、通信運搬費、

賃金、委託費、保険料、雑役務費、光熱水費  

 ※助成対象経費の負担上限額、留意事項等については、別紙２をご覧ください。 

（２）助成金額の算定 

助成金額は、助成対象事業を実施するための経費の合計額（総事業費）から同

事業に係る収入（寄付金、助成金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施

する際に生じるその他の収入及び一般会計繰入金（団体の自己資金））額を除い

た額の範囲内になります。 

※ただし、１，０００円未満の端数は切り捨てになります。  

（３）その他 

助成金額は、事業内容等を勘案し、機構の予算の範囲内で定めます。  

 

 

５．助成対象となる事業の実施期間 

（１）令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとします。 

※ただし、助成金を振り込むまでに必要となった経費は、立て替えていただくことに

なります。 

（２）社会福祉振興助成事業審査・評価委員会が認めた事業については、２か年にわたり

助成金の交付対象とすることを予定しています。ただし、次年度の助成金を保証する

ものではありません。また、２か年にわたり採択された場合であっても、予算の都合

等により助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

助成金の交付申請及び交付決定は年度毎に行います。次年度の審査は、当年度の実

施状況を踏まえて行うため、審査の結果によっては、次年度の助成金額の減額や助成

の終了となる場合があります。 

 

 

６．審査及び選定の方法 

（１）審査の方法は書面審査とします。ただし、必要に応じて要望団体に対するヒアリン

グを実施します。 

（２）助成対象事業の選定は、機構事務局による整理の上、社会福祉振興助成事業審査・

評価委員会で審査し、同委員会の審議を経て決定します。 

 

 

７．審査項目 

  審査項目は以下の（１）～（４）の４項目です。 

第
５
章　

関
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応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応募する

ことはできません）。 

（３）採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生

活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいずれ

かとなります。 

（４）提出された要望書等は、返却いたしませんので予めご了承ください。  

（５）控えとして、お手元に要望書等のデータを必ず保管してください。 

 

 

１０．提出期限 

  令和６年１月２９日（月）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 

※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。 

 

 

１１．選定結果 

（１）選定された事業は、機構において、予算額の範囲で効果的・効率的な配分を行うこ  

ととします。 

（２）選定結果については、令和６年４月上旬（予定）を目途に、メールにて機構のホ

ームページ等で採択団体の一覧を公開した旨お知らせします。また、選定された団

体のその後の手続きについてはあらためてご案内します。 

（３）選定結果に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、予めご了承くださ

い。 

（４）選定された団体については、その後の事務手続きについて「事務説明動画（オンラ

イン視聴）」にてご説明します（令和６年４月中に公開予定）。 

 

 

１２．助成にあたっての注意事項 

（１）助成対象事業の会計は、他の会計と明確に区分する必要があります。そのため、助

成金専用口座の開設、帳簿の作成（当機構指定のエクセル形式）により会計管理をし

ていただきます。また、助成対象経費にかかる証拠書類（帳簿類、領収書、振込書等）

は助成対象事業完了後７年間の保管義務があります。 

（２）助成対象事業の広報等で使用するちらし、ポスター、パンフレット、看板、垂れ幕

などの制作物、ホームページ等その他の広報媒体、成果を取りまとめた報告書等の成

果物には、『独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業』の助成表示を必ず明

記していただきます。 

（３）助成対象事業において研修会、講習会、シンポジウム、展覧会、スポーツ大会など

を実施される場合には、助成対象事業の成果や改善点の確認のため、助成対象事業

に参加された方々（利用者）へのアンケート調査を実施していただきます。 

 （４）助成対象事業の成果の普及のため、必ず助成対象事業をとりまとめた報告書（成

果報告会の資料でも可）の作成を行っていただくとともに、可能な限りＨＰやＳＮ

 

 

象事業については、当該評価結果も踏まえ審査します。 

   ・助成回数は、原則として連続３回までとします。 

（連続して４回目以上の団体については、自立的継続性・将来発展性の①②毎

に採点した合計点の１/２とします） 

（３）社会福祉振興助成事業審査・評価委員会委員（以下「委員」という。）の意見を

適切に審査に反映させる観点から、委員は、最優先で採択したい又は強く採択を

見送るべきと考える事業については、その理由をコメントするものとします。ま

た、その他、高く評価できる点、採択に当たっての条件等がある場合には、その

内容をコメントするものとします。 

（４）審査にあたって、事業の発展性が特に期待できるものについては、２か年にわ

たり採択することを踏まえ、審査します。  

※本募集要領５.（２）に関連する重要事項を記載していますので、ご確認くだ

さい。 

 

 

９．応募手続き等 

（１）次の手続きに沿ってご提出ください。 

① 機構ホームページから応募様式をダウンロードし、作成  
・令和６年度社会福祉振興助成事業要望書（以下、要望書という）の各様式は

機構のホームページ（https://www.wam.go.jp/hp/r6_wamjyosei/）からダウン
ロードし作成してください。 

《主な記載事項》 
団体概況（活動実績、役職員の状況等）、事業計画、資金計画  

 

 

② 機構ホームページからフォーム送信 
・令和６年度社会福祉振興助成事業応募フォーム（以下、フォームという）に

必要事項を入力し、①で作成した要望書（要望額調書を含む）及び以下の書
類を添付のうえ、送信ボタンを押して登録することで応募完了となります。  

・ 定款、寄付行為又は運営規約等 
・ 応募時における最新の決算書（法人の場合は貸借対照表も必須）  

※入力内容に誤りがないか、フォーム送信前に必ず確認してください。  
※添付書類については、いずれも応募の時点で理事会等の承認済みの書類の

うち、最新のものとしてください。 
※機構で要望書・添付書類を受信後、フォームに登録されたメールアドレス

に受信確認メールを自動送信します（フリーメールの場合、自動送信が遅
れる可能性があります）。受信確認メールが届かない場合は、機構ＮＰＯリ
ソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

・要望書を慎重に点検し、フォーム送信は原則一度のみとしてください。  
・添付書類のデータ容量が大きく添付書類を送信できない場合は、機構ＮＰＯ

リソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。 

（２）同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価

高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団

体活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただし、
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応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応募する

ことはできません）。 

（３）採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生

活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいずれ

かとなります。 

（４）提出された要望書等は、返却いたしませんので予めご了承ください。  

（５）控えとして、お手元に要望書等のデータを必ず保管してください。 

 

 

１０．提出期限 

  令和６年１月２９日（月）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 

※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。 

 

 

１１．選定結果 

（１）選定された事業は、機構において、予算額の範囲で効果的・効率的な配分を行うこ  

ととします。 

（２）選定結果については、令和６年４月上旬（予定）を目途に、メールにて機構のホ

ームページ等で採択団体の一覧を公開した旨お知らせします。また、選定された団

体のその後の手続きについてはあらためてご案内します。 

（３）選定結果に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、予めご了承くださ

い。 

（４）選定された団体については、その後の事務手続きについて「事務説明動画（オンラ

イン視聴）」にてご説明します（令和６年４月中に公開予定）。 

 

 

１２．助成にあたっての注意事項 

（１）助成対象事業の会計は、他の会計と明確に区分する必要があります。そのため、助

成金専用口座の開設、帳簿の作成（当機構指定のエクセル形式）により会計管理をし

ていただきます。また、助成対象経費にかかる証拠書類（帳簿類、領収書、振込書等）

は助成対象事業完了後７年間の保管義務があります。 

（２）助成対象事業の広報等で使用するちらし、ポスター、パンフレット、看板、垂れ幕

などの制作物、ホームページ等その他の広報媒体、成果を取りまとめた報告書等の成

果物には、『独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業』の助成表示を必ず明

記していただきます。 

（３）助成対象事業において研修会、講習会、シンポジウム、展覧会、スポーツ大会など

を実施される場合には、助成対象事業の成果や改善点の確認のため、助成対象事業

に参加された方々（利用者）へのアンケート調査を実施していただきます。 

 （４）助成対象事業の成果の普及のため、必ず助成対象事業をとりまとめた報告書（成

果報告会の資料でも可）の作成を行っていただくとともに、可能な限りＨＰやＳＮ

 

 

応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応募する

ことはできません）。 

（３）採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生

活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいずれ

かとなります。 

（４）提出された要望書等は、返却いたしませんので予めご了承ください。  

（５）控えとして、お手元に要望書等のデータを必ず保管してください。 

 

 

１０．提出期限 

  令和６年１月２９日（月）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 

※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。 

 

 

１１．選定結果 

（１）選定された事業は、機構において、予算額の範囲で効果的・効率的な配分を行うこ  

ととします。 

（２）選定結果については、令和６年４月上旬（予定）を目途に、メールにて機構のホ

ームページ等で採択団体の一覧を公開した旨お知らせします。また、選定された団

体のその後の手続きについてはあらためてご案内します。 

（３）選定結果に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、予めご了承くださ

い。 

（４）選定された団体については、その後の事務手続きについて「事務説明動画（オンラ

イン視聴）」にてご説明します（令和６年４月中に公開予定）。 

 

 

１２．助成にあたっての注意事項 

（１）助成対象事業の会計は、他の会計と明確に区分する必要があります。そのため、助

成金専用口座の開設、帳簿の作成（当機構指定のエクセル形式）により会計管理をし

ていただきます。また、助成対象経費にかかる証拠書類（帳簿類、領収書、振込書等）

は助成対象事業完了後７年間の保管義務があります。 

（２）助成対象事業の広報等で使用するちらし、ポスター、パンフレット、看板、垂れ幕

などの制作物、ホームページ等その他の広報媒体、成果を取りまとめた報告書等の成

果物には、『独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業』の助成表示を必ず明

記していただきます。 

（３）助成対象事業において研修会、講習会、シンポジウム、展覧会、スポーツ大会など

を実施される場合には、助成対象事業の成果や改善点の確認のため、助成対象事業

に参加された方々（利用者）へのアンケート調査を実施していただきます。 

 （４）助成対象事業の成果の普及のため、必ず助成対象事業をとりまとめた報告書（成

果報告会の資料でも可）の作成を行っていただくとともに、可能な限りＨＰやＳＮ

 

 

象事業については、当該評価結果も踏まえ審査します。 

   ・助成回数は、原則として連続３回までとします。 

（連続して４回目以上の団体については、自立的継続性・将来発展性の①②毎

に採点した合計点の１/２とします） 

（３）社会福祉振興助成事業審査・評価委員会委員（以下「委員」という。）の意見を

適切に審査に反映させる観点から、委員は、最優先で採択したい又は強く採択を

見送るべきと考える事業については、その理由をコメントするものとします。ま

た、その他、高く評価できる点、採択に当たっての条件等がある場合には、その

内容をコメントするものとします。 

（４）審査にあたって、事業の発展性が特に期待できるものについては、２か年にわ

たり採択することを踏まえ、審査します。  

※本募集要領５.（２）に関連する重要事項を記載していますので、ご確認くだ

さい。 

 

 

９．応募手続き等 

（１）次の手続きに沿ってご提出ください。 

① 機構ホームページから応募様式をダウンロードし、作成  
・令和６年度社会福祉振興助成事業要望書（以下、要望書という）の各様式は

機構のホームページ（https://www.wam.go.jp/hp/r6_wamjyosei/）からダウン
ロードし作成してください。 

《主な記載事項》 
団体概況（活動実績、役職員の状況等）、事業計画、資金計画  

 

 

② 機構ホームページからフォーム送信 
・令和６年度社会福祉振興助成事業応募フォーム（以下、フォームという）に

必要事項を入力し、①で作成した要望書（要望額調書を含む）及び以下の書
類を添付のうえ、送信ボタンを押して登録することで応募完了となります。  

・ 定款、寄付行為又は運営規約等 
・ 応募時における最新の決算書（法人の場合は貸借対照表も必須）  

※入力内容に誤りがないか、フォーム送信前に必ず確認してください。  
※添付書類については、いずれも応募の時点で理事会等の承認済みの書類の

うち、最新のものとしてください。 
※機構で要望書・添付書類を受信後、フォームに登録されたメールアドレス

に受信確認メールを自動送信します（フリーメールの場合、自動送信が遅
れる可能性があります）。受信確認メールが届かない場合は、機構ＮＰＯリ
ソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

・要望書を慎重に点検し、フォーム送信は原則一度のみとしてください。  
・添付書類のデータ容量が大きく添付書類を送信できない場合は、機構ＮＰＯ

リソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。 

（２）同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価

高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団

体活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただし、
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  ・郵送等による機構が提供するサービスのご案内 

  ・市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究及び開発 

のため 

  また、機構業務の中でお客さまサービスの向上のために使用することがあります。 

 ※顧客情報及び業務上知り得たお客さまの情報については、漏洩防止に努めて適切 

  に管理し、機構が定める期間経過後に焼却等により廃棄します。 

 

 

１４．問合せ先及び送付先 

〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 ヒューリック神谷町ビル 9 階 

独立行政法人福祉医療機構 ＮＰＯリソースセンター ＮＰＯ支援課 

電話 03-3438-4756 

（なお、つながりにくい場合は 03-3438-9942 におかけください。） 

    月曜～金曜 AM9：00～PM5：00（祝祭日除く） 

FAX  03-3438-0218 

ホームページ https://www.wam.go.jp/hp/r6_wamjyosei/ 

 

 

 

 

Ｓ等での積極的な広報活動をお願いいたします。なお、ＷＥＢ掲載や報告会での配

布など事業の内容にあわせて最適な方法での普及をご検討ください。 

（５）助成対象事業終了後、４月末までに、機構所定様式による事業完了報告書、助成対

象事業の経費にかかる領収書（写）、帳簿(当機構指定のエクセル形式)及び自己評価

書の提出が必要になります。 

（６）助成対象事業終了後、助成対象事業にかかる評価を行います。複数年にわたりヒ

アリングやアンケート調査を実施しますので対応いただくことが必須となります。 

 

 

１３．留意事項 

（１）この助成金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係する

規程等が準用されます。なお、不正な手段により助成金の交付を受けた場合、又は他

の用途へ使用した場合は、刑事罰が課せられることがあります。 

（２）助成対象事業として採択された際には、機構が定めた助成金に関する規程等を遵

守していただきます。規程等に反する行為があった場合、助成金の返還請求等を行う

ことがあります。また、助成の決定を取り消した場合、取り消した部分に加算金を加

えた金額を返還していただくとともに、決定を取り消した翌年度以降５年間は、助成

の要望を受け付けません。 

（３）不正な手段により助成金の交付を受け、他の用途に使用し、その他規程等に違反

する悪質な行為により、機構が助成の決定の取り消し等を行った場合は、以下の事

項について公表を行うことがあります。 

・団体の名称、所在地及び代表者氏名 

・事業の概要 

・不正の内容 

・交付決定の取り消し等の日、返還を命じた額及び返還状況 

（４）これから法人税法上の非営利型の一般社団法人又は一般財団法人を目指す法人に

ついては、非営利型法人の要件を満たし、異動届出書の提出を確認したうえで助成の

決定を行うこととします。 

（５）他の助成機関の助成等を受けて事業を実施することとなった場合は、採択後であ

っても機構の助成金を利用する資格を失います。 

（６）助成対象事業については、機構の監査及び会計検査院の検査の対象になります。

また、助成期間中に進捗確認調査等を行い、適切な事業実施のための助言・指導を行

います。 

（７）事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を

積極的に行っていく予定です。 

（８）ご提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

に基づき、情報公開の対象となります。 

（９）ご提出いただいた顧客情報及びお客さまの情報は、社会福祉振興助成事業業務及

びこれに附帯する業務並びに以下の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたし

ます。 
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  ・郵送等による機構が提供するサービスのご案内 

  ・市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究及び開発 

のため 

  また、機構業務の中でお客さまサービスの向上のために使用することがあります。 

 ※顧客情報及び業務上知り得たお客さまの情報については、漏洩防止に努めて適切 

  に管理し、機構が定める期間経過後に焼却等により廃棄します。 

 

 

１４．問合せ先及び送付先 

〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 ヒューリック神谷町ビル 9 階 

独立行政法人福祉医療機構 ＮＰＯリソースセンター ＮＰＯ支援課 

電話 03-3438-4756 

（なお、つながりにくい場合は 03-3438-9942 におかけください。） 

    月曜～金曜 AM9：00～PM5：00（祝祭日除く） 

FAX  03-3438-0218 

ホームページ https://www.wam.go.jp/hp/r6_wamjyosei/ 

 

 

 

 

  ・郵送等による機構が提供するサービスのご案内 

  ・市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究及び開発 

のため 

  また、機構業務の中でお客さまサービスの向上のために使用することがあります。 

 ※顧客情報及び業務上知り得たお客さまの情報については、漏洩防止に努めて適切 

  に管理し、機構が定める期間経過後に焼却等により廃棄します。 

 

 

１４．問合せ先及び送付先 

〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 ヒューリック神谷町ビル 9 階 

独立行政法人福祉医療機構 ＮＰＯリソースセンター ＮＰＯ支援課 

電話 03-3438-4756 

（なお、つながりにくい場合は 03-3438-9942 におかけください。） 

    月曜～金曜 AM9：00～PM5：00（祝祭日除く） 

FAX  03-3438-0218 

ホームページ https://www.wam.go.jp/hp/r6_wamjyosei/ 

 

 

 

 

Ｓ等での積極的な広報活動をお願いいたします。なお、ＷＥＢ掲載や報告会での配

布など事業の内容にあわせて最適な方法での普及をご検討ください。 

（５）助成対象事業終了後、４月末までに、機構所定様式による事業完了報告書、助成対

象事業の経費にかかる領収書（写）、帳簿(当機構指定のエクセル形式)及び自己評価

書の提出が必要になります。 

（６）助成対象事業終了後、助成対象事業にかかる評価を行います。複数年にわたりヒ

アリングやアンケート調査を実施しますので対応いただくことが必須となります。 

 

 

１３．留意事項 

（１）この助成金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係する

規程等が準用されます。なお、不正な手段により助成金の交付を受けた場合、又は他

の用途へ使用した場合は、刑事罰が課せられることがあります。 

（２）助成対象事業として採択された際には、機構が定めた助成金に関する規程等を遵

守していただきます。規程等に反する行為があった場合、助成金の返還請求等を行う

ことがあります。また、助成の決定を取り消した場合、取り消した部分に加算金を加

えた金額を返還していただくとともに、決定を取り消した翌年度以降５年間は、助成

の要望を受け付けません。 

（３）不正な手段により助成金の交付を受け、他の用途に使用し、その他規程等に違反

する悪質な行為により、機構が助成の決定の取り消し等を行った場合は、以下の事

項について公表を行うことがあります。 

・団体の名称、所在地及び代表者氏名 

・事業の概要 

・不正の内容 

・交付決定の取り消し等の日、返還を命じた額及び返還状況 

（４）これから法人税法上の非営利型の一般社団法人又は一般財団法人を目指す法人に

ついては、非営利型法人の要件を満たし、異動届出書の提出を確認したうえで助成の

決定を行うこととします。 

（５）他の助成機関の助成等を受けて事業を実施することとなった場合は、採択後であ

っても機構の助成金を利用する資格を失います。 

（６）助成対象事業については、機構の監査及び会計検査院の検査の対象になります。

また、助成期間中に進捗確認調査等を行い、適切な事業実施のための助言・指導を行

います。 

（７）事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を

積極的に行っていく予定です。 

（８）ご提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

に基づき、情報公開の対象となります。 

（９）ご提出いただいた顧客情報及びお客さまの情報は、社会福祉振興助成事業業務及

びこれに附帯する業務並びに以下の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたし

ます。 
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別紙２ 助成対象経費と費用の考え方など 
 
ＷＡＭ助成事業にかかる支出は、①謝金、②旅費、③所費という３つの経費項目に分けられます。 
＜対象経費にかかる注意事項＞ 

 
○令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間内に、助成を受ける団体が助成事業を実施するために要した費用を対象と

します。 
○助成事業の専用経費であることを明確に区分できないものは対象になりません。 
○下記の注意事項及び各表の「助成対象経費としてのルール」欄や「留意事項」欄に記載のとおり、助成の対象とならない経費も

ありますのでご注意ください。また、審査の結果、認められない経費もあります。 
 
【契約にあたって】 

○取引業者の選定等について社会的に誤解を持たれることのないよう価格比較を行うなど適正な価格で契約してください。 
○複数年で契約するものは助成期間のみ対象とします。 
○契約を締結するにあたり、契約の相手方が自団体の役員、特に代表者など代表権を有するものである場合は、利益相反行為とな

るため、その場合は特別代理人の選任（団体により手続きが異なる）など適正な手続きを行ってください。 
 
【領収書等について】 

○助成対象経費は、原則として、金銭の受領者による領収書又は銀行振り込みの記録等により、金銭の内訳（費目名）・受領者・支
払者等が証明できるもののみを対象とします。 
○謝金・旅費等は、原則、個人宛てとすることとし、１人が複数人を代表して領収することは、実態が見えず不適切であるため、

助成対象外となります。 
 
【その他】 

○助成事業で支援する対象者に対して、助成金で金銭（金券を含む）を支払うことは禁止します。 
○不動産取得費・団体の運営経費（役員報酬、助成事業の直接経費として認められない団体事務所の家賃・光熱水費等）及び内部
振替のみで支出が確認できない経費は助成対象外となります。 

○謝金・賃金は、税法に基づき源泉徴収の対象となる場合が多いので注意してください（詳細は所轄の税務署に問い合わせてくだ
さい）。源泉徴収を行った場合には、証拠書類として、当該税金の納付書の写しを領収書等と併せて、団体にて保管してください。 
 

 ※ その他ご不明な点は、事前に機構へ照会してください。 
 

 

 

① 謝金 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

謝金 

 

 

 

 

委員会出席謝金 

講演会の講師謝金 

パネリスト謝金 

実習指導者謝金 

相談員謝金 

事例発表謝金 

ファシリテーター謝金 

その他謝金（イベント等

の手伝いへの謝金） 

 

○相手にとって本業でない一定の役務を依頼し

たときの謝礼であり、原則、個人へ支給するもの

が対象 

 

○助成金負担上限額 

 １人１日あたり１５，７００円 

ただし、外部の講師謝金に限り、３時間を超える

業務については、機構が認める場合に限り、４７，

１００円を上限とする（団体内部での勉強会等の

講師謝金は除く） 

※実際に支払った額が上限金額を超えない場合

は、実際に支払った額が対象 

 

○団体の役職員に対する謝金については、団体の

謝金規程において、支出根拠や金額・条件等が明

示されているものが対象 

 

 

○社会通念上の一般的な価格にすること 

 

○個人を対象に支払う場合であっても委任する事項を業

としている者（いわゆる個人事業者）には、謝金ではな

く、委託費等で処理すること 

 

○菓子折り（手土産等）､金券（地域通貨券含む）､物品な

どによる謝礼は対象外 

 

 
 

② 旅費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

交通費 

ガソリン代 

宿泊費 

 

○最も経済的かつ合理的な経路により移動した

場合の交通費（実費）が対象（電車のグリーン料

金や航空機等の特別料金は対象外） 

 

○海外渡航旅費については、海外からの講師等招

聘旅費であり、機構が特に必要と認める場合のみ

対象 

 

○タクシー代は、目的地まで公共交通機関がない

場合や移動が困難な方のみに例外的に認める 

 

○ガソリン代は、団体の旅費規程が定められてお

り、かつ１㎞の単価×㎞数に基づき、計算するこ

とを原則とする。 

 

 

○イベントなどで、個人あてに現金支給せず、団体がまと

めて乗車券等を購入した場合には、乗車券等を販売店が

発行した領収書で可とする 

 

○バスや電車の短距離区間の移動など、移動者が券売機

等で購入した場合、団体の旅費規程に基づく旅費を支払

ったうえで、移動者からの領収書(日時、区間、移動者の

印・サイン等を要する）を受け取り、保管すること 

 

○航空機を利用する場合で、あらかじめ日程が決まって

いる場合は、早割り等、極力安価なものを購入すること 

 

 

 

別紙１ 助成テーマ 

 

 

＜誰もが暮らしやすい包摂社会の実現＞ 
 

(1)安心して暮らせるための地域共生社会の実現に向けた包括的な支援に資する事業 

 

(2)求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保や生産性の向上等に

資する事業 

 

(3)認知症（若年性認知症を含む）の人やヤングケアラーを含む介護する家族の不安や

悩みに応える相談機能の強化及び支援体制の充実に資する事業  

 

(4)元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸に向けた取り組み強化や高齢者への多

様な就労の機会の確保に資する事業 

 

(5)難病患者・がん患者等の活躍や様々な活動への参加等を支援する事業  

 

(6)ＤＶ・性被害など困難な問題を抱える人への支援に資する事業  

 

(7)就職氷河期世代の就労・社会参加に対する支援に資する事業  

 

(8)障害者・障害児の地域生活の支援や様々な活動への参加等を促進する事業  

 

(9)若者の自立等につながる多様な支援に資する事業  

 

(10)妊娠・出産・育児に関する各段階の環境づくりや負担・悩み・不安を切れ目な 

く解消するための支援事業 

 

(11)出産後・子育て中も就業が可能な多様な保育サービスの充実、多様な人材の確

保、生産性の向上等に資する事業 

 

(12)希望する教育を受けることを阻む経済事情など様々な制約の克服に資する事業  

 

(13)子育てが困難な状況にある家族・こども等への配慮・対策等の強化に資する事  

  業 

 
 

＜被災者支援・地域における防災力の一層の強化＞ 
 

(14)被災者支援や被災者支援の担い手となる人材の確保・育成など地域における防

災力の強化に資する事業 
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別紙２ 助成対象経費と費用の考え方など 
 
ＷＡＭ助成事業にかかる支出は、①謝金、②旅費、③所費という３つの経費項目に分けられます。 
＜対象経費にかかる注意事項＞ 

 
○令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間内に、助成を受ける団体が助成事業を実施するために要した費用を対象と

します。 
○助成事業の専用経費であることを明確に区分できないものは対象になりません。 
○下記の注意事項及び各表の「助成対象経費としてのルール」欄や「留意事項」欄に記載のとおり、助成の対象とならない経費も

ありますのでご注意ください。また、審査の結果、認められない経費もあります。 
 
【契約にあたって】 

○取引業者の選定等について社会的に誤解を持たれることのないよう価格比較を行うなど適正な価格で契約してください。 
○複数年で契約するものは助成期間のみ対象とします。 
○契約を締結するにあたり、契約の相手方が自団体の役員、特に代表者など代表権を有するものである場合は、利益相反行為とな

るため、その場合は特別代理人の選任（団体により手続きが異なる）など適正な手続きを行ってください。 
 
【領収書等について】 

○助成対象経費は、原則として、金銭の受領者による領収書又は銀行振り込みの記録等により、金銭の内訳（費目名）・受領者・支
払者等が証明できるもののみを対象とします。 
○謝金・旅費等は、原則、個人宛てとすることとし、１人が複数人を代表して領収することは、実態が見えず不適切であるため、

助成対象外となります。 
 
【その他】 

○助成事業で支援する対象者に対して、助成金で金銭（金券を含む）を支払うことは禁止します。 
○不動産取得費・団体の運営経費（役員報酬、助成事業の直接経費として認められない団体事務所の家賃・光熱水費等）及び内部
振替のみで支出が確認できない経費は助成対象外となります。 

○謝金・賃金は、税法に基づき源泉徴収の対象となる場合が多いので注意してください（詳細は所轄の税務署に問い合わせてくだ
さい）。源泉徴収を行った場合には、証拠書類として、当該税金の納付書の写しを領収書等と併せて、団体にて保管してください。 
 

 ※ その他ご不明な点は、事前に機構へ照会してください。 
 

 

 

① 謝金 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

謝金 

 

 

 

 

委員会出席謝金 

講演会の講師謝金 

パネリスト謝金 

実習指導者謝金 

相談員謝金 

事例発表謝金 

ファシリテーター謝金 

その他謝金（イベント等

の手伝いへの謝金） 

 

○相手にとって本業でない一定の役務を依頼し

たときの謝礼であり、原則、個人へ支給するもの

が対象 

 

○助成金負担上限額 

 １人１日あたり１５，７００円 

ただし、外部の講師謝金に限り、３時間を超える

業務については、機構が認める場合に限り、４７，

１００円を上限とする（団体内部での勉強会等の

講師謝金は除く） 

※実際に支払った額が上限金額を超えない場合

は、実際に支払った額が対象 

 

○団体の役職員に対する謝金については、団体の

謝金規程において、支出根拠や金額・条件等が明

示されているものが対象 

 

 

○社会通念上の一般的な価格にすること 

 

○個人を対象に支払う場合であっても委任する事項を業

としている者（いわゆる個人事業者）には、謝金ではな

く、委託費等で処理すること 

 

○菓子折り（手土産等）､金券（地域通貨券含む）､物品な

どによる謝礼は対象外 

 

 
 

② 旅費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

交通費 

ガソリン代 

宿泊費 

 

○最も経済的かつ合理的な経路により移動した

場合の交通費（実費）が対象（電車のグリーン料

金や航空機等の特別料金は対象外） 

 

○海外渡航旅費については、海外からの講師等招

聘旅費であり、機構が特に必要と認める場合のみ

対象 

 

○タクシー代は、目的地まで公共交通機関がない

場合や移動が困難な方のみに例外的に認める 

 

○ガソリン代は、団体の旅費規程が定められてお

り、かつ１㎞の単価×㎞数に基づき、計算するこ

とを原則とする。 

 

 

○イベントなどで、個人あてに現金支給せず、団体がまと

めて乗車券等を購入した場合には、乗車券等を販売店が

発行した領収書で可とする 

 

○バスや電車の短距離区間の移動など、移動者が券売機

等で購入した場合、団体の旅費規程に基づく旅費を支払

ったうえで、移動者からの領収書(日時、区間、移動者の

印・サイン等を要する）を受け取り、保管すること 

 

○航空機を利用する場合で、あらかじめ日程が決まって

いる場合は、早割り等、極力安価なものを購入すること 

 

 

 

別紙２ 助成対象経費と費用の考え方など 
 
ＷＡＭ助成事業にかかる支出は、①謝金、②旅費、③所費という３つの経費項目に分けられます。 
＜対象経費にかかる注意事項＞ 

 
○令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間内に、助成を受ける団体が助成事業を実施するために要した費用を対象と

します。 
○助成事業の専用経費であることを明確に区分できないものは対象になりません。 
○下記の注意事項及び各表の「助成対象経費としてのルール」欄や「留意事項」欄に記載のとおり、助成の対象とならない経費も

ありますのでご注意ください。また、審査の結果、認められない経費もあります。 
 
【契約にあたって】 

○取引業者の選定等について社会的に誤解を持たれることのないよう価格比較を行うなど適正な価格で契約してください。 
○複数年で契約するものは助成期間のみ対象とします。 
○契約を締結するにあたり、契約の相手方が自団体の役員、特に代表者など代表権を有するものである場合は、利益相反行為とな

るため、その場合は特別代理人の選任（団体により手続きが異なる）など適正な手続きを行ってください。 
 
【領収書等について】 

○助成対象経費は、原則として、金銭の受領者による領収書又は銀行振り込みの記録等により、金銭の内訳（費目名）・受領者・支
払者等が証明できるもののみを対象とします。 
○謝金・旅費等は、原則、個人宛てとすることとし、１人が複数人を代表して領収することは、実態が見えず不適切であるため、

助成対象外となります。 
 
【その他】 

○助成事業で支援する対象者に対して、助成金で金銭（金券を含む）を支払うことは禁止します。 
○不動産取得費・団体の運営経費（役員報酬、助成事業の直接経費として認められない団体事務所の家賃・光熱水費等）及び内部
振替のみで支出が確認できない経費は助成対象外となります。 

○謝金・賃金は、税法に基づき源泉徴収の対象となる場合が多いので注意してください（詳細は所轄の税務署に問い合わせてくだ
さい）。源泉徴収を行った場合には、証拠書類として、当該税金の納付書の写しを領収書等と併せて、団体にて保管してください。 
 

 ※ その他ご不明な点は、事前に機構へ照会してください。 
 

 

 

① 謝金 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

謝金 

 

 

 

 

委員会出席謝金 

講演会の講師謝金 

パネリスト謝金 

実習指導者謝金 

相談員謝金 

事例発表謝金 

ファシリテーター謝金 

その他謝金（イベント等

の手伝いへの謝金） 

 

○相手にとって本業でない一定の役務を依頼し

たときの謝礼であり、原則、個人へ支給するもの

が対象 

 

○助成金負担上限額 

 １人１日あたり１５，７００円 

ただし、外部の講師謝金に限り、３時間を超える

業務については、機構が認める場合に限り、４７，

１００円を上限とする（団体内部での勉強会等の

講師謝金は除く） 

※実際に支払った額が上限金額を超えない場合

は、実際に支払った額が対象 

 

○団体の役職員に対する謝金については、団体の

謝金規程において、支出根拠や金額・条件等が明

示されているものが対象 

 

 

○社会通念上の一般的な価格にすること 

 

○個人を対象に支払う場合であっても委任する事項を業

としている者（いわゆる個人事業者）には、謝金ではな

く、委託費等で処理すること 

 

○菓子折り（手土産等）､金券（地域通貨券含む）､物品な

どによる謝礼は対象外 

 

 
 

② 旅費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

交通費 

ガソリン代 

宿泊費 

 

○最も経済的かつ合理的な経路により移動した

場合の交通費（実費）が対象（電車のグリーン料

金や航空機等の特別料金は対象外） 

 

○海外渡航旅費については、海外からの講師等招

聘旅費であり、機構が特に必要と認める場合のみ

対象 

 

○タクシー代は、目的地まで公共交通機関がない

場合や移動が困難な方のみに例外的に認める 

 

○ガソリン代は、団体の旅費規程が定められてお

り、かつ１㎞の単価×㎞数に基づき、計算するこ

とを原則とする。 

 

 

○イベントなどで、個人あてに現金支給せず、団体がまと

めて乗車券等を購入した場合には、乗車券等を販売店が

発行した領収書で可とする 

 

○バスや電車の短距離区間の移動など、移動者が券売機

等で購入した場合、団体の旅費規程に基づく旅費を支払

ったうえで、移動者からの領収書(日時、区間、移動者の

印・サイン等を要する）を受け取り、保管すること 

 

○航空機を利用する場合で、あらかじめ日程が決まって

いる場合は、早割り等、極力安価なものを購入すること 

 

 

 

別紙１ 助成テーマ 

 

 

＜誰もが暮らしやすい包摂社会の実現＞ 
 

(1)安心して暮らせるための地域共生社会の実現に向けた包括的な支援に資する事業 

 

(2)求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保や生産性の向上等に

資する事業 

 

(3)認知症（若年性認知症を含む）の人やヤングケアラーを含む介護する家族の不安や

悩みに応える相談機能の強化及び支援体制の充実に資する事業  

 

(4)元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸に向けた取り組み強化や高齢者への多

様な就労の機会の確保に資する事業 

 

(5)難病患者・がん患者等の活躍や様々な活動への参加等を支援する事業  

 

(6)ＤＶ・性被害など困難な問題を抱える人への支援に資する事業  

 

(7)就職氷河期世代の就労・社会参加に対する支援に資する事業  

 

(8)障害者・障害児の地域生活の支援や様々な活動への参加等を促進する事業  

 

(9)若者の自立等につながる多様な支援に資する事業  

 

(10)妊娠・出産・育児に関する各段階の環境づくりや負担・悩み・不安を切れ目な 

く解消するための支援事業 

 

(11)出産後・子育て中も就業が可能な多様な保育サービスの充実、多様な人材の確

保、生産性の向上等に資する事業 

 

(12)希望する教育を受けることを阻む経済事情など様々な制約の克服に資する事業  

 

(13)子育てが困難な状況にある家族・こども等への配慮・対策等の強化に資する事  

  業 

 
 

＜被災者支援・地域における防災力の一層の強化＞ 
 

(14)被災者支援や被災者支援の担い手となる人材の確保・育成など地域における防

災力の強化に資する事業 
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費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

印刷 

製本費 

 

 

 

コピー代 

チラシ等の印刷費 

報告書印刷費 

 

 

○助成事業で作成する成果物には、機構の指定のとおり助成の成果である

表示をいれること 

 

 

○予定価格が２５０万円超の場

合は指名競争入札､５００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

通信 

運搬費 

 

 

 

郵便・宅配料 

通信料 

 

 

 

○助成事業専用として使用する電話、ファクシミリ、インターネット利

用料等 

 

○自団体が車両で配達等を行う場合のガソリン代は旅費とすること  

 

 

 

 

 

委託費 

 

 

調査・集計・分析 

シンポジウム等をイベン

ト会社に依頼する経費 

システム開発費 

外部評価 等 

 

 

○総事業費に対する外部委託の割合が５０％以上の場合、助成事業の対象

外 

 

○業務委託契約書（内訳明細書を含む）を作成するものが対象 

 

○企画・立案や全体管理等の主要部分を委託するものは助成事業の対象外  

 

 

○予定価格が１００万円超の場

合は指名競争入札､２００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

 

雑役 

務費 

 

 

雑役務費 

（手話通訳、翻訳、要約筆

記、託児料、原稿料） 

手数料（振込手数料） 

 

○収入印紙、印鑑証明書、行政機関との手続きに必要な経費は対象外 

 

○備品購入に伴う設置費用が、備品購入費と別の名目であった場合は、雑

役務費で対象 

 

○雑役務費は専門機関などに依

頼する料金で、一定の料金体系

があることを目安とする（委託

費で対応する場合を除く） 

 

○振込手数料は、各費目に算入

しても可 

 

 

 

保険料 

 

賠償責任保険料 

傷害保険料 

（ボランティア保険等） 

 

 

○団体所有の動産・不動産にかかる保険料、生命保険料は対象外 

 

○契約が複数年にわたる場合

は、助成期間分の分割払いが可

能な場合のみ対象とする 

 

 

 

 

 

 

③ 所費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

 

 

 

団体職員が助成事業に従

事した時間の賃金相当額 

（通勤交通費含む） 

 

アルバイト賃金 

（通勤交通費含む） 

 

 

○賃金雇用契約書（労働条件通知書）を必ず作成すること 

 

○賃金の計算は時給を基本とする 

 

○団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算により計

算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることができるもの

とする。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金額の２５％を

上限とする 

 

○役員についても上記条件を満たす場合に限り、対象。ただし、代表者・

副代表者及び監事の賃金は、原則対象外 

 

○役員報酬は賃金と扱わない 

 

○通常業務と区分ができない職員（アルバイト含む）に対する賃金は対象

外 

 

○通勤にかかる交通費には旅費と同様のルールを適用する 

 

 

○労働基準法等を順守した雇用

時間（一日８時間、週４０時間以

内）とすること 

 

○通勤費（交通費）は就業地まで

の経済的かつ合理的な経路での

交通費実費相当額とすること 

 

○会計報告にあたっては、業務

日誌、雇用契約書、給与規定、銀

行振り込み確認書類等の写し、

賃金台帳、領収書等を提出する

こと 

 

 

 

家賃 

 

助成事業専用家賃 

（ サ ロ ン ス ペ ー ス の 家

賃、共益費等） 

  

地代（月極駐車場代、助成

事業専用の農地） 

 

 

○敷金や保証金等の預かり金は対象外 

 

○団体事務所の家賃は、助成事業の事務処理を行う場合を含めて対象外。

ただし、支援対象者の直接処遇を行う場合であって、面積按分等により助

成事業専用家賃を明確に区分できる場合は対象 

 

 

 
光熱 

水費 

 

電気代、ガス代、水道代 

 

 

○助成事業専用場所の電気・ガス・水道代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品 

購入費 

 

 

 

 

 

 

就労支援等を行う場合の

電化製品 

シェルターや居場所設置

に必要な家具（エアコン・

洗濯機・冷蔵庫等設置に

伴う費用を含む）等 

 

 

○備品の定義は、原則として団体の規程に準ずることとするが、規程がな

い場合は、単価１０万円以上のものを備品とし、１０万円未満のものは消

耗品とすること 

 

○車両購入費は、原則として対象外 

 

○単価３０万円以上の備品購入については、賃借が可能な場合は原則とし

て賃借によることとし、購入した方が安価である場合のみ購入を認める

（購入する場合は、備品の必要性及び賃借で対応できない理由を「備品購

入理由書」に記入のうえ提出すること） 

 

 

 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○１品の取得価格が３０万円以

上の備品等を購入した場合は、

機構が指定するステッカーを貼

り、管理すること 

 

○予定価格が１６０万円超の場

合は指名競争入札、３００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

○定められた期間内に財産処分

等（売却、譲渡、交換等）を行う

場合は、あらかじめ機構の承認

が必要。また、財産処分等により

得た収入は、返還すること 

 

 

 

 

 

消耗 

品費 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費 

（コピー用紙、封筒、文房

具、インク･トナー代） 

燃料費（灯油等） 

食材費 

会議費 

非対面型活動整備へのデ

ジタルデバイス整備費用

（単価 10 万円以上の場合

は備品購入費で整理） 

衛生面徹底のための経費

（消毒液、マスク等） 

 

 

○助成事業にかかる必要な消耗品費 

 

○飲食店内での会食、アルコール代など、社会通念上、接待交際費にあた

るものは対象外 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○ガソリン代の場合は、旅費も

しくはアルバイト賃金（交通費）

に含めることも可 

 

 

借料 

損料 

 

 

リース・レンタル料 

コインパーキング代 

レンタカー代 

バス借り上げ料 

会場借料 

 

○自団体が所有する物件（会場等）及び物品の借料は原則対象外。ただし、

自団体にて貸会場等の事業を行っており、自団体が使用する場合でも一般

の利用者と同様に借料を支払う仕組みとなっている場合は対象 

 

○会場借料には、音響設備・機材等の使用料等を含む  

 

○予定価格が８０万円超の場合

は指名競争入札､１６０万円超

の場合は一般競争入札により業

者を選定すること。ただし、契約

の性質上、契約相手方が特定の

一者のみである場合等を除く 

- 96 -



 

 

費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

印刷 

製本費 

 

 

 

コピー代 

チラシ等の印刷費 

報告書印刷費 

 

 

○助成事業で作成する成果物には、機構の指定のとおり助成の成果である

表示をいれること 

 

 

○予定価格が２５０万円超の場

合は指名競争入札､５００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

通信 

運搬費 

 

 

 

郵便・宅配料 

通信料 

 

 

 

○助成事業専用として使用する電話、ファクシミリ、インターネット利

用料等 

 

○自団体が車両で配達等を行う場合のガソリン代は旅費とすること  

 

 

 

 

 

委託費 

 

 

調査・集計・分析 

シンポジウム等をイベン

ト会社に依頼する経費 

システム開発費 

外部評価 等 

 

 

○総事業費に対する外部委託の割合が５０％以上の場合、助成事業の対象

外 

 

○業務委託契約書（内訳明細書を含む）を作成するものが対象 

 

○企画・立案や全体管理等の主要部分を委託するものは助成事業の対象外  

 

 

○予定価格が１００万円超の場

合は指名競争入札､２００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

 

雑役 

務費 

 

 

雑役務費 

（手話通訳、翻訳、要約筆

記、託児料、原稿料） 

手数料（振込手数料） 

 

○収入印紙、印鑑証明書、行政機関との手続きに必要な経費は対象外 

 

○備品購入に伴う設置費用が、備品購入費と別の名目であった場合は、雑

役務費で対象 

 

○雑役務費は専門機関などに依

頼する料金で、一定の料金体系

があることを目安とする（委託

費で対応する場合を除く） 

 

○振込手数料は、各費目に算入

しても可 

 

 

 

保険料 

 

賠償責任保険料 

傷害保険料 

（ボランティア保険等） 

 

 

○団体所有の動産・不動産にかかる保険料、生命保険料は対象外 

 

○契約が複数年にわたる場合

は、助成期間分の分割払いが可

能な場合のみ対象とする 

 

 

 

 

 

 

費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

印刷 

製本費 

 

 

 

コピー代 

チラシ等の印刷費 

報告書印刷費 

 

 

○助成事業で作成する成果物には、機構の指定のとおり助成の成果である

表示をいれること 

 

 

○予定価格が２５０万円超の場

合は指名競争入札､５００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

通信 

運搬費 

 

 

 

郵便・宅配料 

通信料 

 

 

 

○助成事業専用として使用する電話、ファクシミリ、インターネット利

用料等 

 

○自団体が車両で配達等を行う場合のガソリン代は旅費とすること  

 

 

 

 

 

委託費 

 

 

調査・集計・分析 

シンポジウム等をイベン

ト会社に依頼する経費 

システム開発費 

外部評価 等 

 

 

○総事業費に対する外部委託の割合が５０％以上の場合、助成事業の対象

外 

 

○業務委託契約書（内訳明細書を含む）を作成するものが対象 

 

○企画・立案や全体管理等の主要部分を委託するものは助成事業の対象外  

 

 

○予定価格が１００万円超の場

合は指名競争入札､２００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

 

雑役 

務費 

 

 

雑役務費 

（手話通訳、翻訳、要約筆

記、託児料、原稿料） 

手数料（振込手数料） 

 

○収入印紙、印鑑証明書、行政機関との手続きに必要な経費は対象外 

 

○備品購入に伴う設置費用が、備品購入費と別の名目であった場合は、雑

役務費で対象 

 

○雑役務費は専門機関などに依

頼する料金で、一定の料金体系

があることを目安とする（委託

費で対応する場合を除く） 

 

○振込手数料は、各費目に算入

しても可 

 

 

 

保険料 

 

賠償責任保険料 

傷害保険料 

（ボランティア保険等） 

 

 

○団体所有の動産・不動産にかかる保険料、生命保険料は対象外 

 

○契約が複数年にわたる場合

は、助成期間分の分割払いが可

能な場合のみ対象とする 

 

 

 

 

 

 

③ 所費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

 

 

 

団体職員が助成事業に従

事した時間の賃金相当額 

（通勤交通費含む） 

 

アルバイト賃金 

（通勤交通費含む） 

 

 

○賃金雇用契約書（労働条件通知書）を必ず作成すること 

 

○賃金の計算は時給を基本とする 

 

○団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算により計

算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることができるもの

とする。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金額の２５％を

上限とする 

 

○役員についても上記条件を満たす場合に限り、対象。ただし、代表者・

副代表者及び監事の賃金は、原則対象外 

 

○役員報酬は賃金と扱わない 

 

○通常業務と区分ができない職員（アルバイト含む）に対する賃金は対象

外 

 

○通勤にかかる交通費には旅費と同様のルールを適用する 

 

 

○労働基準法等を順守した雇用

時間（一日８時間、週４０時間以

内）とすること 

 

○通勤費（交通費）は就業地まで

の経済的かつ合理的な経路での

交通費実費相当額とすること 

 

○会計報告にあたっては、業務

日誌、雇用契約書、給与規定、銀

行振り込み確認書類等の写し、

賃金台帳、領収書等を提出する

こと 

 

 

 

家賃 

 

助成事業専用家賃 

（ サ ロ ン ス ペ ー ス の 家

賃、共益費等） 

  

地代（月極駐車場代、助成

事業専用の農地） 

 

 

○敷金や保証金等の預かり金は対象外 

 

○団体事務所の家賃は、助成事業の事務処理を行う場合を含めて対象外。

ただし、支援対象者の直接処遇を行う場合であって、面積按分等により助

成事業専用家賃を明確に区分できる場合は対象 

 

 

 
光熱 

水費 

 

電気代、ガス代、水道代 

 

 

○助成事業専用場所の電気・ガス・水道代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品 

購入費 

 

 

 

 

 

 

就労支援等を行う場合の

電化製品 

シェルターや居場所設置

に必要な家具（エアコン・

洗濯機・冷蔵庫等設置に

伴う費用を含む）等 

 

 

○備品の定義は、原則として団体の規程に準ずることとするが、規程がな

い場合は、単価１０万円以上のものを備品とし、１０万円未満のものは消

耗品とすること 

 

○車両購入費は、原則として対象外 

 

○単価３０万円以上の備品購入については、賃借が可能な場合は原則とし

て賃借によることとし、購入した方が安価である場合のみ購入を認める

（購入する場合は、備品の必要性及び賃借で対応できない理由を「備品購

入理由書」に記入のうえ提出すること） 

 

 

 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○１品の取得価格が３０万円以

上の備品等を購入した場合は、

機構が指定するステッカーを貼

り、管理すること 

 

○予定価格が１６０万円超の場

合は指名競争入札、３００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

○定められた期間内に財産処分

等（売却、譲渡、交換等）を行う

場合は、あらかじめ機構の承認

が必要。また、財産処分等により

得た収入は、返還すること 

 

 

 

 

 

消耗 

品費 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費 

（コピー用紙、封筒、文房

具、インク･トナー代） 

燃料費（灯油等） 

食材費 

会議費 

非対面型活動整備へのデ

ジタルデバイス整備費用

（単価 10 万円以上の場合

は備品購入費で整理） 

衛生面徹底のための経費

（消毒液、マスク等） 

 

 

○助成事業にかかる必要な消耗品費 

 

○飲食店内での会食、アルコール代など、社会通念上、接待交際費にあた

るものは対象外 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○ガソリン代の場合は、旅費も

しくはアルバイト賃金（交通費）

に含めることも可 

 

 

借料 

損料 

 

 

リース・レンタル料 

コインパーキング代 

レンタカー代 

バス借り上げ料 

会場借料 

 

○自団体が所有する物件（会場等）及び物品の借料は原則対象外。ただし、

自団体にて貸会場等の事業を行っており、自団体が使用する場合でも一般

の利用者と同様に借料を支払う仕組みとなっている場合は対象 

 

○会場借料には、音響設備・機材等の使用料等を含む  

 

○予定価格が８０万円超の場合

は指名競争入札､１６０万円超

の場合は一般競争入札により業

者を選定すること。ただし、契約

の性質上、契約相手方が特定の

一者のみである場合等を除く 

第
５
章　

関
係
規
程
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成事業で取り組む課題・分野の専門家を必ず入れるようにしてくだ

さい。 

助 成 期 間 ２～３年以内 

・事業計画に基づき、連続する２年又は３年にわたり助成金の交付対象

とすることを予定しています。ただし、次年度の助成金を保証するも

のではありません。また、採択された場合であっても、予算の都合等

により助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

・助成金の交付申請及び交付決定は年度毎に行います。次年度の審査

は、当年度の実施状況を踏まえて行うため、審査の結果によっては、

次年度以降の助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

助 成 金 額 ３年間の合計：３,０００万円まで 

２年間の合計：２,０００万円まで 

対 象 経 費 「令和６年度 社会福祉振興助成事業 募集要領（通常助成事業）」に準

ずることとします。なお、事業の実施体制において、一時的に雇用する

人材では対応できない専門性を必要とする業務も実施可能とする観点

から、団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算に

より計算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることがで

きるものとします。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金

額に対して５０％を上限とします。 

（２）その他 

・同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高

騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体

活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただし、

応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応募する

ことはできません）。 

・採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生活

困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいずれか

となります。 

・継続２年目及び３年目の応募については、独立行政法人福祉医療機構事務局より応

募様式等を別途ご案内いたします。 

・事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を積

極的に行っていく予定です。 

・上記以外の事項については、「令和６年度社会福祉振興助成事業募集要領（通常助成

事業）」に準ずることとします。 

 

３．提出期限 

令和６年１月２９日（月）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 
 ※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

令和６年度 社会福祉振興助成事業 募集要領（モデル事業） 

 

社会福祉振興助成事業（ＷＡＭ助成）では、地域共生社会の実現に向けて、通常助成事業

のほかにモデル事業を実施します。 

 

１．助成の目的 

モデル事業は、社会課題が一層複雑化するなか、これまで民間福祉活動団体が培ってき

たノウハウや連携体制をもとに、事業を通じて新たに明らかとなった課題や社会的に認知

が進んでいない課題に対応することを目的とします。 

 

２．助成対象事業 

（１）モデル事業の要件等 

 モデル事業 

事 業 の 内 容 

 
地域連携活動支援事業 

全国的・広域的 

ネットワーク活動支援事業 

助成先団体が関係機関との継続

的・相互的な連携体制の構築を通

じて、政策化・制度化を目指すこ

とをもって、地域における面的な

成果の広がりを目指す事業 

助成先団体が幹事的役割を果た

し、各地域のＮＰＯ等との継続的

な連携体制の構築を通じて、政策

化・制度化を目指すことをもっ

て、全国的・広域的なセーフティ

ネットの充実を図る事業 
 

事 業 の 要 件 ・国や自治体において政策化・制度化を目指す新たな｢モデル｣となり得

る活動であること 

・既存事業の継続のみを目的とした計画や通常助成事業と同じ申請内

容を複数年継続する計画は対象外 

・複数年にわたり安定した運営を行うため、事業の実施体制を確実に確

保すること 

・連携団体と事業目標の共有化を図った上で事業を推進すること 

・事業成果の可視化を念頭に置き、評価を実施すること 

・外部評価者又は伴走支援者（※）と共に定期的な進捗管理を行い、結

果を報告すること 

※外部評価者又は伴走支援者の人数については、特に制限を設けてい

ませんが、政策化・制度化につなげていくために必要な調査の補助及

び政策化・制度化に向けての事業の進捗、改善、成果の可視化等につ

いて客観的な視点での助言等がその役割として求められるため、助

本事業の公募は、本来令和６年度予算が成立した後に行うべきものですが、できるだけ早期に事業を

実施するために、予算成立前に行うことといたしました。そのため、予算の成立状況によっては、内容

に変更が生じることがある点に留意してください。 
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成事業で取り組む課題・分野の専門家を必ず入れるようにしてくだ

さい。 

助 成 期 間 ２～３年以内 

・事業計画に基づき、連続する２年又は３年にわたり助成金の交付対象

とすることを予定しています。ただし、次年度の助成金を保証するも

のではありません。また、採択された場合であっても、予算の都合等

により助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

・助成金の交付申請及び交付決定は年度毎に行います。次年度の審査

は、当年度の実施状況を踏まえて行うため、審査の結果によっては、

次年度以降の助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

助 成 金 額 ３年間の合計：３,０００万円まで 

２年間の合計：２,０００万円まで 

対 象 経 費 「令和６年度 社会福祉振興助成事業 募集要領（通常助成事業）」に準

ずることとします。なお、事業の実施体制において、一時的に雇用する

人材では対応できない専門性を必要とする業務も実施可能とする観点

から、団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算に

より計算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることがで

きるものとします。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金

額に対して５０％を上限とします。 

（２）その他 

・同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高

騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体

活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただし、

応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応募する

ことはできません）。 

・採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生活

困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいずれか

となります。 

・継続２年目及び３年目の応募については、独立行政法人福祉医療機構事務局より応

募様式等を別途ご案内いたします。 

・事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を積

極的に行っていく予定です。 

・上記以外の事項については、「令和６年度社会福祉振興助成事業募集要領（通常助成

事業）」に準ずることとします。 

 

３．提出期限 

令和６年１月２９日（月）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 
 ※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。

 

 

 

成事業で取り組む課題・分野の専門家を必ず入れるようにしてくだ

さい。 

助 成 期 間 ２～３年以内 

・事業計画に基づき、連続する２年又は３年にわたり助成金の交付対象

とすることを予定しています。ただし、次年度の助成金を保証するも

のではありません。また、採択された場合であっても、予算の都合等

により助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

・助成金の交付申請及び交付決定は年度毎に行います。次年度の審査

は、当年度の実施状況を踏まえて行うため、審査の結果によっては、

次年度以降の助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。 

助 成 金 額 ３年間の合計：３,０００万円まで 

２年間の合計：２,０００万円まで 

対 象 経 費 「令和６年度 社会福祉振興助成事業 募集要領（通常助成事業）」に準

ずることとします。なお、事業の実施体制において、一時的に雇用する

人材では対応できない専門性を必要とする業務も実施可能とする観点

から、団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算に

より計算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることがで

きるものとします。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金

額に対して５０％を上限とします。 

（２）その他 

・同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高

騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体

活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただし、

応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応募する

ことはできません）。 

・採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生活

困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいずれか

となります。 

・継続２年目及び３年目の応募については、独立行政法人福祉医療機構事務局より応

募様式等を別途ご案内いたします。 

・事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を積

極的に行っていく予定です。 

・上記以外の事項については、「令和６年度社会福祉振興助成事業募集要領（通常助成

事業）」に準ずることとします。 

 

３．提出期限 

令和６年１月２９日（月）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 
 ※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

令和６年度 社会福祉振興助成事業 募集要領（モデル事業） 

 

社会福祉振興助成事業（ＷＡＭ助成）では、地域共生社会の実現に向けて、通常助成事業

のほかにモデル事業を実施します。 

 

１．助成の目的 

モデル事業は、社会課題が一層複雑化するなか、これまで民間福祉活動団体が培ってき

たノウハウや連携体制をもとに、事業を通じて新たに明らかとなった課題や社会的に認知

が進んでいない課題に対応することを目的とします。 

 

２．助成対象事業 

（１）モデル事業の要件等 

 モデル事業 

事 業 の 内 容 

 
地域連携活動支援事業 

全国的・広域的 

ネットワーク活動支援事業 

助成先団体が関係機関との継続

的・相互的な連携体制の構築を通

じて、政策化・制度化を目指すこ

とをもって、地域における面的な

成果の広がりを目指す事業 

助成先団体が幹事的役割を果た

し、各地域のＮＰＯ等との継続的

な連携体制の構築を通じて、政策

化・制度化を目指すことをもっ

て、全国的・広域的なセーフティ

ネットの充実を図る事業 
 

事 業 の 要 件 ・国や自治体において政策化・制度化を目指す新たな｢モデル｣となり得

る活動であること 

・既存事業の継続のみを目的とした計画や通常助成事業と同じ申請内

容を複数年継続する計画は対象外 

・複数年にわたり安定した運営を行うため、事業の実施体制を確実に確

保すること 

・連携団体と事業目標の共有化を図った上で事業を推進すること 

・事業成果の可視化を念頭に置き、評価を実施すること 

・外部評価者又は伴走支援者（※）と共に定期的な進捗管理を行い、結

果を報告すること 

※外部評価者又は伴走支援者の人数については、特に制限を設けてい

ませんが、政策化・制度化につなげていくために必要な調査の補助及

び政策化・制度化に向けての事業の進捗、改善、成果の可視化等につ

いて客観的な視点での助言等がその役割として求められるため、助

本事業の公募は、本来令和６年度予算が成立した後に行うべきものですが、できるだけ早期に事業を

実施するために、予算成立前に行うことといたしました。そのため、予算の成立状況によっては、内容

に変更が生じることがある点に留意してください。 

第
５
章　

関
係
規
程
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令和５年度 社会福祉振興助成事業 募集要領 

 （物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間 

団体活動助成事業）  

 
 

１．助成の目的 

  物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこもり状態

にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支援活動を実施する民間団体の取組みを

支援することを目的とします。 

 

 

２．助成対象者  

次のすべての要件を満たす団体とする。 

  （１）社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の団体 

   ・ 社会福祉法人 

   ・ 医療法人 

   ・ 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人） 

   ・ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人） 

   ・ 一般法人（法人税法上の非営利型法人の要件を満たす［助成対象となる事業の

実施期間中に移行するものを含む。※］一般社団法人又は一般財団法人） 

      ※助成の正式決定は非営利型移行後〔１３.留意事項参照〕 

   ・ その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体 

理事を２人以上置いていること 

役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めていること 

  

※ただし、上記の団体であっても、次に該当する場合は除きます。 

・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある団体 

・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年    

度以降５年間を経過しない団体 

    ・監事を設置していない団体（定款等に監事の設置規定がないものを含む）  

   

（２）生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支

援に関する活動を行う民間団体であり、原則として 1 年以上の活動実績を有する

こと。 

 

 

３．助成対象事業 

（１）助成対象事業の要件等 

 

 

 

  

 

別紙１ 助成テーマ 

 

 

＜誰もが暮らしやすい包摂社会の実現＞ 
 

(1)安心して暮らせるための地域共生社会の実現に向けた包括的な支援に資する事業 

 

(2)求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保や生産性の向上等に

資する事業 

 

(3)認知症（若年性認知症を含む）の人やヤングケアラーを含む介護する家族の不安や

悩みに応える相談機能の強化及び支援体制の充実に資する事業  

 

(4)元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸に向けた取り組み強化や高齢者への多

様な就労の機会の確保に資する事業 

 

(5)難病患者・がん患者等の活躍や様々な活動への参加等を支援する事業  

 

(6)ＤＶ・性被害など困難な問題を抱える人への支援に資する事業  

 

(7)就職氷河期世代の就労・社会参加に対する支援に資する事業  

 

(8)障害者・障害児の地域生活の支援や様々な活動への参加等を促進する事業  

 

(9)若者の自立等につながる多様な支援に資する事業  

 

(10)妊娠・出産・育児に関する各段階の環境づくりや負担・悩み・不安を切れ目な 

く解消するための支援事業 

 

(11)出産後・子育て中も就業が可能な多様な保育サービスの充実、多様な人材の確

保、生産性の向上等に資する事業 

 

(12)希望する教育を受けることを阻む経済事情など様々な制約の克服に資する事業  

 

(13)子育てが困難な状況にある家族・こども等への配慮・対策等の強化に資する事  

  業 

 
 

＜被災者支援・地域における防災力の一層の強化＞ 
 

(14)被災者支援や被災者支援の担い手となる人材の確保・育成など地域における防

災力の強化に資する事業 
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令和５年度 社会福祉振興助成事業 募集要領 

 （物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間 

団体活動助成事業）  

 
 

１．助成の目的 

  物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこもり状態

にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支援活動を実施する民間団体の取組みを

支援することを目的とします。 

 

 

２．助成対象者  

次のすべての要件を満たす団体とする。 

  （１）社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の団体 

   ・ 社会福祉法人 

   ・ 医療法人 

   ・ 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人） 

   ・ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人） 

   ・ 一般法人（法人税法上の非営利型法人の要件を満たす［助成対象となる事業の

実施期間中に移行するものを含む。※］一般社団法人又は一般財団法人） 

      ※助成の正式決定は非営利型移行後〔１３.留意事項参照〕 

   ・ その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体 

理事を２人以上置いていること 

役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めていること 

  

※ただし、上記の団体であっても、次に該当する場合は除きます。 

・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある団体 

・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年    

度以降５年間を経過しない団体 

    ・監事を設置していない団体（定款等に監事の設置規定がないものを含む）  

   

（２）生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支

援に関する活動を行う民間団体であり、原則として 1 年以上の活動実績を有する

こと。 

 

 

３．助成対象事業 

（１）助成対象事業の要件等 

 

 

 

 

令和５年度 社会福祉振興助成事業 募集要領 

 （物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間 

団体活動助成事業）  

 
 

１．助成の目的 

  物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこもり状態

にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支援活動を実施する民間団体の取組みを

支援することを目的とします。 

 

 

２．助成対象者  

次のすべての要件を満たす団体とする。 

  （１）社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の団体 

   ・ 社会福祉法人 

   ・ 医療法人 

   ・ 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人） 

   ・ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人） 

   ・ 一般法人（法人税法上の非営利型法人の要件を満たす［助成対象となる事業の

実施期間中に移行するものを含む。※］一般社団法人又は一般財団法人） 

      ※助成の正式決定は非営利型移行後〔１３.留意事項参照〕 

   ・ その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体 

理事を２人以上置いていること 

役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めていること 

  

※ただし、上記の団体であっても、次に該当する場合は除きます。 

・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある団体 

・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年    

度以降５年間を経過しない団体 

    ・監事を設置していない団体（定款等に監事の設置規定がないものを含む）  

   

（２）生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支

援に関する活動を行う民間団体であり、原則として 1 年以上の活動実績を有する

こと。 

 

 

３．助成対象事業 

（１）助成対象事業の要件等 

 

 

 

  

 

別紙１ 助成テーマ 

 

 

＜誰もが暮らしやすい包摂社会の実現＞ 
 

(1)安心して暮らせるための地域共生社会の実現に向けた包括的な支援に資する事業 

 

(2)求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保や生産性の向上等に

資する事業 

 

(3)認知症（若年性認知症を含む）の人やヤングケアラーを含む介護する家族の不安や

悩みに応える相談機能の強化及び支援体制の充実に資する事業  

 

(4)元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸に向けた取り組み強化や高齢者への多

様な就労の機会の確保に資する事業 

 

(5)難病患者・がん患者等の活躍や様々な活動への参加等を支援する事業  

 

(6)ＤＶ・性被害など困難な問題を抱える人への支援に資する事業  

 

(7)就職氷河期世代の就労・社会参加に対する支援に資する事業  

 

(8)障害者・障害児の地域生活の支援や様々な活動への参加等を促進する事業  

 

(9)若者の自立等につながる多様な支援に資する事業  

 

(10)妊娠・出産・育児に関する各段階の環境づくりや負担・悩み・不安を切れ目な 

く解消するための支援事業 

 

(11)出産後・子育て中も就業が可能な多様な保育サービスの充実、多様な人材の確

保、生産性の向上等に資する事業 

 

(12)希望する教育を受けることを阻む経済事情など様々な制約の克服に資する事業  

 

(13)子育てが困難な状況にある家族・こども等への配慮・対策等の強化に資する事  

  業 

 
 

＜被災者支援・地域における防災力の一層の強化＞ 
 

(14)被災者支援や被災者支援の担い手となる人材の確保・育成など地域における防

災力の強化に資する事業 
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⑥ 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託（総事業費に占める外部委託の     

割合が５０％以上）する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事    

業が大部分（総事業費に占める交付資金の割合が５０％以上）を占める事業 

 

 

４．助成対象経費及び助成金額の算定 

（１）助成対象経費 

助成対象事業を実施するために真に必要な次の経費とします。  

謝金、旅費（国内旅費及び外国旅費）、借料損料（会場借料含む）、家賃、備品  

購入費、消耗品費（燃料費、食材費及び会議費含む）、印刷製本費、通信運搬費、

賃金、委託費、保険料、雑役務費、光熱水費、修繕費 

※助成対象経費の負担上限額、留意事項等については、別紙２をご覧ください。 

（２）助成金額の算定 

助成金額は、助成対象事業を実施するための経費の合計額（総事業費）から同  

事業に係る収入（寄付金、助成金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施

する際に生じるその他の収入及び一般会計繰入金（団体の自己資金））額を除いた

額の範囲内になります。 

※ただし、１，０００円未満の端数は切り捨てになります。  

（３）その他 

助成金額は、事業内容等を勘案し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」 

という。）の予算の範囲内で定めます。 

 

 

５．助成対象となる事業の実施期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとします。 

※ただし、助成金を振り込むまでに必要となった経費は、立て替えていただくことに

なります。 

 

 

６．審査及び選定の方法 

（１）審査の方法は書面審査とします。ただし、必要に応じて要望団体に対するヒアリン

グを実施します。 

（２）助成対象事業の選定は、機構事務局による整理の上、社会福祉振興助成事業審査・

評価委員会で審査し、同委員会の審議を経て決定します。 

 

 

７．審査項目 

  審査項目は以下の（１）～（４）の４項目です。 

（１）事業実施体制 

  ① 活動実績・財務状況 

 

 

助成の対象となる事業は、要望団体が自ら主催するもので、他の団体（社会福祉 

法人､医療法人、特定非営利活動法人、公益法人、企業、自治体、ボランティア団体

等）と相互に連携して次のいずれかの事業を実施し、かつ別紙１に掲げる助成テー

マに該当するものとします。 

  

地域連携活動支援事業 

 

全国的・広域的 

ネットワーク活動支援事業 

 

 

 

 

事業の 

内容 

①  物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮

者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対し

て、電話・SNS 相談、住まいの確保等の支援、就労に向けた支援、

食料の支援、こどもの学習支援、地域活動等での就労体験の提供

その他生活上の支援を行うことにより、社会的なつながりを構築・

維持する事業 

 

②  上記の生活困窮者等の支援を行う民間団体に対して、支援活動の

実施にあたっての助言、ネットワークの構築等の中間的支援を行

う事業 

 

 

活動の 

範囲 

同一の都道府県内で活動する事業

であること。 

二つ以上の都道府県で活動する

等、支援する対象者が一つの都道

府県域を超えて広域にわたる事業

であること。 

 

 

助成 

金額 

 

５０万円～７００万円 

 

５０万円～９００万円 

 

四以上の都道府県を網羅し、大規模

かつ広範囲に活動を行う事業の場合 

上限２,０００万円 

 

（２）事業計画等の策定について 

これまでの活動実績や財務状況に応じた適正な規模の事業計画及び一定程度の自    

己資金を盛り込んだ資金計画を策定してください。 

（３）助成対象外事業について 

次に該当する場合は、助成の対象となりません。 

① 営利を目的とする事業 

② 調査・研究を目的とする事業 

③ 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成を受ける事業 

④ 介護給付、自立支援給付など国又は地方公共団体の定める制度・要綱に基づ  

き実施し、補助・助成を受ける事業 

⑤ 国又は地方公共団体等から委託を受けて行う事業 
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⑥ 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託（総事業費に占める外部委託の     

割合が５０％以上）する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事    

業が大部分（総事業費に占める交付資金の割合が５０％以上）を占める事業 

 

 

４．助成対象経費及び助成金額の算定 

（１）助成対象経費 

助成対象事業を実施するために真に必要な次の経費とします。  

謝金、旅費（国内旅費及び外国旅費）、借料損料（会場借料含む）、家賃、備品  

購入費、消耗品費（燃料費、食材費及び会議費含む）、印刷製本費、通信運搬費、

賃金、委託費、保険料、雑役務費、光熱水費、修繕費 

※助成対象経費の負担上限額、留意事項等については、別紙２をご覧ください。 

（２）助成金額の算定 

助成金額は、助成対象事業を実施するための経費の合計額（総事業費）から同  

事業に係る収入（寄付金、助成金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施

する際に生じるその他の収入及び一般会計繰入金（団体の自己資金））額を除いた

額の範囲内になります。 

※ただし、１，０００円未満の端数は切り捨てになります。  

（３）その他 

助成金額は、事業内容等を勘案し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」 

という。）の予算の範囲内で定めます。 

 

 

５．助成対象となる事業の実施期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとします。 

※ただし、助成金を振り込むまでに必要となった経費は、立て替えていただくことに

なります。 

 

 

６．審査及び選定の方法 

（１）審査の方法は書面審査とします。ただし、必要に応じて要望団体に対するヒアリン

グを実施します。 

（２）助成対象事業の選定は、機構事務局による整理の上、社会福祉振興助成事業審査・

評価委員会で審査し、同委員会の審議を経て決定します。 

 

 

７．審査項目 

  審査項目は以下の（１）～（４）の４項目です。 

（１）事業実施体制 

  ① 活動実績・財務状況 

 

 

⑥ 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託（総事業費に占める外部委託の     

割合が５０％以上）する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事    

業が大部分（総事業費に占める交付資金の割合が５０％以上）を占める事業 

 

 

４．助成対象経費及び助成金額の算定 

（１）助成対象経費 

助成対象事業を実施するために真に必要な次の経費とします。  

謝金、旅費（国内旅費及び外国旅費）、借料損料（会場借料含む）、家賃、備品  

購入費、消耗品費（燃料費、食材費及び会議費含む）、印刷製本費、通信運搬費、

賃金、委託費、保険料、雑役務費、光熱水費、修繕費 

※助成対象経費の負担上限額、留意事項等については、別紙２をご覧ください。 

（２）助成金額の算定 

助成金額は、助成対象事業を実施するための経費の合計額（総事業費）から同  

事業に係る収入（寄付金、助成金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施

する際に生じるその他の収入及び一般会計繰入金（団体の自己資金））額を除いた

額の範囲内になります。 

※ただし、１，０００円未満の端数は切り捨てになります。  

（３）その他 

助成金額は、事業内容等を勘案し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」 

という。）の予算の範囲内で定めます。 

 

 

５．助成対象となる事業の実施期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとします。 

※ただし、助成金を振り込むまでに必要となった経費は、立て替えていただくことに

なります。 

 

 

６．審査及び選定の方法 

（１）審査の方法は書面審査とします。ただし、必要に応じて要望団体に対するヒアリン

グを実施します。 

（２）助成対象事業の選定は、機構事務局による整理の上、社会福祉振興助成事業審査・

評価委員会で審査し、同委員会の審議を経て決定します。 

 

 

７．審査項目 

  審査項目は以下の（１）～（４）の４項目です。 

（１）事業実施体制 

  ① 活動実績・財務状況 

 

 

助成の対象となる事業は、要望団体が自ら主催するもので、他の団体（社会福祉 

法人､医療法人、特定非営利活動法人、公益法人、企業、自治体、ボランティア団体

等）と相互に連携して次のいずれかの事業を実施し、かつ別紙１に掲げる助成テー

マに該当するものとします。 

  

地域連携活動支援事業 

 

全国的・広域的 

ネットワーク活動支援事業 

 

 

 

 

事業の 

内容 

①  物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮

者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対し

て、電話・SNS 相談、住まいの確保等の支援、就労に向けた支援、

食料の支援、こどもの学習支援、地域活動等での就労体験の提供

その他生活上の支援を行うことにより、社会的なつながりを構築・

維持する事業 

 

②  上記の生活困窮者等の支援を行う民間団体に対して、支援活動の

実施にあたっての助言、ネットワークの構築等の中間的支援を行

う事業 

 

 

活動の 

範囲 

同一の都道府県内で活動する事業

であること。 

二つ以上の都道府県で活動する

等、支援する対象者が一つの都道

府県域を超えて広域にわたる事業

であること。 

 

 

助成 

金額 

 

５０万円～７００万円 

 

５０万円～９００万円 

 

四以上の都道府県を網羅し、大規模

かつ広範囲に活動を行う事業の場合 

上限２,０００万円 

 

（２）事業計画等の策定について 

これまでの活動実績や財務状況に応じた適正な規模の事業計画及び一定程度の自    

己資金を盛り込んだ資金計画を策定してください。 

（３）助成対象外事業について 

次に該当する場合は、助成の対象となりません。 

① 営利を目的とする事業 

② 調査・研究を目的とする事業 

③ 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成を受ける事業 

④ 介護給付、自立支援給付など国又は地方公共団体の定める制度・要綱に基づ  

き実施し、補助・助成を受ける事業 

⑤ 国又は地方公共団体等から委託を受けて行う事業 
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適切に審査に反映させる観点から、委員は、最優先で採択したい又は強く採択を

見送るべきと考える事業については、その理由をコメントするものとします。ま

た、その他、高く評価できる点、採択に当たっての条件等がある場合には、その

内容をコメントするものとします。 

 

 

９．応募手続き等 

（１）次の手続きに沿ってご提出ください。 

① 機構ホームページから応募様式をダウンロードし、作成  

・社会福祉振興助成事業（物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり

状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業）要望書（以下、要望書

という）の各様式は機構のホームページ  

（https://www.wam.go.jp/hp/r5hosei_wamjyosei/）からダウンロードし作成

してください。 

《主な記載事項》 

団体概況（活動実績、役職員の状況等）、事業計画、資金計画  

 

 

② 機構ホームページからフォーム送信 

・社会福祉振興助成事業（物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり

状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業）応募フォーム（以下、

フォームという）に必要事項を入力し、①で作成した要望書（要望額調書を

含む）及び以下の書類を添付のうえ、送信ボタンを押して登録することで応

募完了となります。 

・ 定款、寄付行為又は運営規約等 

・ 応募時における最新の決算書（法人の場合は貸借対照表も必須）  

※入力内容に誤りがないか、フォーム送信前に必ず確認してください。  

※添付書類については、いずれも応募の時点で理事会等の承認済みの書類の

うち、最新のものとしてください。 

※機構で要望書・添付書類を受信後、フォームに登録されたメールアドレス

に受信確認メールを自動送信します（フリーメールの場合、自動送信が遅

れる可能性があります）。受信確認メールが届かない場合は、機構ＮＰＯリ

ソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

・要望書を慎重に点検し、フォーム送信は原則一度のみとしてください。  

・添付書類のデータ容量が大きく添付書類を送信できない場合は、機構ＮＰＯ

リソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

（２）同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価

高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団

体活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただ

し、応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応

募することはできません）。 

（３）採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生

 

 

    ・これまでの活動実績・財務状況から事業を実施できる組織基盤はあるか。 

  ② 実施者適性、連携・協働    

    ・団体設立の趣旨、活動実績、実施体制、専門性等、助成対象事業の実施

主体として相応しいか。 

・他の団体や関係機関、関係者等との連携・協働に有効性や実効性がある  

  か。 

（２）事業の目的、内容等の妥当性 

  ① 事業の目的及び内容 

    ・助成対象事業の目的及び社会的必要性が明確であるか。 

    ・具体性があり実現可能性があるか。 

  ② 計画の妥当性及び助成の効果 

    ・事業計画に整合性、実現性、実効性はあるか。  

    ・助成対象事業の量的な目標からみて効果をあげられるか、受益者や関係

者のニーズを満たし質的な効果をあげられるか。  

    ・助成対象事業の成果が地域や社会に波及することが期待できるか。  

（３）費用対効果 

  ① 経費の妥当性 

    ・経費の過剰積算、著しく高い単価の経費等が無いか。 

  ② 経費の合理性 

    ・費用対効果からみて経済的合理性があるか。  

（４）自立的継続性 

   事業継続の能力があるか。 

 

 

８．審査における採点基準等 

（１）各審査項目について、次の基準により採点します。 

    ・高く評価できる水準であるもの （６点） 

    ・評価できる水準であるもの   （４点） 

    ・やや不十分な水準であるもの  （２点） 

    ・不十分な水準であるもの    （０点） 

（２）以下のいずれかに該当する事業に２点加点します。  

  ① 住まいの確保に困難を抱える者に対して居住場所を提供する支援であって、

関係機関と連携し、緊急的な支援に対応する体制を整備する事業  

  ② ひきこもり状態の者等が落ち着いて安心して過ごす（利用する）ことができ 

る居場所の設置に関する事業 

③ 地域のフードバンク等の社会資源と連携したり、フードバンクを運営する  

等、食料等の物資を提供することを通じて生活困窮者等を支援する事業 

（３）過去に機構の助成対象事業を実施し、かつ、事業評価を受けた団体の助成対象

事業については、当該評価結果も踏まえ審査します。 

（４）社会福祉振興助成事業審査・評価委員会委員（以下「委員」という。）の意見を
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適切に審査に反映させる観点から、委員は、最優先で採択したい又は強く採択を

見送るべきと考える事業については、その理由をコメントするものとします。ま

た、その他、高く評価できる点、採択に当たっての条件等がある場合には、その

内容をコメントするものとします。 

 

 

９．応募手続き等 

（１）次の手続きに沿ってご提出ください。 

① 機構ホームページから応募様式をダウンロードし、作成  

・社会福祉振興助成事業（物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり

状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業）要望書（以下、要望書

という）の各様式は機構のホームページ  

（https://www.wam.go.jp/hp/r5hosei_wamjyosei/）からダウンロードし作成

してください。 

《主な記載事項》 

団体概況（活動実績、役職員の状況等）、事業計画、資金計画  

 

 

② 機構ホームページからフォーム送信 

・社会福祉振興助成事業（物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり

状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業）応募フォーム（以下、

フォームという）に必要事項を入力し、①で作成した要望書（要望額調書を

含む）及び以下の書類を添付のうえ、送信ボタンを押して登録することで応

募完了となります。 

・ 定款、寄付行為又は運営規約等 

・ 応募時における最新の決算書（法人の場合は貸借対照表も必須）  

※入力内容に誤りがないか、フォーム送信前に必ず確認してください。  

※添付書類については、いずれも応募の時点で理事会等の承認済みの書類の

うち、最新のものとしてください。 

※機構で要望書・添付書類を受信後、フォームに登録されたメールアドレス

に受信確認メールを自動送信します（フリーメールの場合、自動送信が遅

れる可能性があります）。受信確認メールが届かない場合は、機構ＮＰＯリ

ソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

・要望書を慎重に点検し、フォーム送信は原則一度のみとしてください。  

・添付書類のデータ容量が大きく添付書類を送信できない場合は、機構ＮＰＯ

リソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

（２）同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価

高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団

体活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただ

し、応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応

募することはできません）。 

（３）採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生

 

 

適切に審査に反映させる観点から、委員は、最優先で採択したい又は強く採択を

見送るべきと考える事業については、その理由をコメントするものとします。ま

た、その他、高く評価できる点、採択に当たっての条件等がある場合には、その

内容をコメントするものとします。 

 

 

９．応募手続き等 

（１）次の手続きに沿ってご提出ください。 

① 機構ホームページから応募様式をダウンロードし、作成  

・社会福祉振興助成事業（物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり

状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業）要望書（以下、要望書

という）の各様式は機構のホームページ  

（https://www.wam.go.jp/hp/r5hosei_wamjyosei/）からダウンロードし作成

してください。 

《主な記載事項》 

団体概況（活動実績、役職員の状況等）、事業計画、資金計画  

 

 

② 機構ホームページからフォーム送信 

・社会福祉振興助成事業（物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり

状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業）応募フォーム（以下、

フォームという）に必要事項を入力し、①で作成した要望書（要望額調書を

含む）及び以下の書類を添付のうえ、送信ボタンを押して登録することで応

募完了となります。 

・ 定款、寄付行為又は運営規約等 

・ 応募時における最新の決算書（法人の場合は貸借対照表も必須）  

※入力内容に誤りがないか、フォーム送信前に必ず確認してください。  

※添付書類については、いずれも応募の時点で理事会等の承認済みの書類の

うち、最新のものとしてください。 

※機構で要望書・添付書類を受信後、フォームに登録されたメールアドレス

に受信確認メールを自動送信します（フリーメールの場合、自動送信が遅

れる可能性があります）。受信確認メールが届かない場合は、機構ＮＰＯリ

ソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

・要望書を慎重に点検し、フォーム送信は原則一度のみとしてください。  

・添付書類のデータ容量が大きく添付書類を送信できない場合は、機構ＮＰＯ

リソースセンター（１４．問合せ先及び送付先参照）にご確認ください。  

（２）同時期に実施する社会福祉振興助成事業の「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価

高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団

体活動助成事業」について、それぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。ただ

し、応募する事業内容がそれぞれ異なる場合に限ります（同一内容で複数事業に応

募することはできません）。 

（３）採択については、「通常助成事業」・「モデル事業」・「物価高騰の影響下における生

 

 

    ・これまでの活動実績・財務状況から事業を実施できる組織基盤はあるか。 

  ② 実施者適性、連携・協働    

    ・団体設立の趣旨、活動実績、実施体制、専門性等、助成対象事業の実施

主体として相応しいか。 

・他の団体や関係機関、関係者等との連携・協働に有効性や実効性がある  

  か。 

（２）事業の目的、内容等の妥当性 

  ① 事業の目的及び内容 

    ・助成対象事業の目的及び社会的必要性が明確であるか。 

    ・具体性があり実現可能性があるか。 

  ② 計画の妥当性及び助成の効果 

    ・事業計画に整合性、実現性、実効性はあるか。  

    ・助成対象事業の量的な目標からみて効果をあげられるか、受益者や関係

者のニーズを満たし質的な効果をあげられるか。  

    ・助成対象事業の成果が地域や社会に波及することが期待できるか。  

（３）費用対効果 

  ① 経費の妥当性 

    ・経費の過剰積算、著しく高い単価の経費等が無いか。 

  ② 経費の合理性 

    ・費用対効果からみて経済的合理性があるか。  

（４）自立的継続性 

   事業継続の能力があるか。 

 

 

８．審査における採点基準等 

（１）各審査項目について、次の基準により採点します。 

    ・高く評価できる水準であるもの （６点） 

    ・評価できる水準であるもの   （４点） 

    ・やや不十分な水準であるもの  （２点） 

    ・不十分な水準であるもの    （０点） 

（２）以下のいずれかに該当する事業に２点加点します。  

  ① 住まいの確保に困難を抱える者に対して居住場所を提供する支援であって、

関係機関と連携し、緊急的な支援に対応する体制を整備する事業  

  ② ひきこもり状態の者等が落ち着いて安心して過ごす（利用する）ことができ 

る居場所の設置に関する事業 

③  地域のフードバンク等の社会資源と連携したり、フードバンクを運営する  

等、食料等の物資を提供することを通じて生活困窮者等を支援する事業 

（３）過去に機構の助成対象事業を実施し、かつ、事業評価を受けた団体の助成対象

事業については、当該評価結果も踏まえ審査します。 

（４）社会福祉振興助成事業審査・評価委員会委員（以下「委員」という。）の意見を

第
５
章　

関
係
規
程
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象事業の経費にかかる領収書（写）、帳簿(当機構指定のエクセル形式)及び自己評価

書の提出が必要になります。 

（６）助成対象事業終了後、助成対象事業にかかる評価を行います。 

 

 

１３．留意事項 

（１）この助成金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係する

規程等が準用されます。なお、不正な手段により助成金の交付を受けた場合、又は他

の用途へ使用した場合は、刑事罰が課せられることがあります。 

（２）助成対象事業として採択された際には、機構が定めた助成金に関する規程等を遵

守していただきます。規程等に反する行為があった場合、助成金の返還請求等を行う

ことがあります。また、助成の決定を取り消した場合、取り消した部分に加算金を加

えた金額を返還していただくとともに、決定を取り消した翌年度以降５年間は、助成

の要望を受け付けません。 

（３）不正な手段により助成金の交付を受け、他の用途に使用し、その他規程等に違反

する悪質な行為により、機構が助成の決定の取り消し等を行った場合は、以下の事

項について公表を行うことがあります。 

・団体の名称、所在地及び代表者氏名 

・事業の概要 

・不正の内容 

・交付決定の取り消し等の日、返還を命じた額及び返還状況 

（４）これから法人税法上の非営利型の一般社団法人又は一般財団法人を目指す法人に

ついては、非営利型法人の要件を満たし、異動届出書の提出を確認したうえで助成の

決定を行うこととします。 

（５）他の助成機関の助成等を受けて事業を実施することとなった場合は、採択後であ

っても機構の助成金を利用する資格を失います。 

（６）助成対象事業については、機構の監査及び会計検査院の検査の対象になります。

また、助成期間中に進捗確認調査等を行い、適切な事業実施のための助言・指導を行

います。 

（７）事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を

積極的に行っていく予定です。 

（８）ご提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

に基づき、情報公開の対象となります。 

（９）ご提出いただいた顧客情報及びお客さまの情報は、社会福祉振興助成事業業務及

びこれに附帯する業務並びに以下の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたし

ます。 

  ・郵送等による機構が提供するサービスのご案内 

  ・市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究及び開発 

のため 

  また、機構業務の中でお客さまサービスの向上のために使用することがあります。 

 

 

活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいず

れかとなります。 

（４）提出された要望書等は、返却いたしませんので予めご了承ください。  

（５）控えとして、お手元に要望書等のデータを必ず保管してください。 

 

 

１０．提出期限 

    令和６年１月２３日（火）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 

※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。 

 

 

１１．選定結果 

（１）選定された事業は、機構において、予算額の範囲で効果的・効率的な配分を行うこ  

ととします。 

（２）選定結果については、令和６年３月末（予定）を目途に、メールにて機構のホー

ムページ等で採択団体の一覧を公開した旨お知らせします。また、選定された団体

のその後の手続きについてはあらためてご案内します。 

（３）選定結果に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、予めご了承くださ

い。 

（４）選定された団体については、その後の事務手続きについて「事務説明動画（オンラ

イン視聴）」にてご説明します（令和６年４月中に公開予定）。 

 

 

１２．助成にあたっての注意事項 

（１）助成対象事業の会計は、他の会計と明確に区分する必要があります。そのため、助

成金専用口座の開設、帳簿の作成（当機構指定のエクセル形式）により会計管理をし

ていただきます。また、助成対象経費にかかる証拠書類（帳簿類、領収書、振込書等）

は助成対象事業完了後７年間の保管義務があります。 

（２）助成対象事業の広報等で使用するちらし、ポスター、パンフレット、看板、垂れ幕

などの制作物、ホームページ等その他の広報媒体、成果を取りまとめた報告書等の成

果物には、『独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業』の助成表示を必ず明

記していただきます。 

（３）助成対象事業において研修会、講習会、シンポジウム、展覧会、スポーツ大会など

を実施される場合には、助成対象事業の成果や改善点の確認のため、助成対象事業

に参加された方々（利用者）へのアンケート調査を実施していただきます。 

 （４）助成対象事業の成果の普及のため、必ず助成対象事業をとりまとめた報告書（成

果報告会の資料でも可）の作成を行っていただくとともに、可能な限りＨＰやＳＮ

Ｓ等での積極的な広報活動をお願いいたします。なお、ＷＥＢ掲載や報告会での配

布など事業の内容にあわせて最適な方法での普及をご検討ください。 

（５）助成対象事業終了後、４月末までに、機構所定様式による事業完了報告書、助成対
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象事業の経費にかかる領収書（写）、帳簿(当機構指定のエクセル形式)及び自己評価

書の提出が必要になります。 

（６）助成対象事業終了後、助成対象事業にかかる評価を行います。 

 

 

１３．留意事項 

（１）この助成金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係する

規程等が準用されます。なお、不正な手段により助成金の交付を受けた場合、又は他

の用途へ使用した場合は、刑事罰が課せられることがあります。 

（２）助成対象事業として採択された際には、機構が定めた助成金に関する規程等を遵

守していただきます。規程等に反する行為があった場合、助成金の返還請求等を行う

ことがあります。また、助成の決定を取り消した場合、取り消した部分に加算金を加

えた金額を返還していただくとともに、決定を取り消した翌年度以降５年間は、助成

の要望を受け付けません。 

（３）不正な手段により助成金の交付を受け、他の用途に使用し、その他規程等に違反

する悪質な行為により、機構が助成の決定の取り消し等を行った場合は、以下の事

項について公表を行うことがあります。 

・団体の名称、所在地及び代表者氏名 

・事業の概要 

・不正の内容 

・交付決定の取り消し等の日、返還を命じた額及び返還状況 

（４）これから法人税法上の非営利型の一般社団法人又は一般財団法人を目指す法人に

ついては、非営利型法人の要件を満たし、異動届出書の提出を確認したうえで助成の

決定を行うこととします。 

（５）他の助成機関の助成等を受けて事業を実施することとなった場合は、採択後であ

っても機構の助成金を利用する資格を失います。 

（６）助成対象事業については、機構の監査及び会計検査院の検査の対象になります。

また、助成期間中に進捗確認調査等を行い、適切な事業実施のための助言・指導を行

います。 

（７）事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を

積極的に行っていく予定です。 

（８）ご提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

に基づき、情報公開の対象となります。 

（９）ご提出いただいた顧客情報及びお客さまの情報は、社会福祉振興助成事業業務及

びこれに附帯する業務並びに以下の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたし

ます。 

  ・郵送等による機構が提供するサービスのご案内 

  ・市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究及び開発 

のため 

  また、機構業務の中でお客さまサービスの向上のために使用することがあります。 

 

 

象事業の経費にかかる領収書（写）、帳簿(当機構指定のエクセル形式)及び自己評価

書の提出が必要になります。 

（６）助成対象事業終了後、助成対象事業にかかる評価を行います。 

 

 

１３．留意事項 

（１）この助成金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係する

規程等が準用されます。なお、不正な手段により助成金の交付を受けた場合、又は他

の用途へ使用した場合は、刑事罰が課せられることがあります。 

（２）助成対象事業として採択された際には、機構が定めた助成金に関する規程等を遵

守していただきます。規程等に反する行為があった場合、助成金の返還請求等を行う

ことがあります。また、助成の決定を取り消した場合、取り消した部分に加算金を加

えた金額を返還していただくとともに、決定を取り消した翌年度以降５年間は、助成

の要望を受け付けません。 

（３）不正な手段により助成金の交付を受け、他の用途に使用し、その他規程等に違反

する悪質な行為により、機構が助成の決定の取り消し等を行った場合は、以下の事

項について公表を行うことがあります。 

・団体の名称、所在地及び代表者氏名 

・事業の概要 

・不正の内容 

・交付決定の取り消し等の日、返還を命じた額及び返還状況 

（４）これから法人税法上の非営利型の一般社団法人又は一般財団法人を目指す法人に

ついては、非営利型法人の要件を満たし、異動届出書の提出を確認したうえで助成の

決定を行うこととします。 

（５）他の助成機関の助成等を受けて事業を実施することとなった場合は、採択後であ

っても機構の助成金を利用する資格を失います。 

（６）助成対象事業については、機構の監査及び会計検査院の検査の対象になります。

また、助成期間中に進捗確認調査等を行い、適切な事業実施のための助言・指導を行

います。 

（７）事業を実施する団体との情報交換会や研修の開催等、助成期間中の運営支援等を

積極的に行っていく予定です。 

（８）ご提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

に基づき、情報公開の対象となります。 

（９）ご提出いただいた顧客情報及びお客さまの情報は、社会福祉振興助成事業業務及

びこれに附帯する業務並びに以下の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたし

ます。 

  ・郵送等による機構が提供するサービスのご案内 

  ・市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究及び開発 

のため 

  また、機構業務の中でお客さまサービスの向上のために使用することがあります。 

 

 

活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業」のいず

れかとなります。 

（４）提出された要望書等は、返却いたしませんので予めご了承ください。  

（５）控えとして、お手元に要望書等のデータを必ず保管してください。 

 

 

１０．提出期限 

    令和６年１月２３日（火）ＰＭ３：００（応募フォーム登録完了） 

※締切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。 

 

 

１１．選定結果 

（１）選定された事業は、機構において、予算額の範囲で効果的・効率的な配分を行うこ  

ととします。 

（２）選定結果については、令和６年３月末（予定）を目途に、メールにて機構のホー

ムページ等で採択団体の一覧を公開した旨お知らせします。また、選定された団体

のその後の手続きについてはあらためてご案内します。 

（３）選定結果に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、予めご了承くださ

い。 

（４）選定された団体については、その後の事務手続きについて「事務説明動画（オンラ

イン視聴）」にてご説明します（令和６年４月中に公開予定）。 

 

 

１２．助成にあたっての注意事項 

（１）助成対象事業の会計は、他の会計と明確に区分する必要があります。そのため、助

成金専用口座の開設、帳簿の作成（当機構指定のエクセル形式）により会計管理をし

ていただきます。また、助成対象経費にかかる証拠書類（帳簿類、領収書、振込書等）

は助成対象事業完了後７年間の保管義務があります。 

（２）助成対象事業の広報等で使用するちらし、ポスター、パンフレット、看板、垂れ幕

などの制作物、ホームページ等その他の広報媒体、成果を取りまとめた報告書等の成

果物には、『独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業』の助成表示を必ず明

記していただきます。 

（３）助成対象事業において研修会、講習会、シンポジウム、展覧会、スポーツ大会など

を実施される場合には、助成対象事業の成果や改善点の確認のため、助成対象事業

に参加された方々（利用者）へのアンケート調査を実施していただきます。 

 （４）助成対象事業の成果の普及のため、必ず助成対象事業をとりまとめた報告書（成

果報告会の資料でも可）の作成を行っていただくとともに、可能な限りＨＰやＳＮ

Ｓ等での積極的な広報活動をお願いいたします。なお、ＷＥＢ掲載や報告会での配

布など事業の内容にあわせて最適な方法での普及をご検討ください。 

（５）助成対象事業終了後、４月末までに、機構所定様式による事業完了報告書、助成対
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別紙１ 助成テーマ 

 

＜物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等への支援＞ 

 

(1) 物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこも

り状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対し、社会的なつながりを構築・

維持する事業 

 

(2) 生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等の支援を行

う民間団体に対し、中間的支援を行う事業  

 

※各テーマの参考事例については、機構ホームページを参照のこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※顧客情報及び業務上知り得たお客さまの情報については、漏洩防止に努めて適切 

  に管理し、機構が定める期間経過後に焼却等により廃棄します。 

 

 

１４．問合せ先及び送付先 

〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 ヒューリック神谷町ビル 9 階 

独立行政法人福祉医療機構 ＮＰＯリソースセンター ＮＰＯ支援課 

電話 03-3438-4756 

（なお、つながりにくい場合は 03-3438-9942 におかけください。） 

    月曜～金曜 AM9：00～PM5：00（祝祭日除く） 

FAX  03-3438-0218 

ホームページ  https://www.wam.go.jp/hp/r5hosei_wamjyosei/ 
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別紙１ 助成テーマ 

 

＜物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等への支援＞ 

 

(1) 物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこも

り状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対し、社会的なつながりを構築・

維持する事業 

 

(2) 生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等の支援を行

う民間団体に対し、中間的支援を行う事業  

 

※各テーマの参考事例については、機構ホームページを参照のこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 助成テーマ 

 

＜物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等への支援＞ 

 

(1) 物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこも

り状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対し、社会的なつながりを構築・

維持する事業 

 

(2) 生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等の支援を行

う民間団体に対し、中間的支援を行う事業  

 

※各テーマの参考事例については、機構ホームページを参照のこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※顧客情報及び業務上知り得たお客さまの情報については、漏洩防止に努めて適切 

  に管理し、機構が定める期間経過後に焼却等により廃棄します。 

 

 

１４．問合せ先及び送付先 

〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 ヒューリック神谷町ビル 9 階 

独立行政法人福祉医療機構 ＮＰＯリソースセンター ＮＰＯ支援課 

電話 03-3438-4756 

（なお、つながりにくい場合は 03-3438-9942 におかけください。） 

    月曜～金曜 AM9：00～PM5：00（祝祭日除く） 

FAX  03-3438-0218 

ホームページ  https://www.wam.go.jp/hp/r5hosei_wamjyosei/ 
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③ 所費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

 

 

 

団体職員が助成事業に従

事した時間の賃金相当額 

（通勤交通費含む） 

 

アルバイト賃金 

（通勤交通費含む） 

 

 

○賃金雇用契約書（労働条件通知書）を必ず作成すること 

 

○賃金の計算は時給を基本とする 

 

○団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算により計

算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることができるもの

とする。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金額の５０％を

上限とする 

 

○役員についても上記条件を満たす場合に限り、対象。ただし、代表者・

副代表者及び監事の賃金は、原則対象外 

 

○役員報酬は賃金と扱わない 

 

○通常業務と区分ができない職員（アルバイト含む）に対する賃金は対象

外 

 

○通勤にかかる交通費には旅費と同様のルールを適用する 

 

 

○労働基準法等を順守した雇用

時間（一日８時間、週４０時間以

内）とすること 

 

○通勤費（交通費）は就業地まで

の経済的かつ合理的な経路での

交通費実費相当額とすること 

 

○会計報告にあたっては、業務

日誌、雇用契約書、給与規定、銀

行振り込み確認書類等の写し、

賃金台帳、領収書等を提出する

こと 

 

 

 

家賃 

 

助成事業専用家賃 

（ サ ロ ン ス ペ ー ス の 家

賃、共益費等） 

  

地代（月極駐車場代、助成

事業専用の農地） 

 

 

○敷金や保証金等の預かり金は対象外 

 

○団体事務所の家賃は、助成事業の事務処理を行う場合を含めて対象外。

ただし、支援対象者の直接処遇を行う場合であって、面積按分等により助

成事業専用家賃を明確に区分できる場合は対象 

 

 

 
光熱 

水費 

 

電気代、ガス代、水道代 

 

 

○助成事業専用場所の電気・ガス・水道代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品 

購入費 

 

 

 

 

 

 

就労支援等を行う場合の

電化製品 

シェルターや居場所設置

に必要な家具（エアコン・

洗濯機・冷蔵庫等設置に

伴う費用を含む）等 

 

 

○備品の定義は、原則として団体の規程に準ずることとするが、規程がな

い場合は、単価１０万円以上のものを備品とし、１０万円未満のものは消

耗品とすること 

 

○車両購入費は、原則として対象外 

 

○単価３０万円以上の備品購入については、賃借が可能な場合は原則とし

て賃借によることとし、購入した方が安価である場合のみ購入を認める

（購入する場合は、備品の必要性及び賃借で対応できない理由を「備品購

入理由書」に記入のうえ提出すること） 

 

 

 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○１品の取得価格が３０万円以

上の備品等を購入した場合は、

機構が指定するステッカーを貼

り、管理すること 

 

○予定価格が１６０万円超の場

合は指名競争入札、３００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

○定められた期間内に財産処分

等（売却、譲渡、交換等）を行う

場合は、あらかじめ機構の承認

が必要。また、財産処分等により

得た収入は、返還すること 

 

 

 

 

 

消耗 

品費 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費 

（コピー用紙、封筒、文房

具、インク･トナー代） 

燃料費（灯油等） 

食材費 

会議費 

非対面型活動整備へのデ

ジタルデバイス整備費用

（単価 10 万円以上の場合

は備品購入費で整理） 

衛生面徹底のための経費

（消毒液、マスク等） 

 

 

○助成事業にかかる必要な消耗品費 

 

○飲食店内での会食、アルコール代など、社会通念上、接待交際費にあた

るものは対象外 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○ガソリン代の場合は、旅費も

しくはアルバイト賃金（交通費）

に含めることも可 

 

 

借料 

損料 

 

 

リース・レンタル料 

コインパーキング代 

レンタカー代 

バス借り上げ料 

会場借料 

 

○自団体が所有する物件（会場等）及び物品の借料は原則対象外。ただし、

自団体にて貸会場等の事業を行っており、自団体が使用する場合でも一般

の利用者と同様に借料を支払う仕組みとなっている場合は対象 

 

○会場借料には、音響設備・機材等の使用料等を含む 

 

○予定価格が８０万円超の場合

は指名競争入札､１６０万円超

の場合は一般競争入札により業

者を選定すること。ただし、契約

の性質上、契約相手方が特定の

一者のみである場合等を除く 

 

 

別紙２ 助成対象経費と費用の考え方など 
 
ＷＡＭ助成事業にかかる支出は、①謝金、②旅費、③所費という３つの経費項目に分けられます。 
＜対象経費にかかる注意事項＞ 

 
○令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間内に、助成を受ける団体が助成事業を実施するために要した費用を対象と

します。 
○助成事業の専用経費であることを明確に区分できないものは対象になりません。 
○下記の注意事項及び各表の「助成対象経費としてのルール」欄や「留意事項」欄に記載のとおり、助成の対象とならない経費も

ありますのでご注意ください。また、審査の結果、認められない経費もあります。 
 
【契約にあたって】 

○取引業者の選定等について社会的に誤解を持たれることのないよう価格比較を行うなど適正な価格で契約してください。 
○複数年で契約するものは助成期間のみ対象とします。 
○契約を締結するにあたり、契約の相手方が自団体の役員、特に代表者など代表権を有するものである場合は、利益相反行為とな

るため、その場合は特別代理人の選任（団体により手続きが異なる）など適正な手続きを行ってください。 
 
【領収書等について】 

○助成対象経費は、原則として、金銭の受領者による領収書又は銀行振り込みの記録等により、金銭の内訳（費目名）・受領者・支
払者等が証明できるもののみを対象とします。 
○謝金・旅費等は、原則、個人宛てとすることとし、１人が複数人を代表して領収することは、実態が見えず不適切であるため、

助成対象外となります。 
 
【その他】 

○助成事業で支援する対象者に対して、助成金で金銭（金券を含む）を支払うことは禁止します。 
○不動産取得費・団体の運営経費（役員報酬、助成事業の直接経費として認められない団体事務所の家賃・光熱水費等）及び内部
振替のみで支出が確認できない経費は助成対象外となります。 

○謝金・賃金は、税法に基づき源泉徴収の対象となる場合が多いので注意してください（詳細は所轄の税務署に問い合わせてくだ
さい）。源泉徴収を行った場合には、証拠書類として、当該税金の納付書の写しを領収書等と併せて、団体にて保管してください。 
 

 ※ その他ご不明な点は、事前に機構へ照会してください。 
 

 

 

① 謝金 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

謝金 

 

 

 

 

委員会出席謝金 

講演会の講師謝金 

パネリスト謝金 

実習指導者謝金 

相談員謝金 

事例発表謝金 

ファシリテーター謝金 

その他謝金（イベント等

の手伝いへの謝金） 

 

○相手にとって本業でない一定の役務を依頼し

たときの謝礼であり、原則、個人へ支給するもの

が対象 

 

○助成金負担上限額 

 １人１日あたり１５，７００円 

ただし、外部の講師謝金に限り、３時間を超える

業務については、機構が認める場合に限り、４７，

１００円を上限とする（団体内部での勉強会等の

講師謝金は除く） 

※実際に支払った額が上限金額を超えない場合

は、実際に支払った額が対象 

 

○団体の役職員に対する謝金については、団体の

謝金規程において、支出根拠や金額・条件等が明

示されているものが対象 

 

 

○社会通念上の一般的な価格にすること 

 

○個人を対象に支払う場合であっても委任する事項を業

としている者（いわゆる個人事業者）には、謝金ではな

く、委託費等で処理すること 

 

○菓子折り（手土産等）､金券（地域通貨券含む）､物品な

どによる謝礼は対象外 

 

 
 

② 旅費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

交通費 

ガソリン代 

宿泊費 

 

○最も経済的かつ合理的な経路により移動した

場合の交通費（実費）が対象（電車のグリーン料

金や航空機等の特別料金は対象外） 

 

○海外渡航旅費については、海外からの講師等招

聘旅費であり、機構が特に必要と認める場合のみ

対象 

 

○タクシー代は、目的地まで公共交通機関がない

場合や移動が困難な方のみに例外的に認める 

 

○ガソリン代は、団体の旅費規程が定められてお

り、かつ１㎞の単価×㎞数に基づき、計算するこ

とを原則とする。 

 

 

○イベントなどで、個人あてに現金支給せず、団体がまと

めて乗車券等を購入した場合には、乗車券等を販売店が

発行した領収書で可とする 

 

○バスや電車の短距離区間の移動など、移動者が券売機

等で購入した場合、団体の旅費規程に基づく旅費を支払

ったうえで、移動者からの領収書(日時、区間、移動者の

印・サイン等を要する）を受け取り、保管すること 

 

○航空機を利用する場合で、あらかじめ日程が決まって

いる場合は、早割り等、極力安価なものを購入すること 
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③ 所費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

 

 

 

団体職員が助成事業に従

事した時間の賃金相当額 

（通勤交通費含む） 

 

アルバイト賃金 

（通勤交通費含む） 

 

 

○賃金雇用契約書（労働条件通知書）を必ず作成すること 

 

○賃金の計算は時給を基本とする 

 

○団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算により計

算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることができるもの

とする。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金額の５０％を

上限とする 

 

○役員についても上記条件を満たす場合に限り、対象。ただし、代表者・

副代表者及び監事の賃金は、原則対象外 

 

○役員報酬は賃金と扱わない 

 

○通常業務と区分ができない職員（アルバイト含む）に対する賃金は対象

外 

 

○通勤にかかる交通費には旅費と同様のルールを適用する 

 

 

○労働基準法等を順守した雇用

時間（一日８時間、週４０時間以

内）とすること 

 

○通勤費（交通費）は就業地まで

の経済的かつ合理的な経路での

交通費実費相当額とすること 

 

○会計報告にあたっては、業務

日誌、雇用契約書、給与規定、銀

行振り込み確認書類等の写し、

賃金台帳、領収書等を提出する

こと 

 

 

 

家賃 

 

助成事業専用家賃 

（ サ ロ ン ス ペ ー ス の 家

賃、共益費等） 

  

地代（月極駐車場代、助成

事業専用の農地） 

 

 

○敷金や保証金等の預かり金は対象外 

 

○団体事務所の家賃は、助成事業の事務処理を行う場合を含めて対象外。

ただし、支援対象者の直接処遇を行う場合であって、面積按分等により助

成事業専用家賃を明確に区分できる場合は対象 

 

 

 
光熱 

水費 

 

電気代、ガス代、水道代 

 

 

○助成事業専用場所の電気・ガス・水道代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品 

購入費 

 

 

 

 

 

 

就労支援等を行う場合の

電化製品 

シェルターや居場所設置

に必要な家具（エアコン・

洗濯機・冷蔵庫等設置に

伴う費用を含む）等 

 

 

○備品の定義は、原則として団体の規程に準ずることとするが、規程がな

い場合は、単価１０万円以上のものを備品とし、１０万円未満のものは消

耗品とすること 

 

○車両購入費は、原則として対象外 

 

○単価３０万円以上の備品購入については、賃借が可能な場合は原則とし

て賃借によることとし、購入した方が安価である場合のみ購入を認める

（購入する場合は、備品の必要性及び賃借で対応できない理由を「備品購

入理由書」に記入のうえ提出すること） 

 

 

 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○１品の取得価格が３０万円以

上の備品等を購入した場合は、

機構が指定するステッカーを貼

り、管理すること 

 

○予定価格が１６０万円超の場

合は指名競争入札、３００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

○定められた期間内に財産処分

等（売却、譲渡、交換等）を行う

場合は、あらかじめ機構の承認

が必要。また、財産処分等により

得た収入は、返還すること 

 

 

 

 

 

消耗 

品費 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費 

（コピー用紙、封筒、文房

具、インク･トナー代） 

燃料費（灯油等） 

食材費 

会議費 

非対面型活動整備へのデ

ジタルデバイス整備費用

（単価 10 万円以上の場合

は備品購入費で整理） 

衛生面徹底のための経費

（消毒液、マスク等） 

 

 

○助成事業にかかる必要な消耗品費 

 

○飲食店内での会食、アルコール代など、社会通念上、接待交際費にあた

るものは対象外 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○ガソリン代の場合は、旅費も

しくはアルバイト賃金（交通費）

に含めることも可 

 

 

借料 

損料 

 

 

リース・レンタル料 

コインパーキング代 

レンタカー代 

バス借り上げ料 

会場借料 

 

○自団体が所有する物件（会場等）及び物品の借料は原則対象外。ただし、

自団体にて貸会場等の事業を行っており、自団体が使用する場合でも一般

の利用者と同様に借料を支払う仕組みとなっている場合は対象 

 

○会場借料には、音響設備・機材等の使用料等を含む 

 

○予定価格が８０万円超の場合

は指名競争入札､１６０万円超

の場合は一般競争入札により業

者を選定すること。ただし、契約

の性質上、契約相手方が特定の

一者のみである場合等を除く 

 

 

③ 所費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

 

 

 

団体職員が助成事業に従

事した時間の賃金相当額 

（通勤交通費含む） 

 

アルバイト賃金 

（通勤交通費含む） 

 

 

○賃金雇用契約書（労働条件通知書）を必ず作成すること 

 

○賃金の計算は時給を基本とする 

 

○団体の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算により計

算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経費に含めることができるもの

とする。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金額の５０％を

上限とする 

 

○役員についても上記条件を満たす場合に限り、対象。ただし、代表者・

副代表者及び監事の賃金は、原則対象外 

 

○役員報酬は賃金と扱わない 

 

○通常業務と区分ができない職員（アルバイト含む）に対する賃金は対象

外 

 

○通勤にかかる交通費には旅費と同様のルールを適用する 

 

 

○労働基準法等を順守した雇用

時間（一日８時間、週４０時間以

内）とすること 

 

○通勤費（交通費）は就業地まで

の経済的かつ合理的な経路での

交通費実費相当額とすること 

 

○会計報告にあたっては、業務

日誌、雇用契約書、給与規定、銀

行振り込み確認書類等の写し、

賃金台帳、領収書等を提出する

こと 

 

 

 

家賃 

 

助成事業専用家賃 

（ サ ロ ン ス ペ ー ス の 家

賃、共益費等） 

  

地代（月極駐車場代、助成

事業専用の農地） 

 

 

○敷金や保証金等の預かり金は対象外 

 

○団体事務所の家賃は、助成事業の事務処理を行う場合を含めて対象外。

ただし、支援対象者の直接処遇を行う場合であって、面積按分等により助

成事業専用家賃を明確に区分できる場合は対象 

 

 

 
光熱 

水費 

 

電気代、ガス代、水道代 

 

 

○助成事業専用場所の電気・ガス・水道代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品 

購入費 

 

 

 

 

 

 

就労支援等を行う場合の

電化製品 

シェルターや居場所設置

に必要な家具（エアコン・

洗濯機・冷蔵庫等設置に

伴う費用を含む）等 

 

 

○備品の定義は、原則として団体の規程に準ずることとするが、規程がな

い場合は、単価１０万円以上のものを備品とし、１０万円未満のものは消

耗品とすること 

 

○車両購入費は、原則として対象外 

 

○単価３０万円以上の備品購入については、賃借が可能な場合は原則とし

て賃借によることとし、購入した方が安価である場合のみ購入を認める

（購入する場合は、備品の必要性及び賃借で対応できない理由を「備品購

入理由書」に記入のうえ提出すること） 

 

 

 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○１品の取得価格が３０万円以

上の備品等を購入した場合は、

機構が指定するステッカーを貼

り、管理すること 

 

○予定価格が１６０万円超の場

合は指名競争入札、３００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

○定められた期間内に財産処分

等（売却、譲渡、交換等）を行う

場合は、あらかじめ機構の承認

が必要。また、財産処分等により

得た収入は、返還すること 

 

 

 

 

 

消耗 

品費 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費 

（コピー用紙、封筒、文房

具、インク･トナー代） 

燃料費（灯油等） 

食材費 

会議費 

非対面型活動整備へのデ

ジタルデバイス整備費用

（単価 10 万円以上の場合

は備品購入費で整理） 

衛生面徹底のための経費

（消毒液、マスク等） 

 

 

○助成事業にかかる必要な消耗品費 

 

○飲食店内での会食、アルコール代など、社会通念上、接待交際費にあた

るものは対象外 

 

○社会通念上の一般的な価格に

すること 

 

○ガソリン代の場合は、旅費も

しくはアルバイト賃金（交通費）

に含めることも可 

 

 

借料 

損料 

 

 

リース・レンタル料 

コインパーキング代 

レンタカー代 

バス借り上げ料 

会場借料 

 

○自団体が所有する物件（会場等）及び物品の借料は原則対象外。ただし、

自団体にて貸会場等の事業を行っており、自団体が使用する場合でも一般

の利用者と同様に借料を支払う仕組みとなっている場合は対象 

 

○会場借料には、音響設備・機材等の使用料等を含む 

 

○予定価格が８０万円超の場合

は指名競争入札､１６０万円超

の場合は一般競争入札により業

者を選定すること。ただし、契約

の性質上、契約相手方が特定の

一者のみである場合等を除く 

 

 

別紙２ 助成対象経費と費用の考え方など 
 
ＷＡＭ助成事業にかかる支出は、①謝金、②旅費、③所費という３つの経費項目に分けられます。 
＜対象経費にかかる注意事項＞ 

 
○令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間内に、助成を受ける団体が助成事業を実施するために要した費用を対象と

します。 
○助成事業の専用経費であることを明確に区分できないものは対象になりません。 
○下記の注意事項及び各表の「助成対象経費としてのルール」欄や「留意事項」欄に記載のとおり、助成の対象とならない経費も

ありますのでご注意ください。また、審査の結果、認められない経費もあります。 
 
【契約にあたって】 

○取引業者の選定等について社会的に誤解を持たれることのないよう価格比較を行うなど適正な価格で契約してください。 
○複数年で契約するものは助成期間のみ対象とします。 
○契約を締結するにあたり、契約の相手方が自団体の役員、特に代表者など代表権を有するものである場合は、利益相反行為とな

るため、その場合は特別代理人の選任（団体により手続きが異なる）など適正な手続きを行ってください。 
 
【領収書等について】 

○助成対象経費は、原則として、金銭の受領者による領収書又は銀行振り込みの記録等により、金銭の内訳（費目名）・受領者・支
払者等が証明できるもののみを対象とします。 
○謝金・旅費等は、原則、個人宛てとすることとし、１人が複数人を代表して領収することは、実態が見えず不適切であるため、

助成対象外となります。 
 
【その他】 

○助成事業で支援する対象者に対して、助成金で金銭（金券を含む）を支払うことは禁止します。 
○不動産取得費・団体の運営経費（役員報酬、助成事業の直接経費として認められない団体事務所の家賃・光熱水費等）及び内部
振替のみで支出が確認できない経費は助成対象外となります。 

○謝金・賃金は、税法に基づき源泉徴収の対象となる場合が多いので注意してください（詳細は所轄の税務署に問い合わせてくだ
さい）。源泉徴収を行った場合には、証拠書類として、当該税金の納付書の写しを領収書等と併せて、団体にて保管してください。 
 

 ※ その他ご不明な点は、事前に機構へ照会してください。 
 

 

 

① 謝金 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

謝金 

 

 

 

 

委員会出席謝金 

講演会の講師謝金 

パネリスト謝金 

実習指導者謝金 

相談員謝金 

事例発表謝金 

ファシリテーター謝金 

その他謝金（イベント等

の手伝いへの謝金） 

 

○相手にとって本業でない一定の役務を依頼し

たときの謝礼であり、原則、個人へ支給するもの

が対象 

 

○助成金負担上限額 

 １人１日あたり１５，７００円 

ただし、外部の講師謝金に限り、３時間を超える

業務については、機構が認める場合に限り、４７，

１００円を上限とする（団体内部での勉強会等の

講師謝金は除く） 

※実際に支払った額が上限金額を超えない場合

は、実際に支払った額が対象 

 

○団体の役職員に対する謝金については、団体の

謝金規程において、支出根拠や金額・条件等が明

示されているものが対象 

 

 

○社会通念上の一般的な価格にすること 

 

○個人を対象に支払う場合であっても委任する事項を業

としている者（いわゆる個人事業者）には、謝金ではな

く、委託費等で処理すること 

 

○菓子折り（手土産等）､金券（地域通貨券含む）､物品な

どによる謝礼は対象外 

 

 
 

② 旅費 
費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

交通費 

ガソリン代 

宿泊費 

 

○最も経済的かつ合理的な経路により移動した

場合の交通費（実費）が対象（電車のグリーン料

金や航空機等の特別料金は対象外） 

 

○海外渡航旅費については、海外からの講師等招

聘旅費であり、機構が特に必要と認める場合のみ

対象 

 

○タクシー代は、目的地まで公共交通機関がない

場合や移動が困難な方のみに例外的に認める 

 

○ガソリン代は、団体の旅費規程が定められてお

り、かつ１㎞の単価×㎞数に基づき、計算するこ

とを原則とする。 

 

 

○イベントなどで、個人あてに現金支給せず、団体がまと

めて乗車券等を購入した場合には、乗車券等を販売店が

発行した領収書で可とする 

 

○バスや電車の短距離区間の移動など、移動者が券売機

等で購入した場合、団体の旅費規程に基づく旅費を支払

ったうえで、移動者からの領収書(日時、区間、移動者の

印・サイン等を要する）を受け取り、保管すること 

 

○航空機を利用する場合で、あらかじめ日程が決まって

いる場合は、早割り等、極力安価なものを購入すること 

 

第
５
章　

関
係
規
程
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○独立行政法人福祉医療機構助成要綱 

 

(平成 22年 4月 1日規程第 1号) 

  
 

最終改正：令和 6年 2月 26日 
 

 

第 1章 総則 

(通則) 

第 1条 独立行政法人福祉医療機構業務方法書第 34条の規定に基づき、この要綱を定める。 

(目的) 

第 2条 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)の助成は、毎年度国から示される社会福祉

振興助成事業実施要綱等に基づき、独立行政法人福祉医療機構法第 12条第 1項第 7号に規定する社会

福祉振興事業を行う者(以下「社会福祉振興事業者」という。)に対し、助成を行うことによって、社

会福祉の振興を図ることを目的とする。 

(助成対象事業) 

第 3条 助成対象事業は、社会福祉振興事業であって、次に掲げる事業とする。 

(1) 地域連携活動支援事業 

地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の

対象外のニーズ、その他地域の様々な福祉ニーズに対応した地域に密着した事業(同一都道府県内) 

(2) 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互に

ノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは

充実させる事業 

(3) 未来応援ネットワーク事業 

こどもの未来応援基金を活用して子供の貧困対策に資すると認められる活動を行う特定非営利活

動法人等への交付を行う事業 

(助成対象者) 

第 4条 この助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条各号に掲げる事業を行う社会

福祉振興事業者のうち、次に掲げる者とする。ただし、過去において、法令等に違反する等の不正行

為を行い、不正を行った年度の翌年度以降 5年間を経過していない者及び第 26条の規定に該当する者

を除く。 

(1) 事業を遂行するに十分な能力を有する者であること。 

(2) 特定の団体の利益を図るような運営を行わない者であること。 

(3) 次の反社会的勢力のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

イ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

ウ 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

エ 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力

的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行

うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。（以下、「準構

成員」という。） 

オ 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力

団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に

積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力

団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。 

 

 

費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

印刷 

製本費 

 

 

 

コピー代 

チラシ等の印刷費 

報告書印刷費 

 

 

○助成事業で作成する成果物には、機構の指定のとおり助成の成果である

表示をいれること 

 

 

○予定価格が２５０万円超の場

合は指名競争入札､５００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

通信 

運搬費 

 

 

 

郵便・宅配料 

通信料 

 

 

 

○助成事業専用として使用する電話、ファクシミリ、インターネット利

用料等 

 

○自団体が車両で配達等を行う場合のガソリン代は旅費とすること  

 

 

 

 

 

委託費 

 

 

調査・集計・分析 

シンポジウム等をイベン

ト会社に依頼する経費 

システム開発費 

外部評価 等 

 

 

○総事業費に対する外部委託の割合が５０％以上の場合、助成事業の対象

外 

 

○業務委託契約書（内訳明細書を含む）を作成するものが対象 

 

○企画・立案や全体管理等の主要部分を委託するものは助成事業の対象外  

 

 

○予定価格が１００万円超の場

合は指名競争入札､２００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

 

雑役 

務費 

 

 

雑役務費 

（手話通訳、翻訳、要約筆

記、託児料、原稿料） 

手数料（振込手数料） 

 

○収入印紙、印鑑証明書、行政機関との手続きに必要な経費は対象外 

 

○備品購入に伴う設置費用が、備品購入費と別の名目であった場合は、雑

役務費で対象 

 

○雑役務費は専門機関などに依

頼する料金で、一定の料金体系

があることを目安とする（委託

費で対応する場合を除く） 

 

○振込手数料は、各費目に算入

しても可 

 

 

 

保険料 

 

賠償責任保険料 

傷害保険料 

（ボランティア保険等） 

 

 

○団体所有の動産・不動産にかかる保険料、生命保険料は対象外 

 

○契約が複数年にわたる場合

は、助成期間分の分割払いが可

能な場合のみ対象とする 

 

 

 

修繕費 

 

 

 

助成事業専用建物等の修

繕費 

 

 

○修理や改良などの金額が 1 契約あたり２０万円未満（税込み）のものが

対象（別紙「修繕費内訳」に記入のうえ提出すること） 

 

○対象経費の範囲は６０万円未満（税込み）とすること  
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第 1章 総則 

(通則) 

第 1条 独立行政法人福祉医療機構業務方法書第 34条の規定に基づき、この要綱を定める。 

(目的) 

第 2条 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)の助成は、毎年度国から示される社会福祉

振興助成事業実施要綱等に基づき、独立行政法人福祉医療機構法第 12条第 1項第 7号に規定する社会

福祉振興事業を行う者(以下「社会福祉振興事業者」という。)に対し、助成を行うことによって、社

会福祉の振興を図ることを目的とする。 

(助成対象事業) 

第 3条 助成対象事業は、社会福祉振興事業であって、次に掲げる事業とする。 

(1) 地域連携活動支援事業 

地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の

対象外のニーズ、その他地域の様々な福祉ニーズに対応した地域に密着した事業(同一都道府県内) 

(2) 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互に

ノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは

充実させる事業 

(3) 未来応援ネットワーク事業 

こどもの未来応援基金を活用して子供の貧困対策に資すると認められる活動を行う特定非営利活

動法人等への交付を行う事業 

(助成対象者) 

第 4条 この助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条各号に掲げる事業を行う社会

福祉振興事業者のうち、次に掲げる者とする。ただし、過去において、法令等に違反する等の不正行

為を行い、不正を行った年度の翌年度以降 5年間を経過していない者及び第 26条の規定に該当する者

を除く。 

(1) 事業を遂行するに十分な能力を有する者であること。 

(2) 特定の団体の利益を図るような運営を行わない者であること。 

(3) 次の反社会的勢力のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

イ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

ウ 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

エ 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力

的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行

うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。（以下、「準構

成員」という。） 

オ 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力

団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に

積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力

団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。 

○独立行政法人福祉医療機構助成要綱 

 

(平成 22年 4月 1日規程第 1号) 

  
 

最終改正：令和 6年 2月 26日 
 

 

第 1章 総則 

(通則) 

第 1条 独立行政法人福祉医療機構業務方法書第 34条の規定に基づき、この要綱を定める。 

(目的) 

第 2条 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)の助成は、毎年度国から示される社会福祉

振興助成事業実施要綱等に基づき、独立行政法人福祉医療機構法第 12条第 1項第 7号に規定する社会

福祉振興事業を行う者(以下「社会福祉振興事業者」という。)に対し、助成を行うことによって、社

会福祉の振興を図ることを目的とする。 

(助成対象事業) 

第 3条 助成対象事業は、社会福祉振興事業であって、次に掲げる事業とする。 

(1) 地域連携活動支援事業 

地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の

対象外のニーズ、その他地域の様々な福祉ニーズに対応した地域に密着した事業(同一都道府県内) 

(2) 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互に

ノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは

充実させる事業 

(3) 未来応援ネットワーク事業 

こどもの未来応援基金を活用して子供の貧困対策に資すると認められる活動を行う特定非営利活

動法人等への交付を行う事業 

(助成対象者) 

第 4条 この助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条各号に掲げる事業を行う社会

福祉振興事業者のうち、次に掲げる者とする。ただし、過去において、法令等に違反する等の不正行

為を行い、不正を行った年度の翌年度以降 5年間を経過していない者及び第 26条の規定に該当する者

を除く。 

(1) 事業を遂行するに十分な能力を有する者であること。 

(2) 特定の団体の利益を図るような運営を行わない者であること。 

(3) 次の反社会的勢力のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

イ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

ウ 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

エ 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力

的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行

うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。（以下、「準構

成員」という。） 

オ 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力

団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に

積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力

団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。 

 

 

費目 経費の例 助成対象経費としてのルール 留意事項 

 

 

印刷 

製本費 

 

 

 

コピー代 

チラシ等の印刷費 

報告書印刷費 

 

 

○助成事業で作成する成果物には、機構の指定のとおり助成の成果である

表示をいれること 

 

 

○予定価格が２５０万円超の場

合は指名競争入札､５００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

通信 

運搬費 

 

 

 

郵便・宅配料 

通信料 

 

 

 

○助成事業専用として使用する電話、ファクシミリ、インターネット利

用料等 

 

○自団体が車両で配達等を行う場合のガソリン代は旅費とすること  

 

 

 

 

 

委託費 

 

 

調査・集計・分析 

シンポジウム等をイベン

ト会社に依頼する経費 

システム開発費 

外部評価 等 

 

 

○総事業費に対する外部委託の割合が５０％以上の場合、助成事業の対象

外 

 

○業務委託契約書（内訳明細書を含む）を作成するものが対象 

 

○企画・立案や全体管理等の主要部分を委託するものは助成事業の対象外  

 

 

○予定価格が１００万円超の場

合は指名競争入札､２００万円

超の場合は一般競争入札により

業者を選定すること。ただし、契

約の性質上、契約相手方が特定

の一者のみである場合等を除く 

 

 

 

 

雑役 

務費 

 

 

雑役務費 

（手話通訳、翻訳、要約筆

記、託児料、原稿料） 

手数料（振込手数料） 

 

○収入印紙、印鑑証明書、行政機関との手続きに必要な経費は対象外 

 

○備品購入に伴う設置費用が、備品購入費と別の名目であった場合は、雑

役務費で対象 

 

○雑役務費は専門機関などに依

頼する料金で、一定の料金体系

があることを目安とする（委託

費で対応する場合を除く） 

 

○振込手数料は、各費目に算入

しても可 

 

 

 

保険料 

 

賠償責任保険料 

傷害保険料 

（ボランティア保険等） 

 

 

○団体所有の動産・不動産にかかる保険料、生命保険料は対象外 

 

○契約が複数年にわたる場合

は、助成期間分の分割払いが可

能な場合のみ対象とする 

 

 

 

修繕費 

 

 

 

助成事業専用建物等の修

繕費 

 

 

○修理や改良などの金額が 1 契約あたり２０万円未満（税込み）のものが

対象（別紙「修繕費内訳」に記入のうえ提出すること） 

 

○対象経費の範囲は６０万円未満（税込み）とすること  

 

 

 

 

 

第
５
章　

関
係
規
程
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(1) 助成事業の内容又は助成金所要額を変更しようとするときは、機構の承認を受けなければならな

い。 

(2) 助成事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければな

らない。ただし、助成事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、別

に定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約をすることができる。 

(3) 助成事業を中止又は廃止するときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。 

(4) 助成事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成事業の遂行が困難になったときは、速やかに

機構の指示を受けなければならない。 

(5) 助成金を受けて取得し、又は効用の増加した機械及び器具等について、機構が別に定める期間を

経過するまで、助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は改廃し

ようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。 

(6) 機構の承認を受けて、前号に定める機械及び器具を処分することにより収入があったときは、そ

の収入の全部又は一部を機構に返還させることがある。 

(7) 助成金を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(8) 助成金については、助成事業以外の用途に使用してはならない。 

(9) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得することによって相当の収益が生ずると認められたときは、

助成金の全部又は一部に相当する額を機構に納付させることがある。 

(10) 団体の住所、名称又は代表者を変更したときは、速やかに機構に届け出なければならない。 

(11) 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託(総事業費に占める外部委託の割合が 50％以上)す

る事業及び第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費に占める交付資金の割

合が 50％以上)を占める事業は、助成対象としない。 

(12) 助成事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額（以下「仕入控除税額」という。）が確定した場合（仕入控除税額が 0円の場合を

含む。）は、助成事業実施事業年度の翌々事業年度 4 月 30 日までに機構に報告しなければならない。

ただし、第 3条第 3号に掲げる事業に対する助成にあっては、この限りではない。 

(13) 機構に前号の報告があったときは、仕入控除税額の全部を返還させることとする。 

(助成の申請) 

第 11条 助成対象者は、この助成の申請を行うときは、機構が指定する日までに、申請書兼請求書(様

式 1)を機構に提出しなければならない。 

(助成の変更申請) 

第 12条 助成対象者は、第 10条第 1号の規定による助成事業の内容等の変更の承認を受けようとする

ときは、変更申請書兼請求書(様式 2)を機構に提出しなければならない。 

(助成の決定) 

第 13条 機構は、申請書兼請求書又は変更申請書兼請求書の提出があったときは、当該申請に係る書類

の審査及び必要に応じて調査を行い、助成の決定又は変更の決定を行い、その旨を助成対象者に対し

通知するものとする。 

2 機構は、前項の助成の決定又は変更の決定を公表することができる。 

(助成の辞退) 

第 14条 助成対象者は、助成の決定又は変更の決定を受けた後に、助成を辞退しようとするときは、そ

の旨を機構に届け出なければならない。 

(進捗状況報告等) 

第 15条 機構は、助成対象者から事業の進捗状況を報告させ、又は助成対象者に対して指導及び調査を

行うことができるものとする。 

カ 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお

それがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 

キ 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を

求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 

ク 特殊知能暴力集団等 アからキに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、そ

の威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又

は個人をいう。 

ケ アからクまでのいずれかに該当する者及びその他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」とい

う。）が経営を支配していると認められる関係を有する集団又は個人 

コ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する集団又は個人 

サ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす

るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する集団又は個人 

シ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる

関係を有する集団又は個人 

ス 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

集団又は個人 

セ 暴力的な要求行為がある集団又は個人 

ソ 法的な責任を超えた不当な要求行為がある集団又は個人 

タ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為がある集団又は個人 

チ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて機構の信用を毀損し、又は機構の業務を妨害する

行為がある集団又は個人 

ツ セからチに準ずる集団又は個人 

(助成対象経費) 

第 5条 この助成の対象となる経費は、助成対象者が第 3条第 1号及び第 2号に掲げる事業を行うため

の経費(諸謝金、旅費、借料損料等)であって、機構が別に定める範囲内とする。なお、第 3条第 3号

に掲げる事業を行うための経費については、当該事業に必要な経費とする。 

(助成限度額) 

第 6 条 助成対象事業のうち第 3 条第 1 号及び第 2 号に掲げる事業の助成限度額は、次のとおりとする。

ただし、一事業で 50万円に満たない場合は、助成の対象としないものとする。 

(1) 地域連携活動支援事業 700万円 

(2) 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 900万円 

2 特段の必要がある場合は、前項に規定する助成限度額を超えて、助成することができるものとする。 

(助成対象事業の実施期間) 

第 7条 この助成金を受けて行う事業(以下「助成事業」という。)は、当該事業年度内に終了するもの

とする。 

第 2章 助成の要望等 

(助成の要望等) 

第 8条 この助成の要望、選定については別に定めるところにより行うものとする。 

第 3章 助成金額の算定等 

(助成金額の算定) 

第 9条 助成金額は、助成事業を実施するための経費の合計額(以下「総事業費」という。)から同事業

に係る寄付金その他の収入額を控除した額の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる

ものとする。 

(助成の条件) 

第 10条 この助成の決定については、次の条件を付すものとする。 
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(1) 助成事業の内容又は助成金所要額を変更しようとするときは、機構の承認を受けなければならな

い。 

(2) 助成事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければな

らない。ただし、助成事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、別

に定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約をすることができる。 

(3) 助成事業を中止又は廃止するときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。 

(4) 助成事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成事業の遂行が困難になったときは、速やかに

機構の指示を受けなければならない。 

(5) 助成金を受けて取得し、又は効用の増加した機械及び器具等について、機構が別に定める期間を

経過するまで、助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は改廃し

ようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。 

(6) 機構の承認を受けて、前号に定める機械及び器具を処分することにより収入があったときは、そ

の収入の全部又は一部を機構に返還させることがある。 

(7) 助成金を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(8) 助成金については、助成事業以外の用途に使用してはならない。 

(9) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得することによって相当の収益が生ずると認められたときは、

助成金の全部又は一部に相当する額を機構に納付させることがある。 

(10) 団体の住所、名称又は代表者を変更したときは、速やかに機構に届け出なければならない。 

(11) 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託(総事業費に占める外部委託の割合が 50％以上)す

る事業及び第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費に占める交付資金の割

合が 50％以上)を占める事業は、助成対象としない。 

(12) 助成事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額（以下「仕入控除税額」という。）が確定した場合（仕入控除税額が 0円の場合を

含む。）は、助成事業実施事業年度の翌々事業年度 4 月 30 日までに機構に報告しなければならない。

ただし、第 3条第 3号に掲げる事業に対する助成にあっては、この限りではない。 

(13) 機構に前号の報告があったときは、仕入控除税額の全部を返還させることとする。 

(助成の申請) 

第 11条 助成対象者は、この助成の申請を行うときは、機構が指定する日までに、申請書兼請求書(様

式 1)を機構に提出しなければならない。 

(助成の変更申請) 

第 12条 助成対象者は、第 10条第 1号の規定による助成事業の内容等の変更の承認を受けようとする

ときは、変更申請書兼請求書(様式 2)を機構に提出しなければならない。 

(助成の決定) 

第 13条 機構は、申請書兼請求書又は変更申請書兼請求書の提出があったときは、当該申請に係る書類

の審査及び必要に応じて調査を行い、助成の決定又は変更の決定を行い、その旨を助成対象者に対し

通知するものとする。 

2 機構は、前項の助成の決定又は変更の決定を公表することができる。 

(助成の辞退) 

第 14条 助成対象者は、助成の決定又は変更の決定を受けた後に、助成を辞退しようとするときは、そ

の旨を機構に届け出なければならない。 

(進捗状況報告等) 

第 15条 機構は、助成対象者から事業の進捗状況を報告させ、又は助成対象者に対して指導及び調査を

行うことができるものとする。 

(1) 助成事業の内容又は助成金所要額を変更しようとするときは、機構の承認を受けなければならな

い。 

(2) 助成事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければな

らない。ただし、助成事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、別

に定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約をすることができる。 

(3) 助成事業を中止又は廃止するときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。 

(4) 助成事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成事業の遂行が困難になったときは、速やかに

機構の指示を受けなければならない。 

(5) 助成金を受けて取得し、又は効用の増加した機械及び器具等について、機構が別に定める期間を

経過するまで、助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は改廃し

ようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。 

(6) 機構の承認を受けて、前号に定める機械及び器具を処分することにより収入があったときは、そ

の収入の全部又は一部を機構に返還させることがある。 

(7) 助成金を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(8) 助成金については、助成事業以外の用途に使用してはならない。 

(9) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得することによって相当の収益が生ずると認められたときは、

助成金の全部又は一部に相当する額を機構に納付させることがある。 

(10) 団体の住所、名称又は代表者を変更したときは、速やかに機構に届け出なければならない。 

(11) 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託(総事業費に占める外部委託の割合が 50％以上)す

る事業及び第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費に占める交付資金の割

合が 50％以上)を占める事業は、助成対象としない。 

(12) 助成事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額（以下「仕入控除税額」という。）が確定した場合（仕入控除税額が 0円の場合を

含む。）は、助成事業実施事業年度の翌々事業年度 4 月 30 日までに機構に報告しなければならない。

ただし、第 3条第 3号に掲げる事業に対する助成にあっては、この限りではない。 

(13) 機構に前号の報告があったときは、仕入控除税額の全部を返還させることとする。 

(助成の申請) 

第 11条 助成対象者は、この助成の申請を行うときは、機構が指定する日までに、申請書兼請求書(様

式 1)を機構に提出しなければならない。 

(助成の変更申請) 

第 12条 助成対象者は、第 10条第 1号の規定による助成事業の内容等の変更の承認を受けようとする

ときは、変更申請書兼請求書(様式 2)を機構に提出しなければならない。 

(助成の決定) 

第 13条 機構は、申請書兼請求書又は変更申請書兼請求書の提出があったときは、当該申請に係る書類

の審査及び必要に応じて調査を行い、助成の決定又は変更の決定を行い、その旨を助成対象者に対し

通知するものとする。 

2 機構は、前項の助成の決定又は変更の決定を公表することができる。 

(助成の辞退) 

第 14条 助成対象者は、助成の決定又は変更の決定を受けた後に、助成を辞退しようとするときは、そ

の旨を機構に届け出なければならない。 

(進捗状況報告等) 

第 15条 機構は、助成対象者から事業の進捗状況を報告させ、又は助成対象者に対して指導及び調査を

行うことができるものとする。 

カ 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお

それがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 

キ 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を

求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。 

ク 特殊知能暴力集団等 アからキに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、そ

の威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又

は個人をいう。 

ケ アからクまでのいずれかに該当する者及びその他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」とい

う。）が経営を支配していると認められる関係を有する集団又は個人 

コ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する集団又は個人 

サ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす

るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する集団又は個人 

シ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる

関係を有する集団又は個人 

ス 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

集団又は個人 

セ 暴力的な要求行為がある集団又は個人 

ソ 法的な責任を超えた不当な要求行為がある集団又は個人 

タ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為がある集団又は個人 

チ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて機構の信用を毀損し、又は機構の業務を妨害する

行為がある集団又は個人 

ツ セからチに準ずる集団又は個人 

(助成対象経費) 

第 5条 この助成の対象となる経費は、助成対象者が第 3条第 1号及び第 2号に掲げる事業を行うため

の経費(諸謝金、旅費、借料損料等)であって、機構が別に定める範囲内とする。なお、第 3条第 3号

に掲げる事業を行うための経費については、当該事業に必要な経費とする。 

(助成限度額) 

第 6 条 助成対象事業のうち第 3 条第 1 号及び第 2 号に掲げる事業の助成限度額は、次のとおりとする。

ただし、一事業で 50万円に満たない場合は、助成の対象としないものとする。 

(1) 地域連携活動支援事業 700万円 

(2) 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 900万円 

2 特段の必要がある場合は、前項に規定する助成限度額を超えて、助成することができるものとする。 

(助成対象事業の実施期間) 

第 7条 この助成金を受けて行う事業(以下「助成事業」という。)は、当該事業年度内に終了するもの

とする。 

第 2章 助成の要望等 

(助成の要望等) 

第 8条 この助成の要望、選定については別に定めるところにより行うものとする。 

第 3章 助成金額の算定等 

(助成金額の算定) 

第 9条 助成金額は、助成事業を実施するための経費の合計額(以下「総事業費」という。)から同事業

に係る寄付金その他の収入額を控除した額の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる

ものとする。 

(助成の条件) 

第 10条 この助成の決定については、次の条件を付すものとする。 

第
５
章　

関
係
規
程
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第 24条 助成対象者は、助成事業の成果に関して特許権、実用新案権又は意匠権を取得したときは、速

やかにその旨を機構に届け出なければならない。 

第 7章 助成金の返還等 

(助成の決定の取消し) 

第 25条 機構は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部

の助成の決定を取り消すことができるものとする。 

(1) 虚偽又は不正の手段若しくは事実と異なる申請により助成の決定を受けたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) 第 4条第 3号に規定する反社会的勢力に該当する者であることが判明したとき。 

(4) 第 14条の助成の辞退に係る書類の提出があったとき。 

(5) 助成事業を中止又は廃止したとき。 

(6) 第 15条の規定による調査等について、特別の理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

(7) 第 16条の規定による機構への事業完了報告書、事業実績及び自己評価書の提出が遅延したとき。 

(8) 第 16条及び第 17条の規定による調査等又は第 21条の規定による監査について、特別の理由な

く、拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

(9) 助成の決定又は変更の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(10) その他法令及びこの独立行政法人福祉医療機構助成要綱(以下「助成要綱」という。)に違反し

たと認められたとき。 

(11) 助成の決定後生じた事情の変更等により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

たとき。 

2 前項の規定は、助成金額の確定後においても適用する。 

3 前 2項の規定により取り消しをしたときは、助成金を返還する期限その他必要な事項を通知するもの

とする。 

(助成の決定を取消した者への応募停止等) 

第 26条 機構は、前条(第 1項第 3号、4号及び第 11号に該当する場合を除く。)の規定により助成の決

定を取消したときは、助成を取り消した年度の翌年度以降 5年間、助成の決定を取り消した者からの

助成の要望を受け付けないものとする。 

2 機構は、前条第 1項第 3号の規定により助成の決定を取消したときは、助成を取り消した年度の翌年

度以降、同号の規定により助成の決定を取り消した者からの助成の要望を受け付けないものとする。 

(助成金の返還) 

第 27条 機構は、第 13条、第 15条第 2項又は第 25条の規定により助成金額を変更若しくは取り消し

た場合又は第 17条の規定により助成金額を確定した場合において、既にその助成金額を超える助成金

が支払われているときは、その全部又は一部を、機構が指定した期日(以下「指定期日」という。)ま

でに返還させるものとする。 

2 機構は、前項の返還（第 25条第 1項第 1号及び第 3号により助成金額を取り消した場合に伴うもの

を除く。）に係る場合において、機構が別に定めるやむを得ない事情があると認めたときは、指定期

日を延長し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。 

(加算金及び延滞金) 

第 28条 助成対象者は、第 25条第 1項(第 4号及び第 11号に該当する場合を除く。)及び第 2項により

助成金の決定の取り消しを受け、前条による返還を求められたときは、その請求に係る助成金を受領

した日から指定口座に入金した日までの日数に応じて、当該返還金の額(その一部を入金した場合にお

けるその後の期間については、当該入金額を控除した額)につき年 10.95％の割合で計算した加算金を

機構に支払わなければならない。 

2 機構は、指導及び調査の結果、第 10条第 1号の規定による助成事業の内容等の変更が認められたと

きは、助成対象者から変更申請書兼請求書を提出させ、助成の変更の決定を行うことができる。 

(事業完了報告等) 

第 16条 助成対象者は、助成事業の完了した日から起算して 1月を経過する日又は助成事業実施事業年

度の翌事業年度 4月 30日のいずれか早い日までに事業完了報告書(様式 3、3-2)並びに機構が別に定

める事業実績及び自己評価書を機構に提出しなければならない。 

2 機構は、事業評価を行うため助成対象者から助成事業の実施内容を報告させ、又は助成対象者に対し

て事業評価に係る実地調査を行うことができる。 

3 機構は、助成対象者に対して助成事業の継続状況及び波及効果等に関し調査を行うことができる。 

4 機構は、第 2項の事業評価の結果及び前項の調査結果を公表することができる。 

(助成金額の確定) 

第 17条 機構は、事業完了報告書の提出があったときは、助成事業の実施内容及びその収支決算が適正

であるか否かを審査及び必要に応じて調査を行い、適正であると認められたときは、助成金額を確定

し、助成対象者に通知するものとする。 

第 4章 助成事業の経理等 

(経理区分等) 

第 18 条 助成対象者は助成事業に係る経理については、専用の普通預金口座を設け、他の経理と区分し、

所要の帳簿類、当該収入及び支出について証拠書類及び予算と決算との関係を明らかにした助成金精

算調書を備えなければならない。 

2 助成対象者は、前項に掲げる帳簿類、証拠書類及び助成金精算調書を事業完了後 7年間保管しておか

なければならない。 

(助成金の支払) 

第 19条 助成金の支払いは、精算払又は概算払の方法によるものとする。 

2 助成対象者は、概算払の方法により請求する場合は、第 11条又は第 12条の規定による助成の申請又

は変更申請と併せて請求するものとする。 

第 20条 機構は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る審査及び必要に応じて助成事

業の進捗状況等の調査を行い、内容が適当であることを確認のうえ助成金を支払うものとする。 

第 5章 監査 

(助成事業の監査) 

第 21条 機構は、必要があると認めたときは、助成事業の実施の適否及びその成果に関し監査できるも

のとする。 

第 6章 助成事業の内容の公表等 

(助成事業の公表等) 

第 22条 機構は、事業完了報告書、事業実績、成果物の全部又は一部を印刷その他の方法で公表するこ

とができる。 

2 機構は、助成事業の成果について社会福祉事業の振興のためにこれを公表し、又は使用することがで

きる。 

(助成事業の表示等) 

第 23条 助成対象者は、助成事業の結果又は経過の全部若しくは一部を刊行し、又は雑誌等に掲載し、

若しくはその成果物を配付又は販売するときは、助成事業の成果である旨を明記しなければならない。 

2 助成対象者は、助成事業の結果又は経過の全部若しくは一部を刊行し、又は雑誌等に掲載し、若しく

はその成果物を配付又は販売したときは、その刊行物又は印刷物若しくはその成果物を機構に届け出

なければならない。 

(特許権等) 
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第 24条 助成対象者は、助成事業の成果に関して特許権、実用新案権又は意匠権を取得したときは、速

やかにその旨を機構に届け出なければならない。 

第 7章 助成金の返還等 

(助成の決定の取消し) 

第 25条 機構は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部

の助成の決定を取り消すことができるものとする。 

(1) 虚偽又は不正の手段若しくは事実と異なる申請により助成の決定を受けたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) 第 4条第 3号に規定する反社会的勢力に該当する者であることが判明したとき。 

(4) 第 14条の助成の辞退に係る書類の提出があったとき。 

(5) 助成事業を中止又は廃止したとき。 

(6) 第 15条の規定による調査等について、特別の理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

(7) 第 16条の規定による機構への事業完了報告書、事業実績及び自己評価書の提出が遅延したとき。 

(8) 第 16条及び第 17条の規定による調査等又は第 21条の規定による監査について、特別の理由な

く、拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

(9) 助成の決定又は変更の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(10) その他法令及びこの独立行政法人福祉医療機構助成要綱(以下「助成要綱」という。)に違反し

たと認められたとき。 

(11) 助成の決定後生じた事情の変更等により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

たとき。 

2 前項の規定は、助成金額の確定後においても適用する。 

3 前 2項の規定により取り消しをしたときは、助成金を返還する期限その他必要な事項を通知するもの

とする。 

(助成の決定を取消した者への応募停止等) 

第 26条 機構は、前条(第 1項第 3号、4号及び第 11号に該当する場合を除く。)の規定により助成の決

定を取消したときは、助成を取り消した年度の翌年度以降 5年間、助成の決定を取り消した者からの

助成の要望を受け付けないものとする。 

2 機構は、前条第 1項第 3号の規定により助成の決定を取消したときは、助成を取り消した年度の翌年

度以降、同号の規定により助成の決定を取り消した者からの助成の要望を受け付けないものとする。 

(助成金の返還) 

第 27条 機構は、第 13条、第 15条第 2項又は第 25条の規定により助成金額を変更若しくは取り消し

た場合又は第 17条の規定により助成金額を確定した場合において、既にその助成金額を超える助成金

が支払われているときは、その全部又は一部を、機構が指定した期日(以下「指定期日」という。)ま

でに返還させるものとする。 

2 機構は、前項の返還（第 25条第 1項第 1号及び第 3号により助成金額を取り消した場合に伴うもの

を除く。）に係る場合において、機構が別に定めるやむを得ない事情があると認めたときは、指定期

日を延長し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。 

(加算金及び延滞金) 

第 28条 助成対象者は、第 25条第 1項(第 4号及び第 11号に該当する場合を除く。)及び第 2項により

助成金の決定の取り消しを受け、前条による返還を求められたときは、その請求に係る助成金を受領

した日から指定口座に入金した日までの日数に応じて、当該返還金の額(その一部を入金した場合にお

けるその後の期間については、当該入金額を控除した額)につき年 10.95％の割合で計算した加算金を

機構に支払わなければならない。 

第 24条 助成対象者は、助成事業の成果に関して特許権、実用新案権又は意匠権を取得したときは、速

やかにその旨を機構に届け出なければならない。 

第 7章 助成金の返還等 

(助成の決定の取消し) 

第 25条 機構は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部

の助成の決定を取り消すことができるものとする。 

(1) 虚偽又は不正の手段若しくは事実と異なる申請により助成の決定を受けたとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) 第 4条第 3号に規定する反社会的勢力に該当する者であることが判明したとき。 

(4) 第 14条の助成の辞退に係る書類の提出があったとき。 

(5) 助成事業を中止又は廃止したとき。 

(6) 第 15条の規定による調査等について、特別の理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

(7) 第 16条の規定による機構への事業完了報告書、事業実績及び自己評価書の提出が遅延したとき。 

(8) 第 16条及び第 17条の規定による調査等又は第 21条の規定による監査について、特別の理由な

く、拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

(9) 助成の決定又は変更の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(10) その他法令及びこの独立行政法人福祉医療機構助成要綱(以下「助成要綱」という。)に違反し

たと認められたとき。 

(11) 助成の決定後生じた事情の変更等により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

たとき。 

2 前項の規定は、助成金額の確定後においても適用する。 

3 前 2項の規定により取り消しをしたときは、助成金を返還する期限その他必要な事項を通知するもの

とする。 

(助成の決定を取消した者への応募停止等) 

第 26条 機構は、前条(第 1項第 3号、4号及び第 11号に該当する場合を除く。)の規定により助成の決

定を取消したときは、助成を取り消した年度の翌年度以降 5年間、助成の決定を取り消した者からの

助成の要望を受け付けないものとする。 

2 機構は、前条第 1項第 3号の規定により助成の決定を取消したときは、助成を取り消した年度の翌年

度以降、同号の規定により助成の決定を取り消した者からの助成の要望を受け付けないものとする。 

(助成金の返還) 

第 27条 機構は、第 13条、第 15条第 2項又は第 25条の規定により助成金額を変更若しくは取り消し

た場合又は第 17条の規定により助成金額を確定した場合において、既にその助成金額を超える助成金

が支払われているときは、その全部又は一部を、機構が指定した期日(以下「指定期日」という。)ま

でに返還させるものとする。 

2 機構は、前項の返還（第 25条第 1項第 1号及び第 3号により助成金額を取り消した場合に伴うもの

を除く。）に係る場合において、機構が別に定めるやむを得ない事情があると認めたときは、指定期

日を延長し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。 

(加算金及び延滞金) 

第 28条 助成対象者は、第 25条第 1項(第 4号及び第 11号に該当する場合を除く。)及び第 2項により

助成金の決定の取り消しを受け、前条による返還を求められたときは、その請求に係る助成金を受領

した日から指定口座に入金した日までの日数に応じて、当該返還金の額(その一部を入金した場合にお

けるその後の期間については、当該入金額を控除した額)につき年 10.95％の割合で計算した加算金を

機構に支払わなければならない。 

2 機構は、指導及び調査の結果、第 10条第 1号の規定による助成事業の内容等の変更が認められたと

きは、助成対象者から変更申請書兼請求書を提出させ、助成の変更の決定を行うことができる。 

(事業完了報告等) 

第 16条 助成対象者は、助成事業の完了した日から起算して 1月を経過する日又は助成事業実施事業年

度の翌事業年度 4月 30日のいずれか早い日までに事業完了報告書(様式 3、3-2)並びに機構が別に定

める事業実績及び自己評価書を機構に提出しなければならない。 

2 機構は、事業評価を行うため助成対象者から助成事業の実施内容を報告させ、又は助成対象者に対し

て事業評価に係る実地調査を行うことができる。 

3 機構は、助成対象者に対して助成事業の継続状況及び波及効果等に関し調査を行うことができる。 

4 機構は、第 2項の事業評価の結果及び前項の調査結果を公表することができる。 

(助成金額の確定) 

第 17条 機構は、事業完了報告書の提出があったときは、助成事業の実施内容及びその収支決算が適正

であるか否かを審査及び必要に応じて調査を行い、適正であると認められたときは、助成金額を確定

し、助成対象者に通知するものとする。 

第 4章 助成事業の経理等 

(経理区分等) 

第 18 条 助成対象者は助成事業に係る経理については、専用の普通預金口座を設け、他の経理と区分し、

所要の帳簿類、当該収入及び支出について証拠書類及び予算と決算との関係を明らかにした助成金精

算調書を備えなければならない。 

2 助成対象者は、前項に掲げる帳簿類、証拠書類及び助成金精算調書を事業完了後 7年間保管しておか

なければならない。 

(助成金の支払) 

第 19条 助成金の支払いは、精算払又は概算払の方法によるものとする。 

2 助成対象者は、概算払の方法により請求する場合は、第 11条又は第 12条の規定による助成の申請又

は変更申請と併せて請求するものとする。 

第 20条 機構は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る審査及び必要に応じて助成事

業の進捗状況等の調査を行い、内容が適当であることを確認のうえ助成金を支払うものとする。 

第 5章 監査 

(助成事業の監査) 

第 21条 機構は、必要があると認めたときは、助成事業の実施の適否及びその成果に関し監査できるも

のとする。 

第 6章 助成事業の内容の公表等 

(助成事業の公表等) 

第 22条 機構は、事業完了報告書、事業実績、成果物の全部又は一部を印刷その他の方法で公表するこ

とができる。 

2 機構は、助成事業の成果について社会福祉事業の振興のためにこれを公表し、又は使用することがで

きる。 

(助成事業の表示等) 

第 23条 助成対象者は、助成事業の結果又は経過の全部若しくは一部を刊行し、又は雑誌等に掲載し、

若しくはその成果物を配付又は販売するときは、助成事業の成果である旨を明記しなければならない。 

2 助成対象者は、助成事業の結果又は経過の全部若しくは一部を刊行し、又は雑誌等に掲載し、若しく

はその成果物を配付又は販売したときは、その刊行物又は印刷物若しくはその成果物を機構に届け出

なければならない。 

(特許権等) 
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この助成要綱の一部改正は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 6月 9日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 26年 6月 9日から施行する。 

附 則(平成 27年 5月 21日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 27年 5月 21日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 6月 13日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 28年 6月 13日から施行し、平成 28年 6月 1日から適用する。 

附 則(平成 29年 3月 22日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 29年 4月 1日から施行し、平成 29年度助成事業から適用する。 

附 則(平成 29年 9月 27日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 29年 10月 2日から施行する。 

附 則(平成 30年 1月 24日) 
 

1 この助成要綱の一部改正は、平成 30年 1月 24日から施行し、平成 29年 10月 2日から適用する。 

2 第 3条第 3号に係る事業については、「助成」を「支援」と読み替えるものとする。 

附 則(平成 31年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 31日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 25日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 30日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 26日) 
 

1 この助成要綱の一部改正は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 この助成要綱の一部改正の施行の際、改正前の様式の取扱いについては、当分の間、なおその効力を

有する。 

 

様式 1 

申請書兼請求書 

[別紙参照]省略 

 

2 助成対象者は、返還を求められた助成金を指定期日までに支払わなかったときは、指定期日の翌日か

ら指定口座に入金した日までの日数に応じて、当該返還金の額につき年 10.95％の割合で計算した延滞

金を機構に支払わなければならない。 

3 機構は、前 2項において、やむを得ない事情があると認められたときは、加算金又は延滞金の全部又

は一部を免除することができる。 

附 則 

(施行期日) 

第 1条 この助成要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

第 2条 この助成要綱の施行の際、廃止前の独立行政法人福祉医療機構助成金交付要綱(平成 15年 10月

1 日規程第 16 号)及び社会福祉・医療事業団助成金交付要綱(平成 2 年規程第 2 号)(以下「旧交付要綱」

という。)により平成 21年度以前に助成の決定を行った事業については、旧交付要綱は、この助成要

綱施行後も、なおその効力を有する。 

2 この助成要綱の施行の際、旧交付要綱に基づき平成 21年 10月 31日までに「平成 22年度助成金交付

要望書」を受理しているものについては、第 8条の規定によって要望があったものとみなし、第 6条

の規定は適用しない。 

3 この助成要綱の施行の際、廃止前の独立行政法人福祉医療機構交付金交付要綱(平成 15年 10月 1日

規程第 17号)に基づき平成 21年 11月 30日までに財団法人テクノエイド協会が平成 22年度助成に係

る「福祉用具研究開発事業助成金交付要望書」又は「福祉用具調査研究事業助成金交付要望書」を受

理しているものについては、第 8条の規定によって要望があったものとみなし、第 6条の規定は適用

しない。 

附 則(平成 23年 3月 31日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 9月 30日) 
 

(施行期日) 

第 1条 この助成要綱の一部改正は平成 23年 9月 30日から施行する。 

(経過措置) 

第 2条 この助成要綱の一部改正の施行の際、改正前の助成要綱により平成 22年度に助成の決定を行っ

た事業については、改正後も、なおその効力を有する。 

附 則(平成 24年 1月 26日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 24年 2月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 24年 4月 5日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 11日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 25年 3月 11日から施行し、平成 25年 1月 10日から適用する。 

附 則(平成 25年 7月 12日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 25年 7月 12日から施行し、平成 25年 5月 15日から適用する。 

附 則(平成 26年 3月 31日) 
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この助成要綱の一部改正は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 6月 9日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 26年 6月 9日から施行する。 

附 則(平成 27年 5月 21日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 27年 5月 21日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 6月 13日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 28年 6月 13日から施行し、平成 28年 6月 1日から適用する。 

附 則(平成 29年 3月 22日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 29年 4月 1日から施行し、平成 29年度助成事業から適用する。 

附 則(平成 29年 9月 27日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 29年 10月 2日から施行する。 

附 則(平成 30年 1月 24日) 
 

1 この助成要綱の一部改正は、平成 30年 1月 24日から施行し、平成 29年 10月 2日から適用する。 

2 第 3条第 3号に係る事業については、「助成」を「支援」と読み替えるものとする。 

附 則(平成 31年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 31日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 25日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 30日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 26日) 
 

1 この助成要綱の一部改正は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 この助成要綱の一部改正の施行の際、改正前の様式の取扱いについては、当分の間、なおその効力を

有する。 

 

様式 1 

申請書兼請求書 

[別紙参照]省略 

 

この助成要綱の一部改正は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 6月 9日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 26年 6月 9日から施行する。 

附 則(平成 27年 5月 21日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 27年 5月 21日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 6月 13日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 28年 6月 13日から施行し、平成 28年 6月 1日から適用する。 

附 則(平成 29年 3月 22日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 29年 4月 1日から施行し、平成 29年度助成事業から適用する。 

附 則(平成 29年 9月 27日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 29年 10月 2日から施行する。 

附 則(平成 30年 1月 24日) 
 

1 この助成要綱の一部改正は、平成 30年 1月 24日から施行し、平成 29年 10月 2日から適用する。 

2 第 3条第 3号に係る事業については、「助成」を「支援」と読み替えるものとする。 

附 則(平成 31年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 31日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 25日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 30日) 
 

この助成要綱の一部改正は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 26日) 
 

1 この助成要綱の一部改正は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 この助成要綱の一部改正の施行の際、改正前の様式の取扱いについては、当分の間、なおその効力を

有する。 

 

様式 1 

申請書兼請求書 

[別紙参照]省略 

 

2 助成対象者は、返還を求められた助成金を指定期日までに支払わなかったときは、指定期日の翌日か

ら指定口座に入金した日までの日数に応じて、当該返還金の額につき年 10.95％の割合で計算した延滞

金を機構に支払わなければならない。 

3 機構は、前 2項において、やむを得ない事情があると認められたときは、加算金又は延滞金の全部又

は一部を免除することができる。 

附 則 

(施行期日) 

第 1条 この助成要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

第 2条 この助成要綱の施行の際、廃止前の独立行政法人福祉医療機構助成金交付要綱(平成 15年 10月

1 日規程第 16 号)及び社会福祉・医療事業団助成金交付要綱(平成 2 年規程第 2 号)(以下「旧交付要綱」

という。)により平成 21年度以前に助成の決定を行った事業については、旧交付要綱は、この助成要

綱施行後も、なおその効力を有する。 

2 この助成要綱の施行の際、旧交付要綱に基づき平成 21年 10月 31日までに「平成 22年度助成金交付

要望書」を受理しているものについては、第 8条の規定によって要望があったものとみなし、第 6条

の規定は適用しない。 

3 この助成要綱の施行の際、廃止前の独立行政法人福祉医療機構交付金交付要綱(平成 15年 10月 1日

規程第 17号)に基づき平成 21年 11月 30日までに財団法人テクノエイド協会が平成 22年度助成に係

る「福祉用具研究開発事業助成金交付要望書」又は「福祉用具調査研究事業助成金交付要望書」を受

理しているものについては、第 8条の規定によって要望があったものとみなし、第 6条の規定は適用

しない。 

附 則(平成 23年 3月 31日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 9月 30日) 
 

(施行期日) 

第 1条 この助成要綱の一部改正は平成 23年 9月 30日から施行する。 

(経過措置) 

第 2条 この助成要綱の一部改正の施行の際、改正前の助成要綱により平成 22年度に助成の決定を行っ

た事業については、改正後も、なおその効力を有する。 

附 則(平成 24年 1月 26日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 24年 2月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 29日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 24年 4月 5日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 11日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 25年 3月 11日から施行し、平成 25年 1月 10日から適用する。 

附 則(平成 25年 7月 12日) 
 

この助成要綱の一部改正は、平成 25年 7月 12日から施行し、平成 25年 5月 15日から適用する。 

附 則(平成 26年 3月 31日) 
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○社会福祉振興助成事業事務取扱要領 

 

(平成 22年 4月 1日細則第 3号) 

 

 

 

最終改正：令和 6年 2月 26日 
 

第 1章 総則 

(総則) 

第 1条 社会福祉振興助成事業に関する業務のうち、助成事業に係る事務については、独立行政法人福

祉医療機構法、独立行政法人福祉医療機構業務方法書（以下「業務方法書」という。）、独立行政法

人福祉医療機構助成要綱(以下「助成要綱」という。)、その他独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」

という。)の定める諸規程及び機構から発する通知によるほか、この社会福祉振興助成事業事務取扱要

領(以下「要領」という。)により、処理するものとする。 

第 2章 助成対象経費 

(助成対象経費の算定) 

第 2条 助成要綱第 5条に規定する助成対象経費は、別表に掲げる経費とし次の各号により算定する。 

(1) 諸謝金 

事業の実施に必要な委員会等の委員、専門家等に対する謝金について、機構が別に定める基準に

基づき算定される額とする。 

(2) 旅費 

事業の実施に必要な委員旅費又は打合会、現地調査等に要する旅費について、機構が別に定める

基準に基づき算定される額とする。 

(3) 所費 

事業の実施に必要な経費であって機構が別に定める基準に基づき算定される額とする(法人又は団

体の運営経費は除く。)。 

第 3章 助成の要望等 

(募集の実施) 

第 3条 助成事業は、別に定める募集要領により要望された事業の中から選定するものとする。 

(募集の方法) 

第 4条 助成事業の募集は、機構が直接行うものとする。 

(選定) 

第 5条 機構は、業務方法書第 32条第 1号及び第 2号に係る要望のあった事業については、要望書の審

査を行うほか、必要に応じて調査を行うとともに、社会福祉振興助成事業審査・評価委員会(以下「審

査・評価委員会」という。)の決定を尊重して選定するものとする。 

2 機構は、 業務方法書第 32条第 3号に係る要望のあった事業については、要望書の審査を行うほか、

必要に応じて調査を行うものとする。なお、選定については、業務方法書第 33 条第 5 項の規定により、

「こどもの未来応援基金事業審査委員会の開催について」（令和 5年 8月 3日支援局長決定） に基づ

き運営されるこどもの未来応援基金事業審査委員会において行うものとする。 

(内定の通知等) 

第 6条 機構は、選定した事業に関し、助成対象者に対し、助成事業名、助成金内定額その他必要な事

項を付して内定の通知を行うものとする。 

2 機構は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内定を取消すことができるも

のとする。 

(1) 虚偽又は不正の手段若しくは事実と異なる要望により、内定を受けたとき 

(2) 内定の辞退があったとき 

(3) 内定の通知にその他必要な事項として付した内定の条件に違反したとき 

様式 2 

変更申請書兼請求書 

[別紙参照]省略 

様式 3 

事業完了報告書（地域連携活動支援事業及び全国的・広域的ネットワーク活動支援事業） 

[別紙参照]省略 

様式 3-2 

事業完了報告書（未来応援ネットワーク事業） 

[別紙参照]省略 
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○社会福祉振興助成事業事務取扱要領 

 

(平成 22年 4月 1日細則第 3号) 

 

 

 

最終改正：令和 6年 2月 26日 
 

第 1章 総則 

(総則) 

第 1条 社会福祉振興助成事業に関する業務のうち、助成事業に係る事務については、独立行政法人福

祉医療機構法、独立行政法人福祉医療機構業務方法書（以下「業務方法書」という。）、独立行政法

人福祉医療機構助成要綱(以下「助成要綱」という。)、その他独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」

という。)の定める諸規程及び機構から発する通知によるほか、この社会福祉振興助成事業事務取扱要

領(以下「要領」という。)により、処理するものとする。 

第 2章 助成対象経費 

(助成対象経費の算定) 

第 2条 助成要綱第 5条に規定する助成対象経費は、別表に掲げる経費とし次の各号により算定する。 

(1) 諸謝金 

事業の実施に必要な委員会等の委員、専門家等に対する謝金について、機構が別に定める基準に

基づき算定される額とする。 

(2) 旅費 

事業の実施に必要な委員旅費又は打合会、現地調査等に要する旅費について、機構が別に定める

基準に基づき算定される額とする。 

(3) 所費 

事業の実施に必要な経費であって機構が別に定める基準に基づき算定される額とする(法人又は団

体の運営経費は除く。)。 

第 3章 助成の要望等 

(募集の実施) 

第 3条 助成事業は、別に定める募集要領により要望された事業の中から選定するものとする。 

(募集の方法) 

第 4条 助成事業の募集は、機構が直接行うものとする。 

(選定) 

第 5条 機構は、業務方法書第 32条第 1号及び第 2号に係る要望のあった事業については、要望書の審

査を行うほか、必要に応じて調査を行うとともに、社会福祉振興助成事業審査・評価委員会(以下「審

査・評価委員会」という。)の決定を尊重して選定するものとする。 

2 機構は、 業務方法書第 32条第 3号に係る要望のあった事業については、要望書の審査を行うほか、

必要に応じて調査を行うものとする。なお、選定については、業務方法書第 33 条第 5 項の規定により、

「こどもの未来応援基金事業審査委員会の開催について」（令和 5年 8月 3日支援局長決定） に基づ

き運営されるこどもの未来応援基金事業審査委員会において行うものとする。 

(内定の通知等) 

第 6条 機構は、選定した事業に関し、助成対象者に対し、助成事業名、助成金内定額その他必要な事

項を付して内定の通知を行うものとする。 

2 機構は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内定を取消すことができるも

のとする。 

(1) 虚偽又は不正の手段若しくは事実と異なる要望により、内定を受けたとき 

(2) 内定の辞退があったとき 

(3) 内定の通知にその他必要な事項として付した内定の条件に違反したとき 

○社会福祉振興助成事業事務取扱要領 

 

(平成 22年 4月 1日細則第 3号) 

 

 

 

最終改正：令和 6年 2月 26日 
 

第 1章 総則 

(総則) 

第 1条 社会福祉振興助成事業に関する業務のうち、助成事業に係る事務については、独立行政法人福

祉医療機構法、独立行政法人福祉医療機構業務方法書（以下「業務方法書」という。）、独立行政法

人福祉医療機構助成要綱(以下「助成要綱」という。)、その他独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」

という。)の定める諸規程及び機構から発する通知によるほか、この社会福祉振興助成事業事務取扱要

領(以下「要領」という。)により、処理するものとする。 

第 2章 助成対象経費 

(助成対象経費の算定) 

第 2条 助成要綱第 5条に規定する助成対象経費は、別表に掲げる経費とし次の各号により算定する。 

(1) 諸謝金 

事業の実施に必要な委員会等の委員、専門家等に対する謝金について、機構が別に定める基準に

基づき算定される額とする。 

(2) 旅費 

事業の実施に必要な委員旅費又は打合会、現地調査等に要する旅費について、機構が別に定める

基準に基づき算定される額とする。 

(3) 所費 

事業の実施に必要な経費であって機構が別に定める基準に基づき算定される額とする(法人又は団

体の運営経費は除く。)。 

第 3章 助成の要望等 

(募集の実施) 

第 3条 助成事業は、別に定める募集要領により要望された事業の中から選定するものとする。 

(募集の方法) 

第 4条 助成事業の募集は、機構が直接行うものとする。 

(選定) 

第 5条 機構は、業務方法書第 32条第 1号及び第 2号に係る要望のあった事業については、要望書の審

査を行うほか、必要に応じて調査を行うとともに、社会福祉振興助成事業審査・評価委員会(以下「審

査・評価委員会」という。)の決定を尊重して選定するものとする。 

2 機構は、 業務方法書第 32条第 3号に係る要望のあった事業については、要望書の審査を行うほか、

必要に応じて調査を行うものとする。なお、選定については、業務方法書第 33 条第 5 項の規定により、

「こどもの未来応援基金事業審査委員会の開催について」（令和 5年 8月 3日支援局長決定） に基づ

き運営されるこどもの未来応援基金事業審査委員会において行うものとする。 

(内定の通知等) 

第 6条 機構は、選定した事業に関し、助成対象者に対し、助成事業名、助成金内定額その他必要な事

項を付して内定の通知を行うものとする。 

2 機構は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内定を取消すことができるも

のとする。 

(1) 虚偽又は不正の手段若しくは事実と異なる要望により、内定を受けたとき 

(2) 内定の辞退があったとき 

(3) 内定の通知にその他必要な事項として付した内定の条件に違反したとき 

様式 2 

変更申請書兼請求書 

[別紙参照]省略 

様式 3 

事業完了報告書（地域連携活動支援事業及び全国的・広域的ネットワーク活動支援事業） 

[別紙参照]省略 

様式 3-2 

事業完了報告書（未来応援ネットワーク事業） 

[別紙参照]省略 

第
５
章　

関
係
規
程
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第 13条 助成対象者は、助成金の支払いを受けようとするときは、機構と協議のうえ、精算払の方法に

よるときは、確定通知を受領後、精算払請求書(様式 1)を提出し、概算払の方法によるときは、申請書

兼請求書（助成要綱様式 1）にその他必要な書類を添えて、機構に提出させるものとする。 

第 8章 助成金の返還 

(返還の方法) 

第 14条 助成要綱第 27条の規定による助成金の返還の方法は、当該返還金(助成要綱第 28条の規定に

よる加算金及び延滞金を含む。)を機構の指定する取引銀行口座に払い込む方法によるものとする。 

(やむを得ない事情) 

第 15条 助成要綱第 27条第 2項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災その他助成対象者の過失

によらない重大な事故が生じた場合とする。 

附 則 

1 この要領は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 この要領の実施の際、平成 21年度以前に機構及び社会福祉・医療事業団において助成金の決定を行

った事業については、旧長寿・子育て・障害者基金助成金事務取扱要領の規定は、なおその効力を有

する。 

附 則(平成 23年 3月 31日) 
 

この要領の一部改正は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 11日) 
 

この要領の一部改正は、平成 25年 3月 11日から施行し、平成 25年 1月 10日から適用する。 

附 則(平成 27年 5月 21日) 
 

この要領の一部改正は、平成 27年 5月 21日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 6月 13日) 
 

この要領の一部改正は、平成 28年 6月 13日から施行し、平成 28年 6月 1日から適用する。 

附 則(平成 29年 3月 22日) 
 

この要領の一部改正は、平成 29年 4月 1日から施行し、平成 29年度助成事業から適用する。 

附 則(平成 29年 9月 27日) 
 

この要領の一部改正は、平成 29年 10月 2日から施行する。 

附 則(平成 30年 1月 24日) 
 

1 この要領の一部改正は、平成 30年 1月 24日から施行し、平成 29年 10月 2日から適用する。 

2 独立行政法人福祉医療機構助成要綱第 3条第 3号に係る事業については、「助成」を「支援」と読み

替えるものとする。 

附 則(平成 31年 3月 29日) 
 

この要領の一部改正は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 4月 1日) 
 

この要領の一部改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 12月 9日) 

(4) 助成の申請期日までに申請書兼請求書（助成要綱様式 1）の提出がなかったとき 

(5) その他、助成の決定までの間に、募集要領に定めた要件などを満たさなくなったとき 

第 4章 助成金額の算定 

(助成金額の算定) 

第 7条 助成要綱第 9条に規定する寄付金その他の収入は、寄付金及び助成金にかかる利息、参加費、

利用料並びに事業を実施する際に生じるその他の収入の額とする。 

第 5章 助成の条件 

(事業の変更) 

第 8条 助成要綱第 10条第 1号に規定する機構の承認を受けなければならない事項は、次の各号のいず

れかに該当する場合とする。 

(1) 助成事業の内容(手法、手段、委員会の改廃、実施か所数)を変更する場合であって、経費の各費

目間の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の 20％以内である場合又はその額が 20

万円以下の場合の変更は除く。)が生じる場合 

(2) 助成金所要額に変更が生じる場合 

(指名競争に付し又は随意契約によることができる場合の要件) 

第 9条 助成要綱第 10条第 2号に規定する指名競争に付し又は随意契約によることができる場合の要件

は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 指名競争契約の要件 

ア 借料損料  予定借料の年額又は総額が 160万円以下の場合 

イ 備品購入費  予定価格が 300万円以下の場合 

ウ 印刷製本費  予定価格が 500万円以下の場合 

エ 委託費  予定価格が 200万円以下の場合 

オ その他機構が認めた場合 

(2) 随意契約の要件 

ア 借料損料  予定借料の年額又は総額が 80万円以下の場合 

イ 備品購入費  予定価格が 160万円以下の場合 

ウ 印刷製本費  予定価格が 250万円以下の場合 

エ 委託費  予定価格が 100万円以下の場合 

オ その他機構が認めた場合 

(財産処分) 

第 10条 助成要綱第 10条第 5号に規定する機構が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令(昭和 40年 3月 31日大蔵省令第 15号)別表第一に掲げる期間とする。 

(財産処分等による収入の返還) 

第 11条 助成要綱第 10条第 6号に規定する財産処分による収入の返還及び同条第 13号に規定する消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額の返還については、原則として、助成金の確定額を上限に、そ

の額を返還させるものとする。 

第 6章 事業完了報告等 

(事業完了報告書等の提出等) 

第 12条 助成事業が完了した場合には、助成要綱第 16条第 1項の規定に基づき、事業完了報告書等を

提出させるものとする。なお、助成事業に係る領収書等の証拠書類については、必要に応じて確認す

ることができるものとする。 

第 7章 助成金の支払 

(助成金の支払いの請求) 
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第 13条 助成対象者は、助成金の支払いを受けようとするときは、機構と協議のうえ、精算払の方法に

よるときは、確定通知を受領後、精算払請求書(様式 1)を提出し、概算払の方法によるときは、申請書

兼請求書（助成要綱様式 1）にその他必要な書類を添えて、機構に提出させるものとする。 

第 8章 助成金の返還 

(返還の方法) 

第 14条 助成要綱第 27条の規定による助成金の返還の方法は、当該返還金(助成要綱第 28条の規定に

よる加算金及び延滞金を含む。)を機構の指定する取引銀行口座に払い込む方法によるものとする。 

(やむを得ない事情) 

第 15条 助成要綱第 27条第 2項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災その他助成対象者の過失

によらない重大な事故が生じた場合とする。 

附 則 

1 この要領は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 この要領の実施の際、平成 21年度以前に機構及び社会福祉・医療事業団において助成金の決定を行

った事業については、旧長寿・子育て・障害者基金助成金事務取扱要領の規定は、なおその効力を有

する。 

附 則(平成 23年 3月 31日) 
 

この要領の一部改正は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 11日) 
 

この要領の一部改正は、平成 25年 3月 11日から施行し、平成 25年 1月 10日から適用する。 

附 則(平成 27年 5月 21日) 
 

この要領の一部改正は、平成 27年 5月 21日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 6月 13日) 
 

この要領の一部改正は、平成 28年 6月 13日から施行し、平成 28年 6月 1日から適用する。 

附 則(平成 29年 3月 22日) 
 

この要領の一部改正は、平成 29年 4月 1日から施行し、平成 29年度助成事業から適用する。 

附 則(平成 29年 9月 27日) 
 

この要領の一部改正は、平成 29年 10月 2日から施行する。 

附 則(平成 30年 1月 24日) 
 

1 この要領の一部改正は、平成 30年 1月 24日から施行し、平成 29年 10月 2日から適用する。 

2 独立行政法人福祉医療機構助成要綱第 3条第 3号に係る事業については、「助成」を「支援」と読み

替えるものとする。 

附 則(平成 31年 3月 29日) 
 

この要領の一部改正は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 4月 1日) 
 

この要領の一部改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 12月 9日) 

第 13条 助成対象者は、助成金の支払いを受けようとするときは、機構と協議のうえ、精算払の方法に

よるときは、確定通知を受領後、精算払請求書(様式 1)を提出し、概算払の方法によるときは、申請書

兼請求書（助成要綱様式 1）にその他必要な書類を添えて、機構に提出させるものとする。 

第 8章 助成金の返還 

(返還の方法) 

第 14条 助成要綱第 27条の規定による助成金の返還の方法は、当該返還金(助成要綱第 28条の規定に

よる加算金及び延滞金を含む。)を機構の指定する取引銀行口座に払い込む方法によるものとする。 

(やむを得ない事情) 

第 15条 助成要綱第 27条第 2項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災その他助成対象者の過失

によらない重大な事故が生じた場合とする。 

附 則 

1 この要領は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 この要領の実施の際、平成 21年度以前に機構及び社会福祉・医療事業団において助成金の決定を行

った事業については、旧長寿・子育て・障害者基金助成金事務取扱要領の規定は、なおその効力を有

する。 

附 則(平成 23年 3月 31日) 
 

この要領の一部改正は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 11日) 
 

この要領の一部改正は、平成 25年 3月 11日から施行し、平成 25年 1月 10日から適用する。 

附 則(平成 27年 5月 21日) 
 

この要領の一部改正は、平成 27年 5月 21日から施行し、平成 27年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 6月 13日) 
 

この要領の一部改正は、平成 28年 6月 13日から施行し、平成 28年 6月 1日から適用する。 

附 則(平成 29年 3月 22日) 
 

この要領の一部改正は、平成 29年 4月 1日から施行し、平成 29年度助成事業から適用する。 

附 則(平成 29年 9月 27日) 
 

この要領の一部改正は、平成 29年 10月 2日から施行する。 

附 則(平成 30年 1月 24日) 
 

1 この要領の一部改正は、平成 30年 1月 24日から施行し、平成 29年 10月 2日から適用する。 

2 独立行政法人福祉医療機構助成要綱第 3条第 3号に係る事業については、「助成」を「支援」と読み

替えるものとする。 

附 則(平成 31年 3月 29日) 
 

この要領の一部改正は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 4月 1日) 
 

この要領の一部改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 3年 12月 9日) 

(4) 助成の申請期日までに申請書兼請求書（助成要綱様式 1）の提出がなかったとき 

(5) その他、助成の決定までの間に、募集要領に定めた要件などを満たさなくなったとき 

第 4章 助成金額の算定 

(助成金額の算定) 

第 7条 助成要綱第 9条に規定する寄付金その他の収入は、寄付金及び助成金にかかる利息、参加費、

利用料並びに事業を実施する際に生じるその他の収入の額とする。 

第 5章 助成の条件 

(事業の変更) 

第 8条 助成要綱第 10条第 1号に規定する機構の承認を受けなければならない事項は、次の各号のいず

れかに該当する場合とする。 

(1) 助成事業の内容(手法、手段、委員会の改廃、実施か所数)を変更する場合であって、経費の各費

目間の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の 20％以内である場合又はその額が 20

万円以下の場合の変更は除く。)が生じる場合 

(2) 助成金所要額に変更が生じる場合 

(指名競争に付し又は随意契約によることができる場合の要件) 

第 9条 助成要綱第 10条第 2号に規定する指名競争に付し又は随意契約によることができる場合の要件

は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 指名競争契約の要件 

ア 借料損料  予定借料の年額又は総額が 160万円以下の場合 

イ 備品購入費  予定価格が 300万円以下の場合 

ウ 印刷製本費  予定価格が 500万円以下の場合 

エ 委託費  予定価格が 200万円以下の場合 

オ その他機構が認めた場合 

(2) 随意契約の要件 

ア 借料損料  予定借料の年額又は総額が 80万円以下の場合 

イ 備品購入費  予定価格が 160万円以下の場合 

ウ 印刷製本費  予定価格が 250万円以下の場合 

エ 委託費  予定価格が 100万円以下の場合 

オ その他機構が認めた場合 

(財産処分) 

第 10条 助成要綱第 10条第 5号に規定する機構が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令(昭和 40年 3月 31日大蔵省令第 15号)別表第一に掲げる期間とする。 

(財産処分等による収入の返還) 

第 11条 助成要綱第 10条第 6号に規定する財産処分による収入の返還及び同条第 13号に規定する消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額の返還については、原則として、助成金の確定額を上限に、そ

の額を返還させるものとする。 

第 6章 事業完了報告等 

(事業完了報告書等の提出等) 

第 12条 助成事業が完了した場合には、助成要綱第 16条第 1項の規定に基づき、事業完了報告書等を

提出させるものとする。なお、助成事業に係る領収書等の証拠書類については、必要に応じて確認す

ることができるものとする。 

第 7章 助成金の支払 

(助成金の支払いの請求) 
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その他の関係規程 
 
この助成金は「補助金等の係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係す

る規程等が適用されます。 
各関係規程（最新版）は、以下の QRコードを読み取ってご確認ください。 

 
 
１．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律                         
 
 
 
 
 
 
 
（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000179） 
 
２．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令                         
 
 
 
 
 
 
（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330CO0000000255_20210519_503CO0000000155） 

 
３．厚生労働省所管補助金等交付規則                         
 
 
 
 
 
 
（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=27aa1453&dataType=0&pageNo=1） 

この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その

他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定する

ことにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不

正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助

金等の交付の決定の適正化を図ることを目的に、定められて

います。 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に基き、

制定された政令です。 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に基づ

き、並びに同法及び同令を実施するため、厚生労働省所管補助

金等交付規則を定めたものです。 

 

この要領の一部改正は、令和 3年 12月 9日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 25日) 
 

この要領の一部改正は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 26日) 
 

この要領の一部改正は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

 

別表(第 2章 助成対象経費関係) 

助成対象経費 

 助成事業の実施に必要な経費とし、謝金、旅費(国内旅費及び外国旅費)、借料損料、会場借料、家

賃、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、給与、職員手当等、賃金、委託費、

保険料、食材費、雑役務費、燃料費、光熱水費、修繕費 

(様式 1) 

精算払請求書 

[別紙参照]省略 
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その他の関係規程 
 
この助成金は「補助金等の係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係す

る規程等が適用されます。 
各関係規程（最新版）は、以下の QRコードを読み取ってご確認ください。 

 
 
１．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律                         
 
 
 
 
 
 
 
（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000179） 
 
２．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令                         
 
 
 
 
 
 
（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330CO0000000255_20210519_503CO0000000155） 

 
３．厚生労働省所管補助金等交付規則                         
 
 
 
 
 
 
（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=27aa1453&dataType=0&pageNo=1） 

この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その

他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定する

ことにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不

正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助

金等の交付の決定の適正化を図ることを目的に、定められて

います。 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に基き、

制定された政令です。 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に基づ

き、並びに同法及び同令を実施するため、厚生労働省所管補助

金等交付規則を定めたものです。 

その他の関係規程 
 
この助成金は「補助金等の係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関係す

る規程等が適用されます。 
各関係規程（最新版）は、以下の QRコードを読み取ってご確認ください。 

 
 
１．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律                         
 
 
 
 
 
 
 
（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000179） 
 
２．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令                         
 
 
 
 
 
 
（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330CO0000000255_20210519_503CO0000000155） 

 
３．厚生労働省所管補助金等交付規則                         
 
 
 
 
 
 
（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=27aa1453&dataType=0&pageNo=1） 

この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その

他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定する

ことにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不

正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助

金等の交付の決定の適正化を図ることを目的に、定められて

います。 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に基き、

制定された政令です。 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に基づ

き、並びに同法及び同令を実施するため、厚生労働省所管補助

金等交付規則を定めたものです。 

 

この要領の一部改正は、令和 3年 12月 9日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 25日) 
 

この要領の一部改正は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 26日) 
 

この要領の一部改正は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

 

別表(第 2章 助成対象経費関係) 

助成対象経費 

 助成事業の実施に必要な経費とし、謝金、旅費(国内旅費及び外国旅費)、借料損料、会場借料、家

賃、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、給与、職員手当等、賃金、委託費、

保険料、食材費、雑役務費、燃料費、光熱水費、修繕費 

(様式 1) 

精算払請求書 

[別紙参照]省略 
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ＷＡＭ助成連絡システム利用規約                  平成 27年 7月 31日 

独立行政法人福祉医療機構 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本規約は、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）のＷ

ＡＭ助成連絡システム（以下「連絡システム」という。）を利用する場合に

必要な事項を定めるものです。 

（定義） 

第２条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによります。 

(1) 「ＷＡＭ ＮＥＴ」とは、機構が運営する福祉保健医療情報ネットワー

クシステムのことをいいます。 

(2) 「利用機関」とは、独立行政法人福祉医療機構法（平成１４年法律第１

６６号。以下「機構法」という。）第１２条第１項第７号に規定する業務

にかかる助成において、独立行政法人福祉医療機構助成要綱（平成２２年

規定第一号）に定めるところにより助成の申請を行う助成対象者（以下、

助成対象者という。）で、かつ、ＷＡＭ助成連絡システム利用登録書（変

更届）兼ＷＡＭ ＮＥＴ利用申請書（変更届）（以下「利用登録書」という。）

により機構に利用の届け出を行い、独立行政法人福祉医療機構ＷＡＭ ＮＥ

Ｔ利用規約（以下「ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約」という。）及び本規約に同意

した者をいいます。 

（利用機関の登録要件） 

第３条 利用機関として登録できるのは助成対象者で、かつ、利用登録書によ

り機構に利用の申請を行い、ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約及び本規約に同意した者

でなければなりません。 

（利用の承認等） 

第４条 機構は利用登録書を受付け、必要な審査・手続等を経た後に利用を承

認します。 

２ 利用を承認された利用機関には連絡システムが使用可能なＷＡＭ ＮＥＴ

利用機関識別コード（以下「ＩＤ」という。）が付与されます。 

（利用の不承認） 

第５条 利用申請審査にあたっては、以下のいずれかの理由により、利用の承

認をしないことがあります。 

(1) 連絡システムを助成事業の事務連絡、情報交換以外の目的に使用される

おそれがある場合    

(2) 利用登録書の申告事項に虚偽の記載がある場合 

(3) 連絡システムの適正な運用又は管理上支障が生じる場合 

(4) 利用機関が過去に規約違反等により利用承認の取消しを受けたことが

ある場合 

(5) その他、利用機関とすることを不適当と判断した場合 

（利用機関情報の取扱い） 

第６条 機構は、利用機関が届け出たすべての利用機関情報について、機構法

第１２条第１項第７、８号及び第１４号に規定する事業にかかる業務（社会

福祉振興助成業務、調査研究等業務、及びこれらに附帯する業務）目的以外

に使用することはありません。 

（本規約の範囲） 

第７条 連絡システム利用規約は、本規約に加え、ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約も本

規約の一部を構成するものとします。 

（本規約の変更） 

第８条 機構は、利用機関の了承を得ることなく本規約を随時変更することが

できるものとし、利用機関はこれを承諾します。 

 

第２章 利用機関確認等 

（利用機関の確認等） 

第９条 利用機関が、連絡システムを利用して事務連絡を行う場合、機構は利

用機関の確認等のために、ＩＤにより利用機関を識別するものとします。 

（譲渡禁止） 

第１０条 利用機関は、連絡システムの利用機関として有する権利を第三者に

譲渡若しくは使用させたり、名義変更、質権の設定又はその他の担保に供す

る等の行為はできないものとします。 

（変更の届出及び利用の中止） 

第１１条 利用機関は、利用登録書の届出内容に変更があった場合又は利用の

中止をする場合には、速やかに機構に所定の方法で届出をするものとします。 

２ 利用機関の合併等が行われた後、利用機関は、速やかに所定の方法で届出

をするものとします。 

（設備等）  

第１２条 利用機関は、連絡システムを利用するために必要な通信機器、ソフ

トウェア及びその他これらに付随して必要となるすべての機器等を、自己の

責任と費用において準備するものとします。 

２ 利用機関は、連絡システム利用時の通信費用等については、自己の責任と

費用において、負担するものとします。 

 

第３章 利用機関の義務 

（利用機関情報の真正性等） 

第１３条 利用機関は、連絡システムを利用して事務連絡を行うにあたり、真

正かつ正確な情報を機構に連絡するものとします。機構は、利用機関が真正

かつ正確な情報を連絡しなかったことにより、利用機関及び第三者に生じた

損害について、一切責任を負いません。 

２ 利用機関は、連絡システムを利用して連絡した情報について、機構から照

会があった場合速やかに回答するものとします。 

（ＩＤの利用に関する自己責任の原則） 

第１４条 利用機関は、自己のＩＤ及びこれに対応するパスワードを第三者に

知られ、利用されないよう厳重に管理しなければならないこととし、当該Ｉ

Ｄ及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。 

２ ＩＤの使用により第三者に対して損害を与えた場合、利用機関は当該行為

を自己がしたか否かを問わず、自己の責任と費用をもって解決し、機構に損

害を与えることのないものとします。 

３ 機構は、連絡システムの利用により発生した利用機関の損害全てに対し、

いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないもの

とします。 

４ 利用機関が本利用規約に違反して機構に損害を与えた場合は、機構は当該

利用機関に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。 

５ 利用機関が雇用している従業員等が、本利用規約に違反し、機構に損害を

与えた場合、利用機関は当該従業員等の違反行為に関する使用者責任を負う

ものとし、機構は当該利用機関に対して被った損害の賠償を請求できるもの

とします。 

（セキュリティに関する自己責任の原則） 

第１５条 利用機関は、コンピュータウイルス対策及び不正侵入対策等に十分

な注意を払わなければならないものとします。 

２ 利用機関の機器がコンピュータウイルスに感染し又は不正侵入等され、利

用機関と第三者の間で紛争等が発生した場合及び機構に損害を与えた場合の

取り扱いは前条第２項から同第５項の規定を準用するものとします。 

（禁止事項） 

第１６条 利用機関は、連絡システム利用上で以下の行為を行うことはできま

せん。 

(1) 事務連絡に関する正規の目的以外で使用する行為 

(2) 連絡システムに対し、不正アクセスを行う行為 

(3) 連絡システムに対し、悪意のあるデータ等を故意に送信する行為 

(4) 連絡システムの全部又は一部を第三者に頒布、送信又はその他の方法で

提供する行為 

(5) 他の利用機関又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為 

(6) 連絡システムの運営を妨げ、あるいは連絡システムの信頼をき損するよ

うな行為 

(7) ＩＤ又はパスワードを不正に使用する行為 

(8) 事実に反するまたはそのおそれのある情報を提供する行為 

(9) その他、法律等に反する行為 

 

第４章 運営 

（ＩＤの一時停止） 

第１７条 機構は、運用管理上緊急性が高いと認めた場合は、当該利用機関の

ＩＤを一時使用停止することがあります。 

２ 機構が前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生しても、機

構は、いかなる責任も負いません。 

（連絡システムの一時的な停止） 

第１８条 機構は、以下のいずれかの場合には、利用機関に事前に通知するこ

となく、一時的に連絡システムを停止することがあります。 

(1) ＷＡＭ ＮＥＴが一時的に停止した場合 

(2) 連絡システムの保守を緊急に行う場合 

(3) 火災又は停電等により連絡システムの提供ができなくなった場合 

(4) その他、運用上あるいは技術上、連絡システムの一時的な停止を必要と

判断した場合 

（利用の取り消し等） 

第１９条 利用機関が、以下のいずれかに該当する場合は、連絡システムの利

用取り消し、又はＩＤの使用を停止することができるものとします。 

(1) 第１０条に掲げる場合に該当することが判明した場合 

(2) 第１３条、第１４条及び第１５条の規定に違反した場合 

(3) 第１６条に掲げる行為を行った場合 

(4) 利用機関の業務の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、又は中止した

場合 

(5) その他機構が、利用機関として不適当と判断した場合 

（保証の拒絶） 

第２０条 連絡システムは、利用機関に対して「現状のまま」提供されるもの

であり、機構は連絡システムにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のない

こと及び使用が利用機関又は利用機関以外の第三者の権利を侵害するもので

ないこと、その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。 

（改訂版または後継版の提供） 

第２１条 機構は、任意に利用機関の承認を経ずに連絡システムの改訂及びバ

ージョンアップをできるものとします。 

（利用期間及び利用時間等） 

第２２条 連絡システムに係る利用期間は、原則として当該システムが運用さ

れている期間とします。ただし、当該連絡等に係る問合せ等は、機構の受付

担当者の勤務時間内に受付するものとします。 

（準拠法及び管轄） 

第２３条 本規約をめぐる法律問題の準拠法は、日本法とします。 

２ 本規約に関する法律問題についての訴訟を管轄する第一審を、東京地方裁

判所とします。 

 

附 則 

この規約は平成２７年７月３１日から適用します。 

      
独立行政法人福祉医療機構WAM NET利用規約                  平成 27年 3月 31日 

 独立行政法人福祉医療機構 

WAM NETは、中央センター、地方センター及び利用機関から構成されるネッ
トワークシステムであり、利用機関に対し、福祉保健医療に関する情報提
供、利用機関の双方向の情報交換など、福祉保健医療に関する情報化の推
進を支援することを目的としています。 
 

第 1章 総則  
(目的) 

第 1条 本規約は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が運営
する WAM NETを本規約第 4条に規定する利用機関(以下「利用機関」という。)
が利用する場合の規則を定めるものです。  
(本規約の範囲) 

第 2条 WAM NET利用規約は、本規約に加え、以下の規定も本規約の一部を構
成するものとします。  

(1) WAM NETの電子掲示板等に掲示する利用規定  
(2) WAM NETが提供する各種サービスの冒頭に掲載される「ご案内」または「ご
利用上の注意」等の利用規定  
(本規約の変更) 

第 3条 機構は、利用機関の了承を得ることなく本規約を随時変更することが
できるものとし、利用機関はこれを承諾します。  

 
第 2章 利用機関  

(利用機関) 
第 4条 利用機関とは、WAM NETの中央センターへ利用申請書を提出し、その
承認を受けた者をいいます。  
(利用の承認等) 

第 5条 中央センターは、利用申請書を受付け、必要な審査・手続等を経た後
に利用を承認します。  

2 利用を承認された利用機関には、WAM NET利用機関識別コード(以下「ID」
という。)が付与されます。  

3 利用機関が WAM NETを利用する場合は、中央センター長が特に認めた場合を
除き、インターネット経由で利用するものとします。  
(利用の不承認) 

第 6条 利用申請審査にあたっては、以下のいずれかの理由により、利用の承
認をしないことがあります。  

(1) 福祉保健医療に関する情報の提供、取得または情報交換以外の目的に使用
されるおそれがある場合  

(2) 利用申請の際の申告事項に、虚偽の記載がある場合  
(3) WAM NETの適正な運用または管理上支障が生じる場合  
(4) 利用機関が過去に規約違反等により利用承認の取消しを受けたことがあ
る場合  

(5) 利用機関が次のアからツまでに掲げるもののいずれかに該当する場合  
ア 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集
団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある
団体をいう。  

イ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。  
ウ 暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者  
エ 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団
の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しく
は暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運
営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。（以下、「準構成員」と
いう。）  

オ 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構
成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提
供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与
するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持
若しくは運営に協力している企業をいう。  

カ 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的
不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。  

キ 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼう
して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生
活の安全に脅威を与える者をいう。  

ク 特殊知能暴力集団等 アからキに掲げる者以外のものであって、暴力団と
の関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、
構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。  

ケ アからクまでのいずれかに該当する者及びその他これらに準ずる者（以下
「暴力団員等」という。）が経営を支配していると認められる関係を有す
る集団又は個人  

コ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する集団
又は個人  

サ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有する集団又は個人  

シ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし
ていると認められる関係を有する集団又は個人  

ス 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され
るべき関係を有する集団又は個人  

セ 暴力的な要求行為がある集団又は個人  
ソ 法的な責任を超えた不当な要求行為がある集団又は個人  
タ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為がある集団又は
個人  

チ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて機構の信用を毀損し、又は機
構の業務を妨害する行為がある集団又は個人  

ツ セからチに準ずる集団又は個人  
(6) その他、利用機関とすることが不適当と判断した場合  

(譲渡禁止) 
第 7条 利用機関は、WAM NETの利用機関として有する権利を第三者に譲渡も
しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保に供す
る等の行為はできないものとします。  
(変更の届出および利用の中止) 

第 8条 利用機関は、利用申請書の届出内容に変更があった場合または利用の
中止をする場合には、速やかに中央センターに所定の方法で届出をするも
のとします。  

2 利用機関の合併等が行われた後、WAM NETの利用を継続する機関は、中央セ
ンターに対し、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えて届出を
するものとします。  
(設備等) 

第 9条 利用機関は、WAM NETを利用するために必要な通信機器、ソフトウェ
ア、その他これらに付随して必要となるすべての機器等を、自己の責任と
費用において準備するものとします。  

 
第 3章 利用機関の義務  

(IDの利用に関する自己責任の原則) 
第 10条 利用機関は、自己の IDおよびこれに対応するパスワードの使用およ
び管理について一切の責任を持つものとします。  

2 IDの使用により第三者に対して損害を与えた場合、当該行為を自己がした
か否かを問わず、自己の責任と費用をもって解決し、機構に損害を与える
ことのないものとします。  

3 利用機関が他団体の運営するデータベースサービスやネットワーク等へ接
続して、両者間で紛争等が発生した場合、当該当事者間で解決するものと
し、機構は一切の責任を負わないものとします。  

4 機構は、WAM NETの利用により発生した利用機関の損害全てに対し、いかな
る責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとし
ます。  

5 利用機関が本利用規約に違反して機構に損害を与えた場合は、機構は当該利
用機関に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。  

6 利用機関が雇用している従業員等が、本利用規約に違反した場合、利用機関
と当該従業員の方には、連帯して責任を負っていただきます。  
(セキュリティに関する自己責任の原則) 

第 11条 利用機関は、コンピュータウィルス対策及び不正侵入対策等に十分な
注意を払わなければならないものとします。  

2 利用機関の機器がコンピュータウイルスに感染し又は不正侵入等され、利用
機関と第三者の間で紛争等が発生した場合及び機構に損害を与えた場合の
取り扱いは前条第 2項から同第 6項の規定を準用するものとします。  
(禁止事項) 

第 12条 利用機関は、WAM NET上で以下の行為をすることができません。  
(1) 福祉保健医療に関する情報の提供、取得または情報交換以外の目的に使用
する行為  

(2) 営利を目的とする行為  
(3) 公序良俗に反する行為  
(4) 犯罪的行為に結びつく行為  
(5) 他の利用機関または第三者の著作権を侵害する行為  
(6) 他の利用機関または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為  
(7) 他の利用機関または第三者を誹謗中傷する行為  
(8) WAM NETの運営を妨げ、あるいは WAM NETの信頼をき損するような行為  
(9) 入力されている情報を許可なく変更を行う行為  
(10) IDまたは、パスワードを不正に使用する行為  
(11) 事実に反するまたはそのおそれのある情報を提供する行為  
(12) 不特定多数の利用機関に対しての電子メールを送りそれを読むことある
いはアンケートに答えること等を強要する行為や、必要以上のメールを送
るなどの迷惑行為  

(13) 他ネットに接続した際、接続先の規約に反する行為  
(14) その他、法律等に反する行為  
 
第 4章 運営  

(IDの一時停止) 
第 13条 中央センターは、運用管理上緊急性が高いと認めた場合は、当該利用
機関の IDを一時使用停止とすることがあります。  

2 中央センターが前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生して
も、機構は、いかなる責任も負いません。  
(情報等の削除) 

第 14条 中央センターは、運営および管理上の必要から、利用機関に事前に通
知することなく、利用機関が WAM NETに登録した情報および文章等を削除
する場合があります。  

2 中央センターが前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生して
も、機構は、いかなる責任も負いません。  
(WAM NETの一時的な停止) 

第 15条 中央センターは、以下のいずれかの場合には、利用機関に事前に通知
することなく、一時的に WAM NETを停止することがあります。  

(1) WAM NETのシステムの保守を緊急に行う場合  
(2) 火災、停電等により WAM NETの提供ができなくなった場合  
(3) その他、運用上あるいは技術上、WAM NETの一時的な停止を必要と判断し
た場合  

2 機構は、前項各号の事由により WAM NETの提供の遅延または停止等が発生し
たとしても、これに起因する利用機関または他の第三者が被った損害につ
いて、一切の責任を負わないものとします。  
(利用承認の取り消し等) 

第 16条 利用機関が、以下のいずれかに該当する場合は、中央センターは当該
利用機関に事前に通知することなく、承認の取り消し、または IDの使用を
停止することができるものとします。  

(1) 第 6条に掲げる場合に該当することが判明した場合  
(2) 第 7条の規定に違反した場合  
(3) 第 12条に掲げる行為を行った場合  
(4) 利用機関の業務の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、または中止した
場合  

(5) 連続して 3ヶ月以上、IDが利用されなかった場合  
(6) その他中央センターが、利用機関として不適当と判断した場合  
 
附 則  
1 この規約は平成 24年 10月 1日から適用します。  
2 この規約の適用前に利用の承認を受けた利用機関は、この規約により承認を
受けたものとみなします。  

附 則(平成 27年 3月 31日)  
この規約の一部改正は、平成 27年 4月 1日から適用します。  
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ＷＡＭ助成連絡システム利用規約                  平成 27年 7月 31日 

独立行政法人福祉医療機構 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本規約は、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）のＷ

ＡＭ助成連絡システム（以下「連絡システム」という。）を利用する場合に

必要な事項を定めるものです。 

（定義） 

第２条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによります。 

(1) 「ＷＡＭ ＮＥＴ」とは、機構が運営する福祉保健医療情報ネットワー

クシステムのことをいいます。 

(2) 「利用機関」とは、独立行政法人福祉医療機構法（平成１４年法律第１

６６号。以下「機構法」という。）第１２条第１項第７号に規定する業務

にかかる助成において、独立行政法人福祉医療機構助成要綱（平成２２年

規定第一号）に定めるところにより助成の申請を行う助成対象者（以下、

助成対象者という。）で、かつ、ＷＡＭ助成連絡システム利用登録書（変

更届）兼ＷＡＭ ＮＥＴ利用申請書（変更届）（以下「利用登録書」という。）

により機構に利用の届け出を行い、独立行政法人福祉医療機構ＷＡＭ ＮＥ

Ｔ利用規約（以下「ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約」という。）及び本規約に同意

した者をいいます。 

（利用機関の登録要件） 

第３条 利用機関として登録できるのは助成対象者で、かつ、利用登録書によ

り機構に利用の申請を行い、ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約及び本規約に同意した者

でなければなりません。 

（利用の承認等） 

第４条 機構は利用登録書を受付け、必要な審査・手続等を経た後に利用を承

認します。 

２ 利用を承認された利用機関には連絡システムが使用可能なＷＡＭ ＮＥＴ

利用機関識別コード（以下「ＩＤ」という。）が付与されます。 

（利用の不承認） 

第５条 利用申請審査にあたっては、以下のいずれかの理由により、利用の承

認をしないことがあります。 

(1) 連絡システムを助成事業の事務連絡、情報交換以外の目的に使用される

おそれがある場合    

(2) 利用登録書の申告事項に虚偽の記載がある場合 

(3) 連絡システムの適正な運用又は管理上支障が生じる場合 

(4) 利用機関が過去に規約違反等により利用承認の取消しを受けたことが

ある場合 

(5) その他、利用機関とすることを不適当と判断した場合 

（利用機関情報の取扱い） 

第６条 機構は、利用機関が届け出たすべての利用機関情報について、機構法

第１２条第１項第７、８号及び第１４号に規定する事業にかかる業務（社会

福祉振興助成業務、調査研究等業務、及びこれらに附帯する業務）目的以外

に使用することはありません。 

（本規約の範囲） 

第７条 連絡システム利用規約は、本規約に加え、ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約も本

規約の一部を構成するものとします。 

（本規約の変更） 

第８条 機構は、利用機関の了承を得ることなく本規約を随時変更することが

できるものとし、利用機関はこれを承諾します。 

 

第２章 利用機関確認等 

（利用機関の確認等） 

第９条 利用機関が、連絡システムを利用して事務連絡を行う場合、機構は利

用機関の確認等のために、ＩＤにより利用機関を識別するものとします。 

（譲渡禁止） 

第１０条 利用機関は、連絡システムの利用機関として有する権利を第三者に

譲渡若しくは使用させたり、名義変更、質権の設定又はその他の担保に供す

る等の行為はできないものとします。 

（変更の届出及び利用の中止） 

第１１条 利用機関は、利用登録書の届出内容に変更があった場合又は利用の

中止をする場合には、速やかに機構に所定の方法で届出をするものとします。 

２ 利用機関の合併等が行われた後、利用機関は、速やかに所定の方法で届出

をするものとします。 

（設備等）  

第１２条 利用機関は、連絡システムを利用するために必要な通信機器、ソフ

トウェア及びその他これらに付随して必要となるすべての機器等を、自己の

責任と費用において準備するものとします。 

２ 利用機関は、連絡システム利用時の通信費用等については、自己の責任と

費用において、負担するものとします。 

 

第３章 利用機関の義務 

（利用機関情報の真正性等） 

第１３条 利用機関は、連絡システムを利用して事務連絡を行うにあたり、真

正かつ正確な情報を機構に連絡するものとします。機構は、利用機関が真正

かつ正確な情報を連絡しなかったことにより、利用機関及び第三者に生じた

損害について、一切責任を負いません。 

２ 利用機関は、連絡システムを利用して連絡した情報について、機構から照

会があった場合速やかに回答するものとします。 

（ＩＤの利用に関する自己責任の原則） 

第１４条 利用機関は、自己のＩＤ及びこれに対応するパスワードを第三者に

知られ、利用されないよう厳重に管理しなければならないこととし、当該Ｉ

Ｄ及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。 

２ ＩＤの使用により第三者に対して損害を与えた場合、利用機関は当該行為

を自己がしたか否かを問わず、自己の責任と費用をもって解決し、機構に損

害を与えることのないものとします。 

３ 機構は、連絡システムの利用により発生した利用機関の損害全てに対し、

いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないもの

とします。 

４ 利用機関が本利用規約に違反して機構に損害を与えた場合は、機構は当該

利用機関に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。 

５ 利用機関が雇用している従業員等が、本利用規約に違反し、機構に損害を

与えた場合、利用機関は当該従業員等の違反行為に関する使用者責任を負う

ものとし、機構は当該利用機関に対して被った損害の賠償を請求できるもの

とします。 

（セキュリティに関する自己責任の原則） 

第１５条 利用機関は、コンピュータウイルス対策及び不正侵入対策等に十分

な注意を払わなければならないものとします。 

２ 利用機関の機器がコンピュータウイルスに感染し又は不正侵入等され、利

用機関と第三者の間で紛争等が発生した場合及び機構に損害を与えた場合の

取り扱いは前条第２項から同第５項の規定を準用するものとします。 

（禁止事項） 

第１６条 利用機関は、連絡システム利用上で以下の行為を行うことはできま

せん。 

(1) 事務連絡に関する正規の目的以外で使用する行為 

(2) 連絡システムに対し、不正アクセスを行う行為 

(3) 連絡システムに対し、悪意のあるデータ等を故意に送信する行為 

(4) 連絡システムの全部又は一部を第三者に頒布、送信又はその他の方法で

提供する行為 

(5) 他の利用機関又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為 

(6) 連絡システムの運営を妨げ、あるいは連絡システムの信頼をき損するよ

うな行為 

(7) ＩＤ又はパスワードを不正に使用する行為 

(8) 事実に反するまたはそのおそれのある情報を提供する行為 

(9) その他、法律等に反する行為 

 

第４章 運営 

（ＩＤの一時停止） 

第１７条 機構は、運用管理上緊急性が高いと認めた場合は、当該利用機関の

ＩＤを一時使用停止することがあります。 

２ 機構が前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生しても、機

構は、いかなる責任も負いません。 

（連絡システムの一時的な停止） 

第１８条 機構は、以下のいずれかの場合には、利用機関に事前に通知するこ

となく、一時的に連絡システムを停止することがあります。 

(1) ＷＡＭ ＮＥＴが一時的に停止した場合 

(2) 連絡システムの保守を緊急に行う場合 

(3) 火災又は停電等により連絡システムの提供ができなくなった場合 

(4) その他、運用上あるいは技術上、連絡システムの一時的な停止を必要と

判断した場合 

（利用の取り消し等） 

第１９条 利用機関が、以下のいずれかに該当する場合は、連絡システムの利

用取り消し、又はＩＤの使用を停止することができるものとします。 

(1) 第１０条に掲げる場合に該当することが判明した場合 

(2) 第１３条、第１４条及び第１５条の規定に違反した場合 

(3) 第１６条に掲げる行為を行った場合 

(4) 利用機関の業務の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、又は中止した

場合 

(5) その他機構が、利用機関として不適当と判断した場合 

（保証の拒絶） 

第２０条 連絡システムは、利用機関に対して「現状のまま」提供されるもの

であり、機構は連絡システムにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のない

こと及び使用が利用機関又は利用機関以外の第三者の権利を侵害するもので

ないこと、その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。 

（改訂版または後継版の提供） 

第２１条 機構は、任意に利用機関の承認を経ずに連絡システムの改訂及びバ

ージョンアップをできるものとします。 

（利用期間及び利用時間等） 

第２２条 連絡システムに係る利用期間は、原則として当該システムが運用さ

れている期間とします。ただし、当該連絡等に係る問合せ等は、機構の受付

担当者の勤務時間内に受付するものとします。 

（準拠法及び管轄） 

第２３条 本規約をめぐる法律問題の準拠法は、日本法とします。 

２ 本規約に関する法律問題についての訴訟を管轄する第一審を、東京地方裁

判所とします。 

 

附 則 

この規約は平成２７年７月３１日から適用します。 

 

ＷＡＭ助成連絡システム利用規約                  平成 27年 7月 31日 

独立行政法人福祉医療機構 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本規約は、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）のＷ

ＡＭ助成連絡システム（以下「連絡システム」という。）を利用する場合に

必要な事項を定めるものです。 

（定義） 

第２条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによります。 

(1) 「ＷＡＭ ＮＥＴ」とは、機構が運営する福祉保健医療情報ネットワー

クシステムのことをいいます。 

(2) 「利用機関」とは、独立行政法人福祉医療機構法（平成１４年法律第１

６６号。以下「機構法」という。）第１２条第１項第７号に規定する業務

にかかる助成において、独立行政法人福祉医療機構助成要綱（平成２２年

規定第一号）に定めるところにより助成の申請を行う助成対象者（以下、

助成対象者という。）で、かつ、ＷＡＭ助成連絡システム利用登録書（変

更届）兼ＷＡＭ ＮＥＴ利用申請書（変更届）（以下「利用登録書」という。）

により機構に利用の届け出を行い、独立行政法人福祉医療機構ＷＡＭ ＮＥ

Ｔ利用規約（以下「ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約」という。）及び本規約に同意

した者をいいます。 

（利用機関の登録要件） 

第３条 利用機関として登録できるのは助成対象者で、かつ、利用登録書によ

り機構に利用の申請を行い、ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約及び本規約に同意した者

でなければなりません。 

（利用の承認等） 

第４条 機構は利用登録書を受付け、必要な審査・手続等を経た後に利用を承

認します。 

２ 利用を承認された利用機関には連絡システムが使用可能なＷＡＭ ＮＥＴ

利用機関識別コード（以下「ＩＤ」という。）が付与されます。 

（利用の不承認） 

第５条 利用申請審査にあたっては、以下のいずれかの理由により、利用の承

認をしないことがあります。 

(1) 連絡システムを助成事業の事務連絡、情報交換以外の目的に使用される

おそれがある場合    

(2) 利用登録書の申告事項に虚偽の記載がある場合 

(3) 連絡システムの適正な運用又は管理上支障が生じる場合 

(4) 利用機関が過去に規約違反等により利用承認の取消しを受けたことが

ある場合 

(5) その他、利用機関とすることを不適当と判断した場合 

（利用機関情報の取扱い） 

第６条 機構は、利用機関が届け出たすべての利用機関情報について、機構法

第１２条第１項第７、８号及び第１４号に規定する事業にかかる業務（社会

福祉振興助成業務、調査研究等業務、及びこれらに附帯する業務）目的以外

に使用することはありません。 

（本規約の範囲） 

第７条 連絡システム利用規約は、本規約に加え、ＷＡＭ ＮＥＴ利用規約も本

規約の一部を構成するものとします。 

（本規約の変更） 

第８条 機構は、利用機関の了承を得ることなく本規約を随時変更することが

できるものとし、利用機関はこれを承諾します。 

 

第２章 利用機関確認等 

（利用機関の確認等） 

第９条 利用機関が、連絡システムを利用して事務連絡を行う場合、機構は利

用機関の確認等のために、ＩＤにより利用機関を識別するものとします。 

（譲渡禁止） 

第１０条 利用機関は、連絡システムの利用機関として有する権利を第三者に

譲渡若しくは使用させたり、名義変更、質権の設定又はその他の担保に供す

る等の行為はできないものとします。 

（変更の届出及び利用の中止） 

第１１条 利用機関は、利用登録書の届出内容に変更があった場合又は利用の

中止をする場合には、速やかに機構に所定の方法で届出をするものとします。 

２ 利用機関の合併等が行われた後、利用機関は、速やかに所定の方法で届出

をするものとします。 

（設備等）  

第１２条 利用機関は、連絡システムを利用するために必要な通信機器、ソフ

トウェア及びその他これらに付随して必要となるすべての機器等を、自己の

責任と費用において準備するものとします。 

２ 利用機関は、連絡システム利用時の通信費用等については、自己の責任と

費用において、負担するものとします。 

 

第３章 利用機関の義務 

（利用機関情報の真正性等） 

第１３条 利用機関は、連絡システムを利用して事務連絡を行うにあたり、真

正かつ正確な情報を機構に連絡するものとします。機構は、利用機関が真正

かつ正確な情報を連絡しなかったことにより、利用機関及び第三者に生じた

損害について、一切責任を負いません。 

２ 利用機関は、連絡システムを利用して連絡した情報について、機構から照

会があった場合速やかに回答するものとします。 

（ＩＤの利用に関する自己責任の原則） 

第１４条 利用機関は、自己のＩＤ及びこれに対応するパスワードを第三者に

知られ、利用されないよう厳重に管理しなければならないこととし、当該Ｉ

Ｄ及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。 

２ ＩＤの使用により第三者に対して損害を与えた場合、利用機関は当該行為

を自己がしたか否かを問わず、自己の責任と費用をもって解決し、機構に損

害を与えることのないものとします。 

３ 機構は、連絡システムの利用により発生した利用機関の損害全てに対し、

いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないもの

とします。 

４ 利用機関が本利用規約に違反して機構に損害を与えた場合は、機構は当該

利用機関に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。 

５ 利用機関が雇用している従業員等が、本利用規約に違反し、機構に損害を

与えた場合、利用機関は当該従業員等の違反行為に関する使用者責任を負う

ものとし、機構は当該利用機関に対して被った損害の賠償を請求できるもの

とします。 

（セキュリティに関する自己責任の原則） 

第１５条 利用機関は、コンピュータウイルス対策及び不正侵入対策等に十分

な注意を払わなければならないものとします。 

２ 利用機関の機器がコンピュータウイルスに感染し又は不正侵入等され、利

用機関と第三者の間で紛争等が発生した場合及び機構に損害を与えた場合の

取り扱いは前条第２項から同第５項の規定を準用するものとします。 

（禁止事項） 

第１６条 利用機関は、連絡システム利用上で以下の行為を行うことはできま

せん。 

(1) 事務連絡に関する正規の目的以外で使用する行為 

(2) 連絡システムに対し、不正アクセスを行う行為 

(3) 連絡システムに対し、悪意のあるデータ等を故意に送信する行為 

(4) 連絡システムの全部又は一部を第三者に頒布、送信又はその他の方法で

提供する行為 

(5) 他の利用機関又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為 

(6) 連絡システムの運営を妨げ、あるいは連絡システムの信頼をき損するよ

うな行為 

(7) ＩＤ又はパスワードを不正に使用する行為 

(8) 事実に反するまたはそのおそれのある情報を提供する行為 

(9) その他、法律等に反する行為 

 

第４章 運営 

（ＩＤの一時停止） 

第１７条 機構は、運用管理上緊急性が高いと認めた場合は、当該利用機関の

ＩＤを一時使用停止することがあります。 

２ 機構が前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生しても、機

構は、いかなる責任も負いません。 

（連絡システムの一時的な停止） 

第１８条 機構は、以下のいずれかの場合には、利用機関に事前に通知するこ

となく、一時的に連絡システムを停止することがあります。 

(1) ＷＡＭ ＮＥＴが一時的に停止した場合 

(2) 連絡システムの保守を緊急に行う場合 

(3) 火災又は停電等により連絡システムの提供ができなくなった場合 

(4) その他、運用上あるいは技術上、連絡システムの一時的な停止を必要と

判断した場合 

（利用の取り消し等） 

第１９条 利用機関が、以下のいずれかに該当する場合は、連絡システムの利

用取り消し、又はＩＤの使用を停止することができるものとします。 

(1) 第１０条に掲げる場合に該当することが判明した場合 

(2) 第１３条、第１４条及び第１５条の規定に違反した場合 

(3) 第１６条に掲げる行為を行った場合 

(4) 利用機関の業務の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、又は中止した

場合 

(5) その他機構が、利用機関として不適当と判断した場合 

（保証の拒絶） 

第２０条 連絡システムは、利用機関に対して「現状のまま」提供されるもの

であり、機構は連絡システムにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のない

こと及び使用が利用機関又は利用機関以外の第三者の権利を侵害するもので

ないこと、その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。 

（改訂版または後継版の提供） 

第２１条 機構は、任意に利用機関の承認を経ずに連絡システムの改訂及びバ

ージョンアップをできるものとします。 

（利用期間及び利用時間等） 

第２２条 連絡システムに係る利用期間は、原則として当該システムが運用さ

れている期間とします。ただし、当該連絡等に係る問合せ等は、機構の受付

担当者の勤務時間内に受付するものとします。 

（準拠法及び管轄） 

第２３条 本規約をめぐる法律問題の準拠法は、日本法とします。 

２ 本規約に関する法律問題についての訴訟を管轄する第一審を、東京地方裁

判所とします。 

 

附 則 

この規約は平成２７年７月３１日から適用します。 

      
独立行政法人福祉医療機構WAM NET利用規約                  平成 27年 3月 31日 

 独立行政法人福祉医療機構 

WAM NETは、中央センター、地方センター及び利用機関から構成されるネッ
トワークシステムであり、利用機関に対し、福祉保健医療に関する情報提
供、利用機関の双方向の情報交換など、福祉保健医療に関する情報化の推
進を支援することを目的としています。 
 

第 1章 総則  
(目的) 

第 1条 本規約は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が運営
する WAM NETを本規約第 4条に規定する利用機関(以下「利用機関」という。)
が利用する場合の規則を定めるものです。  
(本規約の範囲) 

第 2条 WAM NET利用規約は、本規約に加え、以下の規定も本規約の一部を構
成するものとします。  

(1) WAM NETの電子掲示板等に掲示する利用規定  
(2) WAM NETが提供する各種サービスの冒頭に掲載される「ご案内」または「ご
利用上の注意」等の利用規定  
(本規約の変更) 

第 3条 機構は、利用機関の了承を得ることなく本規約を随時変更することが
できるものとし、利用機関はこれを承諾します。  

 
第 2章 利用機関  

(利用機関) 
第 4条 利用機関とは、WAM NETの中央センターへ利用申請書を提出し、その
承認を受けた者をいいます。  
(利用の承認等) 

第 5条 中央センターは、利用申請書を受付け、必要な審査・手続等を経た後
に利用を承認します。  

2 利用を承認された利用機関には、WAM NET利用機関識別コード(以下「ID」
という。)が付与されます。  

3 利用機関が WAM NETを利用する場合は、中央センター長が特に認めた場合を
除き、インターネット経由で利用するものとします。  
(利用の不承認) 

第 6条 利用申請審査にあたっては、以下のいずれかの理由により、利用の承
認をしないことがあります。  

(1) 福祉保健医療に関する情報の提供、取得または情報交換以外の目的に使用
されるおそれがある場合  

(2) 利用申請の際の申告事項に、虚偽の記載がある場合  
(3) WAM NETの適正な運用または管理上支障が生じる場合  
(4) 利用機関が過去に規約違反等により利用承認の取消しを受けたことがあ
る場合  

(5) 利用機関が次のアからツまでに掲げるもののいずれかに該当する場合  
ア 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集
団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある
団体をいう。  

イ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。  
ウ 暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者  
エ 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団
の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しく
は暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運
営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。（以下、「準構成員」と
いう。）  

オ 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構
成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提
供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与
するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持
若しくは運営に協力している企業をいう。  

カ 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的
不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。  

キ 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼう
して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生
活の安全に脅威を与える者をいう。  

ク 特殊知能暴力集団等 アからキに掲げる者以外のものであって、暴力団と
の関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、
構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。  

ケ アからクまでのいずれかに該当する者及びその他これらに準ずる者（以下
「暴力団員等」という。）が経営を支配していると認められる関係を有す
る集団又は個人  

コ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する集団
又は個人  

サ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有する集団又は個人  

シ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし
ていると認められる関係を有する集団又は個人  

ス 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され
るべき関係を有する集団又は個人  

セ 暴力的な要求行為がある集団又は個人  
ソ 法的な責任を超えた不当な要求行為がある集団又は個人  
タ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為がある集団又は
個人  

チ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて機構の信用を毀損し、又は機
構の業務を妨害する行為がある集団又は個人  

ツ セからチに準ずる集団又は個人  
(6) その他、利用機関とすることが不適当と判断した場合  

(譲渡禁止) 
第 7条 利用機関は、WAM NETの利用機関として有する権利を第三者に譲渡も
しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保に供す
る等の行為はできないものとします。  
(変更の届出および利用の中止) 

第 8条 利用機関は、利用申請書の届出内容に変更があった場合または利用の
中止をする場合には、速やかに中央センターに所定の方法で届出をするも
のとします。  

2 利用機関の合併等が行われた後、WAM NETの利用を継続する機関は、中央セ
ンターに対し、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えて届出を
するものとします。  
(設備等) 

第 9条 利用機関は、WAM NETを利用するために必要な通信機器、ソフトウェ
ア、その他これらに付随して必要となるすべての機器等を、自己の責任と
費用において準備するものとします。  

 
第 3章 利用機関の義務  

(IDの利用に関する自己責任の原則) 
第 10条 利用機関は、自己の IDおよびこれに対応するパスワードの使用およ
び管理について一切の責任を持つものとします。  

2 IDの使用により第三者に対して損害を与えた場合、当該行為を自己がした
か否かを問わず、自己の責任と費用をもって解決し、機構に損害を与える
ことのないものとします。  

3 利用機関が他団体の運営するデータベースサービスやネットワーク等へ接
続して、両者間で紛争等が発生した場合、当該当事者間で解決するものと
し、機構は一切の責任を負わないものとします。  

4 機構は、WAM NETの利用により発生した利用機関の損害全てに対し、いかな
る責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとし
ます。  

5 利用機関が本利用規約に違反して機構に損害を与えた場合は、機構は当該利
用機関に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。  

6 利用機関が雇用している従業員等が、本利用規約に違反した場合、利用機関
と当該従業員の方には、連帯して責任を負っていただきます。  
(セキュリティに関する自己責任の原則) 

第 11条 利用機関は、コンピュータウィルス対策及び不正侵入対策等に十分な
注意を払わなければならないものとします。  

2 利用機関の機器がコンピュータウイルスに感染し又は不正侵入等され、利用
機関と第三者の間で紛争等が発生した場合及び機構に損害を与えた場合の
取り扱いは前条第 2項から同第 6項の規定を準用するものとします。  
(禁止事項) 

第 12条 利用機関は、WAM NET上で以下の行為をすることができません。  
(1) 福祉保健医療に関する情報の提供、取得または情報交換以外の目的に使用
する行為  

(2) 営利を目的とする行為  
(3) 公序良俗に反する行為  
(4) 犯罪的行為に結びつく行為  
(5) 他の利用機関または第三者の著作権を侵害する行為  
(6) 他の利用機関または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為  
(7) 他の利用機関または第三者を誹謗中傷する行為  
(8) WAM NETの運営を妨げ、あるいは WAM NETの信頼をき損するような行為  
(9) 入力されている情報を許可なく変更を行う行為  
(10) IDまたは、パスワードを不正に使用する行為  
(11) 事実に反するまたはそのおそれのある情報を提供する行為  
(12) 不特定多数の利用機関に対しての電子メールを送りそれを読むことある
いはアンケートに答えること等を強要する行為や、必要以上のメールを送
るなどの迷惑行為  

(13) 他ネットに接続した際、接続先の規約に反する行為  
(14) その他、法律等に反する行為  
 
第 4章 運営  

(IDの一時停止) 
第 13条 中央センターは、運用管理上緊急性が高いと認めた場合は、当該利用
機関の IDを一時使用停止とすることがあります。  

2 中央センターが前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生して
も、機構は、いかなる責任も負いません。  
(情報等の削除) 

第 14条 中央センターは、運営および管理上の必要から、利用機関に事前に通
知することなく、利用機関が WAM NETに登録した情報および文章等を削除
する場合があります。  

2 中央センターが前項の措置を取ったことで、当該利用機関に損害が発生して
も、機構は、いかなる責任も負いません。  
(WAM NETの一時的な停止) 

第 15条 中央センターは、以下のいずれかの場合には、利用機関に事前に通知
することなく、一時的に WAM NETを停止することがあります。  

(1) WAM NETのシステムの保守を緊急に行う場合  
(2) 火災、停電等により WAM NETの提供ができなくなった場合  
(3) その他、運用上あるいは技術上、WAM NETの一時的な停止を必要と判断し
た場合  

2 機構は、前項各号の事由により WAM NETの提供の遅延または停止等が発生し
たとしても、これに起因する利用機関または他の第三者が被った損害につ
いて、一切の責任を負わないものとします。  
(利用承認の取り消し等) 

第 16条 利用機関が、以下のいずれかに該当する場合は、中央センターは当該
利用機関に事前に通知することなく、承認の取り消し、または IDの使用を
停止することができるものとします。  

(1) 第 6条に掲げる場合に該当することが判明した場合  
(2) 第 7条の規定に違反した場合  
(3) 第 12条に掲げる行為を行った場合  
(4) 利用機関の業務の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、または中止した
場合  

(5) 連続して 3ヶ月以上、IDが利用されなかった場合  
(6) その他中央センターが、利用機関として不適当と判断した場合  
 
附 則  
1 この規約は平成 24年 10月 1日から適用します。  
2 この規約の適用前に利用の承認を受けた利用機関は、この規約により承認を
受けたものとみなします。  

附 則(平成 27年 3月 31日)  
この規約の一部改正は、平成 27年 4月 1日から適用します。  
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